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県民の皆様へ 

 近年、気候変動の影響により、世界各地で干ばつ、洪水

被害などの災害が発生しています。本県においても、2019

（令和元）年の台風第15号・第19号の記録的な暴風や大雨

により、県内各地で甚大な被害が生じました。今後更に温

暖化が進むと、こうした被害が大きくなるおそれがあり、

現在の県民の皆様のみならず、将来の「いのち」を脅かす

ことが懸念されます。 

世界では、2015（平成27）年のＣＯＰ21において、世界共

通の長期目標として、産業革命前からの世界平均気温上昇

を1.5℃に抑える努力を追求する「パリ協定」が採択されました。また、2023（令和５）

年のＣＯＰ28では、この目標の達成に向けた世界的な努力への貢献が全締約国に要請され

るなど、今後更に世界で取組が加速していくことが見込まれます。 

国では、2020（令和２）年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、

2021（令和３）年４月には、2030年度の目標として、温室効果ガスを、2013年度比で46％

削減することを目指すことを表明しました。また、同年６月には「地域脱炭素ロードマッ

プ」を策定し、地域脱炭素の行程と具体策を示しました。 

県は、深刻化する気候変動や社会情勢の変化等を踏まえ、2023年２月に、2030年度までの

温室効果ガス排出量の削減目標を46％から50％に引き上げることを表明しました。この目

標の達成に向けて、基本方針や施策体系を見直すとともに、新たに各主体の役割を整理し、

部門別削減目標を設定するなど、「神奈川県地球温暖化対策計画」を全面改定し、取組を

加速させていきます。 

計画の改定に当たり、多くの県民の皆様から貴重なご意見、ご提案をいただくとともに、

神奈川県環境審議会、かながわスマートエネルギー計画検討会及び県議会においてご審議

をいただきました。ご協力いただいた多くの方々に深く感謝申し上げます。 

温室効果ガスの削減目標の達成には、多様な主体が気候変動問題を自分事化し、オール神

奈川で脱炭素に取り組む必要があります。 

今後とも県民、事業者、団体、市町村の皆様と連携・協力しながら地球温暖化対策を推進

してまいります。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

2024（令和６）年３月               
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第１章 総論 

１ 計画改定の趣旨 

(1) 計画の策定・改定の経緯 

○  人間活動の拡大に伴う温室効果ガス排出量の増加が原因である地球温暖化によっ

て、異常気象、生態系への影響、食料生産や健康など、人間への影響が既に現れて

おり、今後、温暖化が進むと、更に深刻な影響が及ぶと予測されています。 

○ 県では、地球温暖化対策の一層の強化を図るため、2009（平成21）年７月に、

「神奈川県地球温暖化対策推進条例」（以下「温暖化対策条例」といいます。）を

制定し、地球温暖化防止に向けた県、事業者、県民等の責務を明らかにするととも

に、地球温暖化対策に関する取組の推進について定めました。 

○  そして、2010（平成22）年３月には、温暖化対策条例に基づき、県の地球温暖化

対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る基本的な計画として「神奈川県

地球温暖化対策計画」（以下「本計画」といいます。）を策定しました。 

○ その後、2016（平成28）年10月には、温室効果ガス削減目標の見直しを行うとと

もに、「適応策」を位置付けるために本計画を改定しました。 

○ さらに、2022（令和４）年３月には、脱炭素社会の実現に向けた姿勢を早期に示

すため、温室効果ガス削減の中期目標・長期目標の見直しを行うとともに、長期目

標達成に向けたビジョンを追加するなど、本計画を改定しました。 

(2) 計画改定のポイント 

○ 今回の本計画の改定は、「2050年の目指すべき姿と基本方針」など脱炭素社会の

実現に向けた基本的な考え方や各種目標、緩和策の施策体系などについて、全面改

定を行うとともに、適応策については、2016（平成28）年度以降の社会情勢の変化

や国等の動向を踏まえ、必要な修正と施策の追加等を行うものです。 

○ また、本計画の改定に当たり、エネルギー施策に関する総合的な計画である「か

ながわスマートエネルギー計画」（以下「スマエネ計画」といいます。）の基本理

念、基本政策及び数値目標を脱炭素社会の実現という地球規模の課題に対応させる

とともに、脱炭素の取組を総合的かつ効果的に推進し、取組の全体像を県民目線で

分かりやすく示すため、本計画にスマエネ計画を統合します。 

○ さらに、県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の抑制に関する計画である

「神奈川県庁温室効果ガス抑制実行計画（地方公共団体実行計画（事務事業

編））」（以下「実行計画」といいます。）を本計画に統合し、大規模排出事業者

としての責任をより明確に位置付け、県自らが目標達成に率先して取り組むことと

します。 
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(3) 計画改定の背景 

ア 地球温暖化など気候変動の状況と将来予測 

○ 地球温暖化とは、人間の活動に伴い排出されたＣＯ２等の「温室効果ガス」が

増加することで、地球全体の平均気温が上昇する現象のことです。 

○ 2023（令和５）年３月に公表された気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ

Ｃ）の「第６次評価報告書統合報告書」では、1850〜1900年を基準とした世界平

均気温は2011〜2020年に1.1℃の温暖化に達し、人為的な気候変動は既に世界中

の全ての地域において多くの気象と気候の極端現象に影響を及ぼし、自然と人々

に対し広範な悪影響及び関連する損失と損害をもたらしていると指摘しています。 

○ また、同報告書では、継続的な温室効果ガスの排出は更なる地球温暖化をもた

らし、短期のうちに、世界の平均気温の上昇が1.5℃に到達すると指摘し、これ

に伴う気候変動影響の激甚化に対して、強い懸念を示しています。 

   ○ さらに、実行可能で有効な適応の選択肢は地球温暖化が進むほど制約を受け、

そのリスクが増大していることも指摘されており、世界の平均気温の上昇を

1.5℃に抑えることを目指して、世界全体で温室効果ガスの排出量を削減してい

くことが必要です。 

イ 国内外の動向 

(ｱ) 世界の動向 

○ 2015（平成27）年９月に開催された国連の「持続可能な開発サミット」で採

択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において、ＳＤＧｓ

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）が、国際社会全体

の目標とされ、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、環境・経済・社

会をめぐる広範な課題について、2030（令和12）年までに達成すべき、気候変

動を含めた17のゴールと169のターゲットが示されました。 

図１ー１ ＳＤＧｓにおける17の持続可能な開発目標一覧 
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○ 2015（平成27）年11月～12月にフランス・パリで開催された「気候変動枠組

条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）」において、2020（令和２）年以降の新た

な国際的枠組みである「パリ協定1」が採択され、世界共通の長期目標として、

産業革命前からの世界平均気温上昇を２℃より十分下方に抑えるとともに、

1.5℃に抑える努力を追求することが言及されました。 

○ 2023（令和５）年３月に公表された気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ

Ｃ）の「第６次評価報告書統合報告書」では、人間活動が主に温室効果ガスの

排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がないことや、

世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えるためには、2035年に2019年比で温室効

果ガス排出量を60％削減する必要があること等が示されました。 

○ コロナ禍で各国の社会経済は大きな影響を受けましたが、コロナ渦からの復

興に向けて、国単位、世界的組織単位で、気候変動やその他の環境課題への対

策を進める「グリーン・リカバリー」への取組や投資が始まっており、国際的

潮流となっています。 

○ 2022（令和４）年２月のロシアによるウクライナ侵略以降、エネルギーの安

定供給の確保が世界的に大きな課題となっています。 

○ 2023（令和５）年11月～12月にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイで開催

された「国連気候変動枠組条約第28回締約国会議（ＣＯＰ28）」において、排

出削減対策が講じられていない石炭火力発電のフェーズダウンの加速や、エネ

ルギーシステムにおける化石燃料からの移行、再生可能エネルギーの発電容量

を2030年までに世界全体で３倍にする方向性を盛り込んだ成果文書が採択され

ました。 

 (ｲ) 国内の動向 

ａ 国の動向 

○ 国は、2020（令和２）年10月に、2050（令和32）年までに、温室効果ガス

の排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を目指すこ

とを宣言しました。 

○ 2021（令和３）年４月には、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心

的な目標として、2030年（令和12）年度に温室効果ガスを2013（平成25）年

度から46％削減することを目指すこと、更に50％の高みに向けて挑戦を続け

ることを表明し、同年６月に「地域脱炭素ロードマップ」を策定するなど、

脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させています。 

                         
1 平成27年11月30日から12月13日までフランスのパリで開催されたＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において採

択された、京都議定書に代わる新たな法的枠組み。世界共通の長期目標の設定のほか、主要排出国を含むすべての国が削減目標を

５年ごとに提出・更新することや、共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けることなどが定められた。 
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○ そして、ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）を通じて、脱炭素、

エネルギー安定供給、経済成長の３つを同時に実現するため、2023（令和

５）年２月に「ＧＸ実現に向けた基本方針」が閣議決定され、同年６月には

ＧＸ実現に向けて「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法

律」（以下「ＧＸ推進法」といいます。）が公布・施行されました。 

○ 基本方針では、エネルギー安定供給の確保に向け、徹底した省エネルギー

対策に加え、再生可能エネルギーや原子力などのエネルギー自給率の向上に

資する脱炭素電源への転換など、ＧＸに向けた脱炭素の取組を進めることと

されています。 

○ また、ＧＸの実現に向け、「ＧＸ経済移行債」等を活用した大胆な先行投

資支援、カーボンプライシングによるＧＸ投資先行インセンティブ、新たな

金融手法の活用などを含む「成長志向型カーボンプライシング構想」の実

現・実行を行うこととされています。 

ｂ 企業の動向 

○ 世界的な脱炭素の流れを受け、企業は排出量削減に対する取組が求められ

ており、大企業を中心に気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）

に沿った気候変動に対応した経営戦略の開示や、ＳＢＴ2やＲＥ1003などの

排出量の目標設定を行う国際的なイニシアチブに賛同するなど、脱炭素経営

に取り組んでいます。 

○ 企業のＣＯ２排出量の算定は、燃料の燃焼、工業プロセスなど事業者自ら

による温室効果ガスの排出量であるＳｃｏｐｅ１、他社から供給された電気、

熱・蒸気の使用に伴う排出量であるＳｃｏｐｅ２に加え、事業者の活動に関

連する他社の排出量であるＳｃｏｐｅ３についても算出が求められる傾向に

あります。 

○ そのため、物流などを含めたバリューチェーンやライフサイクル全体での

脱炭素化が必要となり、大企業のみならず、大企業と取引する中小企業も排

出量の削減が求められています。 

○ しかし、脱炭素の重要な担い手である中小企業の多くが、脱炭素に取り組

むに当たって、人材やノウハウの不足、資金不足などの課題を抱えているた

め、その取組には様々な支援が必要とされています。 

ウ 神奈川県の気候変動対策を取り巻く状況 

(ｱ) 県内の動向 

                         
2 パリ協定が求める水準と整合した、５年から15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標（Science Based 

Targets）。 
3 2014（平成26）年に結成した、事業を100％再生可能エネルギー電力（Renewable Energy）で賄うことを目標とする企業連合。 
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○ 2019（令和元）年９月の台風第15号及び10月の台風第19号が、県内に記録的

な暴風や高波、高潮、大雨をもたらし、大規模な土砂崩れや浸水等により、 

県内各地で甚大な被害が生じました。地球温暖化等の気候変動によって、この

ような自然災害の頻発化・激甚化のおそれがあるため、県は国に先駆けて、

2019（令和元）年11月に「2050年脱炭素社会の実現」を表明しました。 

○  また、2020（令和２）年２月には、「気候非常事態」を宣言するとともに、

水害への対応力強化のための対策として「神奈川県水防災戦略」を策定し、

2023（令和５）年３月には、更なる対策強化を図るため改定を行いました。 

○ さらに、2021（令和３）年11月には、県は、公益財団法人地球環境戦略研究

機関（以下「ＩＧＥＳ」といいます。） と共同で研究し、脱炭素社会の将来

像を示した「かながわ脱炭素ビジョン2050」を発表しました。 

○ そして、2023（令和５）年２月には、県は、脱炭素社会の実現に向けて取組

を一層加速させるため、2030（令和12）年度の温室効果ガス排出量の削減目標

を、2013（平成25）年度比で46％から50％削減に引き上げることを表明しまし

た。 

○ この50％削減の達成に向けて、脱炭素の取組を実施するに当たって、中期的

な安定財源を確保するため、2022（令和４）年度２月補正予算で気候変動対策

基金に135億円を積み立てました。 

○ 県内企業においても、ＳＢＴやＲＥ100などへの参加のほか、国が募集した

「ＧＸリーグ基本構想」への賛同や、ＲＥ100の対象外となっている中小企業、

行政、教育・医療機関等を対象にした「再エネ100宣言ＲＥ Ａｃｔｉｏｎ」へ

の参加など、脱炭素に向けた機運が高まっています。 

(ｲ) 神奈川県の地域特性 

ａ 人口と世帯数 

○ 県の総人口は、2021（令和３）年10月に、統計開始以降初めて、前年同月

と比べて減少に転じて以降、同様の傾向が続いており、人口減少局面に入り

ました。2020（令和２）年国勢調査結果に基づく推計によると、2024（令和

６）年２月１日現在の人口は、9,219,440人となっています。 

○ 世帯数は、2024（令和６）年２月１日現在で4,355,090世帯となっており、

本県の世帯数は増加が続いていますが、将来人口推計の中位推計を用いて、

将来世帯推計を行ったところ、2035（令和17）年頃にピークを迎え、その後、

減少していく見込みです。 
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出典：神奈川県将来人口推計・将来世帯推計 

 

 図１－２ 県の総人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 世帯数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、地域単位でとらえると、当面人口増加が見込まれる地域と、既に人

口減少が始まっている地域が混在しているため、本県は、都市部と地方部の

両方の特性を持つ日本の縮図と言えます。 

ｂ 産業の状況 

○ 本県は、全国で５番目に小さい面積の県土に、全国で２番目に多い県民が

生活するとともに、様々な産業が集積している、全国でも有数の過密な県で

す。 

出典：神奈川県将来人口推計・将来世帯推計 
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○ 2021（令和３）年度の企業数は184,197社となっており、このうち中小企業

が183,675社と、全企業数の99％を占めています。また、企業数の推移を見る

と、1999（平成11）年の232,713社から、2021（令和３）年は184,197社となり、

この22年間で約21％減少しています。 

表１－１ 県内企業数の推移 

区 分 1999 年 2004 年 2006 年 2009 年 2012 年 2014 年 2016 年 2021 年 

大企業 744 577 605 600 544 572 587 522 

中小企業 231,969 206,373 197,499 216,503 200,146 199,958 187,428 183,675 

合計 232,713 206,950 198,104 217,103 200,690 200,530 188,015 184,197 

出典：「中小企業白書」及び中小企業庁ホームページ 

○ 2020（令和２）年度の製造事業所数（４人以上の事業所）は、7,202事業

所、製品出荷額等は約15兆8,400億円となっており、2013（平成25）年と比

較すると、事業所数は約15％、製造品出荷額等は約８％減少しています。 

表１－２ 製造事業所数と製造品出荷額等の推移 

 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

製造事業所数 8,433 8,140 8,439 7,697 7,604 7,349 7,267 7,202 

製造品出荷額等 

（百億円） 
1,723 1,772 1,748 1,629 1,796 1,844 1,775 1,584 

出典：工業統計調査 

○ 2020（令和２）年度のオフィスビルや店舗等の業務床面積は、6,232万㎡

となっており、2013（平成25）年度の6,060万㎡から約３％増加しています。 

表１－３ 業務床面積の推移 

 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

業務床面積 6,060 6,086 6,134 6,199 6,201 6,224 6,222 6,232 

出典：固定資産の価格等の概要調書 

ｃ 住宅の状況 

○ 2022（令和４）年度における新築戸建て住宅着工戸数は、27,874件であり、

うちＺＥＨ4の着工数は3,963件となっています。 

 

                         
4 「Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｕｓｅ」の略称であり、「省エネ」と「創エネ」により年間の一次エネルギー消費量の収支

をゼロにすることを目指した住宅のことをいう。ＺＥＨは、エネルギー消費量の削減割合に応じて「狭義のＺＥＨ」、「ＺＥＨ＋」、

「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ」、「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ＋」、「ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ」の５種類に区分されますが、本計画では、こ

の５種類を包含して「ＺＥＨ」と定義している。 

（万㎡） 

（社） 
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○ 2022（令和４）年度における新築戸建て着工戸数に占めるＺＥＨの着工数

の割合は、14.2％となっています。 

 

表１－４ 新築戸建て着工戸数とＺＥＨ件数の推移 

  
2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

新築戸建て 

着工戸数 
34,995 28,807 29,228 30,653 30,504 30,167 31,138 27,282 29,729 27,874 

うちＺＥＨ件数 107 138 381 1,582 1,909 2,344 2,653 2,945 3,785 3,963 

新築戸建て着工

戸数に占めるＺ

ＥＨの割合 

0.3％ 0.5％ 1.3％ 5.2％ 6.3％ 7.8％ 8.5％ 10.8％ 12.7％ 14.2％ 

出典：資源エネルギー庁「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 調査発表会」等を基に県で作成 

○ 2018（平成30）年における住宅ストック5数は約450万戸あり、1988（昭和

63）年度以降増加が続いています。また、2018（平成30）年度の住宅ストッ

ク数を所有関係別に見ると、持ち家が59％、借家の割合が37.2％となってい

ます。また、持ち家のうち38.4％は戸建て、20.6％は共同住宅となっていま

す。 

表１－５ 総住宅数の推移 

  1988 年 1993 年 1998 年 2003 年 2008 年 2013 年 2018 年 

総住宅数 2,703 3,074 3,409 3,752 4,068 4,351 4,504 

出典：住宅・土地統計調査 

 

表１－６ 所有関係別住宅ストック数の現状（2018年度） 

戸建て 

（持ち家） 

共同建て 

（持ち家） 
ＵＲ・公社 公営住宅 給与住宅6 民営借家 不詳 

38.4％ 20.6％ 2.1％ 2.4％ 2.1％ 30.6％ 3.8％ 

持ち家計 

59.0％ 

借家計 

37.2％ 

不詳 

3.8％ 

出典：住宅・土地統計調査 

 

ｄ 新車乗用車販売数及び電動車7の台数 

○ 2022（令和４）年度における新車乗用車販売数は、157,286台（軽自動車

除く）であり、うち電動車の販売数は78,270台となっています。 

                         
5 貯蔵、蓄積、在庫の意味。住宅の場合には、ある一時点における住宅の存在量や既存住宅そのものを指す。 
6 会社などが所有又は管理していて、職務の都合上又は給与の一部として社員等が居住している住宅で、いわゆる「社宅」などと呼ば

れているもの。 
7 ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）、ＨＶ（ハイブリッド自動車）、ＦＣＶ（燃料電池自動車） 

（千戸） 

（件） 
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○ 2022（令和４）年度の新車乗用車販売数に占める電動車の販売数の割合は、

49.8％となっています。 

 

表１－７ 新車乗用車販売数・電動車販売数の推移（軽自動車は含まない） 

  
2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

新車乗用車台数 192,572 181,980 186,335 197,589 189,575 184,287 166,631 171,559 157,286 

ＥＶ 1,173 921 1,500 1,838 2,223 1,828 1,218 1,830 2,671 

ＰＨＶ 908 784 655 2,124 1,314 971 812 1,341 2,348 

ＨＶ 62,147 56,668 64,566 68,667 68,149 67,493 59,018 69,771 73,184 

ＦＣＶ 0 39 81 72 43 26 23 261 67 

電動車小計 64,228 58,412 66,802 72,701 71,729 70,318 61,071 73,203 78,270 

新車乗用車台数

に占める電動車

の割合 

33.4％ 32.1％ 35.9％ 36.8％ 37.8％ 38.2％ 36.7％ 42.7％ 49.8％ 

出典：自販連（日本自動車販売協会連合会）年報及びホームページ 

 

(ｳ) 県内における温室効果ガスの排出状況 

ａ 県内の温室効果ガス排出量の推移 

○ 2020（令和２）年度の県内の温室効果ガスの排出量は、5,971万t-CO2（Ｃ

Ｏ２換算。以下同じ。）であり、2013（平成25）年度の排出量である7,398

万t-CO2から19.3％減少しています。 

○ 温室効果ガスの種類別に見ると、2020（令和２）年度において排出量の約

94％を占めるＣＯ２は5,591万t-CO2であり、2013（平成25）年度の7,118万t-

CO2と比較すると21.5％減少しています。 

○ 特に2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因

する製造業の生産量の減少、旅客及び貨物輸送量の減少に伴うエネルギー消

費量の減少等により、前年度と比較して6.4％減少しています。 

○ 一方、2020（令和２）年度において、その他の温室効果ガス（一酸化二窒

素、メタン、フロン類など）の排出量は、380万t-CO2であり、2013（平成

25）年度の280万t-CO2と比較すると35.6％増加しています。 

 

 

 

（台） 
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図１－４ 県内の温室効果ガス別排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 県内の部門別ＣＯ２排出量の状況 

○ 「ａ 県内の温室効果ガス排出量の推移」で示した温室効果ガスのうち、

2020（令和２）年度のＣＯ２排出量の部門別構成比は、産業部門（31.2％）

が大きく、次いで家庭部門（21.1％）、エネルギー転換部門（15.5％）、運

輸部門（15.3％）、業務部門（14.9％）、廃棄物部門（2.1％）の順になっ

ています。 

   図１－５ ＣＯ２排出量の部門別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）CO2排出量を万トン単位で四捨五入した上で構成比を 

算出しているため、構成比の合計は100％になりません。 

出典：2020年度県内の温室効果ガス排出量（速報値）推計結果 

出典：2020年度の県内の温室効果ガス排出量（速報値）推計結果 
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○ 2020（令和２）年度の県内の地域別のＣＯ２排出量は、横浜・川崎地域

51％、横須賀・三浦地域７％、県央地域19％、湘南地域18％、県西地域５％

となっています。 

図１－６ 地域別のＣＯ２排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 県庁における温室効果ガス排出量の推移 

○ 県庁が行う全ての事務及び事業から排出される温室効果ガスの排出量は、

2022（令和４）年度は30.1万t-CO2となっており、2013（平成25）年度の

32.3万t-CO2と比較すると6.9％減少しています。 

○ また、2022（令和４）年度において、温室効果ガスの種類別に見ると

79.1％をＣＯ２、残りを下水道施設から主に排出される一酸化二窒素やメタ

ン、空調から主に排出されるフロン類などが占めています。  

  図１－７ 県庁の温室効果ガス別排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省資料（自治体排出量カルテ）を基に県が作成 

出典：神奈川県庁自らが排出した温室効果ガスについて(令和４年度) 
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 (ｴ) 県内における再生可能エネルギーの導入状況 

○ 2021（令和３）年度までの再生可能エネルギーの導入量（累計）は170.4万

kWとなっています。 

○ 本県の水力発電の導入量は、戦中、戦後の電力不足の時代に、県内の電力使

用量の20％程度を供給し、県民生活の向上や経済の発展に大きく貢献してきま

した。 

○ 都市化が進んでいる本県において導入ポテンシャルの最も大きい太陽光発電

の導入量（累計）は、102.7万kWとなっており、スマエネ計画の基準年度であ

る2010（平成22）年度の13.1万kWと比べると、約８倍に増加しています。 

○ なお、国が 2022 (令和４)年度に行った調査によると、太陽光発電以外の再

生可能エネルギーについては、太陽光発電と比べて導入ポテンシャルが小さい

状況です。 

図１－８ 県内の再生可能エネルギー別導入量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

表１－８ 県内の再生可能エネルギー別の導入ポテンシャル 

区 分 
設備容量 

（単位：万kW） 

太陽光 1766.5 

風力 1.8 

中小水力 1.65 

 

 

 

 

※ 令和４年度再エネ導入促進に向けたポテンシャル・実績情報等の調査・検討委託業務報告書 

（環境省）を基に県が作成 

※ 風力：陸上、7.0m/s以上 

※ 中小水力：３万kW以下 
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２ 基本的事項 

(1) 計画の位置付け 

○ 本計画は、温暖化対策条例第７条に規定する「地球温暖化対策に関する基本的な

計画」及び第９条に規定する「県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の量の

削減に関する計画」並びに「神奈川県再生可能エネルギーの導入等の促進に関する

条例」（以下「再生可能エネルギー条例」といいます。）第７条に規定する「再生

可能エネルギーの導入等の促進に関する基本的な計画」として、知事が定めるもの

です。 

○ また、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」といいます。）に基

づく「地方公共団体実行計画（区域施策編、事務事業編）」及び「気候変動適応

法」（以下「適応法」といいます。）に基づく「地域気候変動適応計画」としても

位置付けます。 

○ 本計画は、県政運営の総合的・基本的指針を示す総合計画の個別計画の一つとし

て、総合計画を補完するものです。 

○ そして、環境の保全及び創造に関する施策の長期的な県の目標や基本方向を示す

計画である「神奈川県環境基本計画」を補完し、連携しながら地球温暖化問題の解

決を図るとともに、その他の社会課題の同時解決につなげるために、関連分野の計

画・方針等とも整合を図っています。 

(2) 計画期間 

○ 国が設定している温室効果ガス削減の目標年度である2030（令和12）年度に合わ

せて、2024（令和６）年度から2030（令和12）年度までの７年間とします。 

(3) 計画の対象とする温室効果ガス 

○ 本計画の対象とする温室効果ガスは、温対法第２条第３項に基づき、次の７種類

とします。 
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表１－９ ７種類の温室効果ガス、地球温暖化係数※1と特徴 

名  称 地球温暖化係数※1 特  徴 

二酸化炭素（ＣＯ２） １ 
主に石油・石炭等の化石燃料の燃焼により発生します。 

最も多く排出されている温室効果ガスです。 

メタン（ＣＨ４） ２５ 
水田や廃棄物最終処分場等での、有機物の発酵等から発生

します。 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） ２９８ 
化学製品の製造過程や燃料の燃焼により発生します。 

麻酔ガス等としても用いられています。 

ハイドロフルオロカーボン

類（ＨＦＣｓ）※2 
１,４３０ 

冷凍・冷蔵機器の冷媒や、断熱材の発泡剤等に使用されてい

ます。 

パーフルオロカーボン類

（ＰＦＣｓ）※2 
７，３９０ 半導体の製造工程（洗浄剤）等で使用されています。 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） ２２，８００ 半導体の製造工程や電気絶縁ガスとして使用されています。 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） １７，２００ 半導体の製造工程等で使用されています。 

※１ 各ガスの地球温暖化をもたらす程度を、ＣＯ２を１とした場合の数値です。ここでは温対法施行令第４条

で示されている係数を記載しています。 

なお、令和６年４月１日施行の温対法施行令改正に伴い、更新される予定です。 

※２ 代替フロンは種類により地球温暖化係数が異なるため、ハイドロフルオロカーボン類はＨＦＣ－134ａ、

パーフルオロカーボン類はＰＦＣ－14の係数をそれぞれ代表値として記載しています。 

 

３ これまでの実績 

(1) 神奈川県地球温暖化対策計画 

○ 改定前の本計画では「2030（令和12）年度の県内の温室効果ガスの総排出量を、

2013（平成25）年度比で46％削減することを目指す」という目標の達成に向けて、

取り組んできました。 

表１－10 改定前の本計画における数値目標と実績 

 

〇 県が特に力を入れて取り組んでいく必要がある施策を「重点施策」として位置付

け、この重点施策ごとに計画の進捗の目安となる管理指標を設定しましたが、２つ

の指標で目標を達成している一方で、７つの指標では未達成となっています。 

 

 【基準年度】 

2013(平成25)年度 

【実績】 

2020(令和２)年度 

【目標年度】 

2030(令和12)年度 

温室効果 

ガス排出量 
7,398万 t-CO2 5,971万 t-CO2 3,994万t-CO2 

基準年度比 － △19.3% △46% 
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表１－11 改定前の本計画における数値目標と実績 

 

 

(2) かながわスマートエネルギー計画 

○ スマエネ計画は、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を契機として制定した

再生可能エネルギー条例に基づき、2014（平成26）年４月に策定（2018（平成30）

年３月改訂）したものです。 

○ この計画では、３つの原則（原子力に過度に依存しない、環境に配慮する、地産

地消を推進する）を掲げるとともに、その実現に向けて、２つの数値目標と５つの

基本政策を定めています。 

○ この計画に基づき、再生可能エネルギーの導入等に取り組んだ結果、２つの数値

目標のうち、「県内の年間電力消費量の削減率」については、2020（令和２）年度

の目標を達成しましたが、「県内の年間電力消費量に対する分散型電源による発電

量の割合」については、目標を下回りました。 

重点施策 管理指標 目標年度 目標値 
最新年度 

実績 

事業活動における 

対策 

神奈川県の「事業活動温暖化対

策計画書」の計画期間が終了し

た大規模排出事業者のうち、Ｃ

Ｏ２排出量の削減目標を達成し

た事業者の割合 

2021年度 74% 2021年度： 

78.1% 

建築物の省エネルギ

ー化 

ＣＡＳＢＥＥ※1による評価につ

いて★４つ以上の評価の割合 

2022年度 30% 2022年度： 

23.1% 

低炭素型ライフスタ

イルの促進 

マイエコ10（てん）宣言の宣言

者数（個人累計） 

2022年度 341,000人 2022年度：

300,361人 

住宅の省エネルギー

化 

ＺＥＨの設置数（累計） 2022年度 65,000件 2022年度： 

19,913件 

住宅ストック全体のうち、全部

または一部の窓に、二重サッシ

又は複層ガラスを使用した住宅

ストックの比率 

2020年度 30% 2018年度：

24.1% 

環境負荷の少ない自

動車等の利用促進 

乗用車に占める次世代自動車※2

の割合 

2021年度 30% 2021年度： 

25.9% 

再生可能エネルギー

等の導入加速化、安

定した分散型電源の

導入拡大 

県内の年間電力消費量に対する

分散型電源による発電量の割合 

2021年度 25%以上 2021年度：

20.3% 

フロン排出抑制法等

の適正運用の推進 

代替フロン（ＨＦＣｓ）の排出

量の2013年度比削減率 

2020年度 △13% 2020年度：

+62.8% 

学校教育における環

境教育の推進 

環境・エネルギー学校派遣事業

の受講者数（累計） 

2022年度 42,000人 2022年度：

45,592人 

※１ ＣＡＳＢＥＥ（建築物環境総合性能評価システム）： 

建築物の環境性能で評価し格付けする手法。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとよ

り室内の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステム 

※２ 次世代自動車：電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車 
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表１－12 スマエネ計画の数値目標と実績 

表１－13 スマエネ計画の基本政策ごとの数値目標と実績 

 

 

区   分 

2010(平成22) 

年度 

2020(令和２) 

年度 

2021(令和３) 

年度 

2030(令和12) 

年度 

基準年度 目 標 実 績 実績 目 標 

県内の年間電力消費量

の削減率 

－ △10％ △10.7％ △9.7％ △15％ 

県内の年間電力消費量

に対する分散型電源に

よる発電量の割合 

9.6％ 25％ 20.4％ 20.3％ 45％ 

基本施策 管理指標 
2020（令和２）年度 最新年度 

実績 目標値 実績 

１ 再生可能エネルギ

ー等の導入加速化 

住宅用太陽光発電設備（10㎾

未満）の導入 
146万kW 51.1万kW 2021年度：54.7万kW 

非住宅用太陽光発電設備（10

㎾以上）の導入量（累計） 
219万kW 45.9万kW 2021年度：48.0万kW 

ソーラーシェアリングの導入

件数（累計） 
100件 58件 2022年度：71件 

２ 安定した分散型エ

ネルギー源の導入拡

大 

ガスコージェネレーションの

導入量（累計） 
10万kW 95.6万kW 2021年度：97.1万kW 

家庭用燃料電池の導入台数

（累計） 
103,000台 45,183台 2021年度：49,062台 

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の

導入台数（累計） 
5,000台 285台 2022年度：567台 

水素ステーション（移動式を

含む）の設置数（累計） 
25箇所 15箇所 2022年度：14箇所 

電気自動車（ＥＶ）の導入台

数（累計） 
29,000台 16,436台 2022年度：24,205台 

電気自動車用急速充電器の導

入基数（累計） 
680基 491基 2021年度：532基 

３ 多様な技術を活用

した省エネ・節電の

取組促進 

ＺＥＨの設置数（累計） 35,000件 12,130件 2022年度：19,913件 

ＺＥＢ※1の設置数（累計） ９件 34件 2022年度：87件 

４ エネルギーを地産

地消するスマートコ

ミュニティの形成 

エネルギーの地産地消を進め

る小売電気事業者の取組の支

援 

６事業 ３事業 2022年度：４事業 

５ エネルギー関連産

業の育成と振興 

ＨＥＭＳ※2や水素関連の技術

開発・製品開発に関する県の

支援件数 

15件 ９件 2022年度：９件 

※１ 「Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ」の略称であり、「創エネ」と「省エネ」により年間の一次エネルギ

ー消費量の収支をゼロにすることを目指した建築物のことをいう。ＺＥＢは、エネルギー消費量の削減割合に応じて「狭義の

ＺＥＢ」、「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ」、「ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ」、「ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ」の４種類に区分されるが、本

計画では、この４種類を包含して「ＺＥＢ」と定義している。 

※２ 住宅のエアコンや照明等のエネルギー消費機器と、太陽光発電システムや蓄電池等をネットワーク化し、居住者の快適やエ

ネルギー使用量の削減を目的にエネルギー管理を行うシステム。 
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(3) 神奈川県庁温室効果ガス抑制実行計画 

○ 実行計画では、「エネルギー起源のＣＯ２の排出量を、2030（令和12）年度に、

2013（平成25）年度比で40％削減することを目指す」という目標を掲げ、取組を進

めてきました。 

○ 2022（令和４）年度には、基準年度である2013（平成25）年度から24.7％削減し

ています。減少した主な理由として、高効率な空調設備への更新などの省エネルギ

ー対策に加え、契約した小売電気事業者の排出係数8の減少によるものと考えられ

ます。 

表１－14 実行計画の数値目標と実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
8
発電のために排出された二酸化炭素の量を１ｋＷｈあたりに換算したもの。 

 【基準年度】 

2013(平成25)年度 

【実績】 

2022(令和４)年度 

【目標年度】 

2030(令和12)年度 

エネルギー

起源 ＣＯ２ 

排出量 292,141 t-CO2 219,877 t-CO2 175,284 t-CO2 

基準年度比 － △24.7% △40% 
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４ 2050年の目指すべき姿と基本方針 

(1) 2050年の目指すべき姿 

 ○ 2050年時点では、人々の生活様式のデジタル化が進むほか、移動や生産プロセス

の電化などの新たな技術サービスの活用により、社会の在り方が大きく変化するこ

とが想定されます。 

 ○ こうした中、原子力発電に過度に依存せず、安全で安心な再生可能エネルギー等

の導入が進み、エネルギーを安定的に無駄なく利用できる、エネルギーの地産地消

の環境が整うなど、脱炭素で持続可能な社会が実現することを目指します。 

※ 県は、県民の皆様に脱炭素が実現した社会の将来像を分かりやすくお伝えするた

め、ＩＧＥＳと共同で「かながわ脱炭素ビジョン2050」を作成し、その一例をお示

ししています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ かながわ脱炭素ビジョン2050 

本ビジョンは、ＩＧＥＳと県が共同で研究し、2021（令和３年）11月に公表したものです。 

未来のいのちを守る「2050年 

脱炭素社会の実現」に向けて、 

家庭生活を中心に脱炭素社会の 

将来像を示し、県民にライフス 

タイルの変革（脱炭素型ライフ 

スタイルへの転換）を促し、こ 

の変革が企業等にも波及してい 

くよう、事業活動の将来像も併 

せて示すことで、社会全体の変 

革につなげることを目的として 

います。 

また、この目的の達成に必要 

なこととして、省エネルギー対 

策の徹底を前提とし、再生可能 

エネルギー、電化、デジタルト 

ランスフォーメーション（ＤＸ） 

を重要なキーワードとして掲げ 

ています。                脱炭素型ライフスタイルのイメージ（例） 

家庭生活を
脱炭素化!

事業活動も脱炭素化!

家事
・省エネ家電
への切り替え

衣服
・不必要に買わない
・⾧く着る
・リサイクルする

住まい

・建物や浴槽
の断熱化

（住宅購入時）
ZEHの選択 日用品

・ごみが出にくい
商品を選択

テレワーク
・在宅勤務ができる
住環境を整備

食
・食生活の見直し
・食ロスゼロ

車
EV、FCV

建築
・工事時の
CO2排出ゼロ

再エネ電力

ごみ処理
・プラゴミゼロ
・ごみエネルギー利用
（ごみ発電＋CCU）

製造 ・製造プロセス、
物流における脱炭素化
（生産⇒加工⇒小売り）

外出
・ICTを活用した買い物
・⾧期滞在する旅行

・電動バイク等を
活用した宅配

・オンラインを
活用した教育

・オフィス等の
RE100、ZEB化

宅配 学校 職場
脱炭素物流と人の流れ
・トラック、バスのEV,FCV化
・充電、H２充填インフラ整備
・公共交通機関の利用
・MaaS の活用

エネルギー・電力
・再エネが主力
・水素も活用

・家庭用太陽光
や蓄電池の設置
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(2) 基本方針 

○ 未来のいのちを守るため、脱炭素社会の実現に向けて、多様な主体が気候変動問

題を自分事化し、オールジャパン、オール神奈川で緩和策と適応策に取り組みます。 

(3) 対策の方向性 

○ 気候変動による人間社会や自然への影響を回避するため、温室効果ガスの排出を

削減し、地球温暖化を防止する「緩和策」と、緩和策を最大限実施しても避けられ

ない気候変動の影響に対して、その被害を軽減し、より良い生活ができるようにし

ていく「適応策」について、それぞれの対策の方向性に向けて、相互補完9的に取

組を推進します。推進に当たっては、ＳＤＧｓ未来都市10である本県としては、Ｓ

ＤＧｓの観点から、地球温暖化対策だけに着目するのではなく、経済・社会など各

分野の地域課題との関連性・相乗効果を重視します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
9 ＩＰＣＣ第５次評価報告書統合報告書では、適応及び緩和は、気候変動のリスクを低減し管理するための相互補完的

な戦略であり、緩和策により温室効果ガスの排出を削減することで、気候変動の影響に効果的に適応する見通しを高め、

長期的な緩和策の費用と課題を減らすことができるとされている。  
 
10
 国が、地方創生ＳＤＧｓの達成に向け、優れたＳＤＧｓの取組を提案する地方自治体を選定するもの。本県は、2018

（平成30）年度に選定された。 
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第２章 緩和策 

○ 地球温暖化による様々な影響を防ぐためには、まず、その原因である温室効果ガス

の排出量を削減することが重要です。この章では、地球温暖化を防止するための取組

である「緩和策」について取り上げます。 

１ 県内の温室効果ガス排出量の削減目標 

(1) 2050年に向けた長期目標 

 

  

※ ＣＯ２をはじめとする温室効果ガスの「排出量」 から、森林などによる「吸収量」 を差し引

いて、合計を実質的にゼロにすること 

(2) 2030年度に向けた中期目標 

 

 

○ 国は「2030年度の温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指し、更に

50％の高みに向け、挑戦を続けていく」と表明しており、県内でも、国が目指す

50％の高みを削減目標としている自治体もあります。 

○ 県が50％という野心的な目標設定をすることで、脱炭素社会の実現に向けたオー

ルジャパン、オール神奈川の取組を一層加速させることを目指します。 

 

２ 中期目標の達成に向けたシナリオ 

○ 中期目標の達成に向けては、各主体が気候変動問題を自分事化し、それぞれの役割

を踏まえたうえで、脱炭素に資する取組を主体的に進めることが必要です。 

○ そこで、本計画において、部門別の削減目標を設定し、その達成に向けた取組の方

向性を示すことにより、各主体は徹底した省エネルギー対策や再生可能エネルギーの

導入・利用など具体策に取り組みます。 

○ 県としては、こうした各主体の取組を後押しするために必要な施策を推進するとと

もに、自らの率先実行に積極的に取り組みます。 

○ さらに、各主体が県内・県外のステークホルダーと連携するなど、オールジャパ 

ン・オール神奈川による「総力戦」で取り組むことで、脱炭素の取組を加速化させ、 

中期目標の達成を目指します。 

2050年脱炭素社会（カーボンニュートラル※）の実現 

2030（令和12）年度までに県内の温室効果ガス排出量を50％削減（2013年度比） 
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(1) 各主体の役割 

ア 国の役割 

○ 国は、地球温暖化対策に関する国際的な枠組みを踏まえ、排出量に係る規制的

手法や、税制・補助制度等の経済的手法など全国一律の仕組みづくりのほか、国

民への地球温暖化防止行動の働きかけなどの地球温暖化対策の全体枠組みの形成

と総合的な対策の実施などの役割を担っています。 

イ 県の役割 

○ 県は、国の政策や社会情勢、県内各地域の状況・特性などを踏まえ、市町村や

事業者、県民等と連携して地球温暖化対策に取り組むとともに、各主体の取組を

後押しする役割を担っています。 

○ 特に、人材・ノウハウ・資金の不足等により取組が進んでいない主体について

は、県が重点的に支援する必要があります。 

○ また、県は、温室効果ガス排出削減のための自らの率先実行として、省エネル

ギー対策の徹底、県有施設への太陽光発電の導入、公用車の電動車化等に積極的

に取り組むことで、温室効果ガスの大規模排出事業者としての責任を果たすとと

もに、市町村や事業者、県民の取組を促す役割を担っています。 

ウ 市町村の役割 

○ 市町村は、国や県の政策、社会情勢などを踏まえ、区域内における温室効果ガ

スの削減等に関する計画を定め、県や事業者、住民等と連携し地域温暖化対策に

取り組むとともに、自らの事務事業における温室効果ガスの削減に取り組む役割

を担っています。 

エ 事業者の役割 

○ 事業者は、法令を遵守した上で、事業内容等に照らして効果的な地球温暖化対

策を進める役割を担っています。 

○ 特に、温室効果ガスを多く排出している大企業は、自社やサプライチェーン全

体の排出量削減などを積極的に進めるための計画を策定・公表するなど、主体的

な取組が求められます。 

オ 県民の役割 

○ 県民は、地球温暖化問題への関心と理解を深め、日常生活において省エネルギ

ー対策や太陽光発電・ＥＶ等の活用を積極的に進めるなど、ライフスタイルを脱

炭素型に転換していくことが求められます。 
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(排出量単位：万 t-CO2) 

(2) 部門別の削減目標等  

ア 部門別の削減目標 

○ 県のみならず、市町村、事業者、県民など、様々な主体がオール神奈川で、部

門ごとにそれぞれの活動において脱炭素に資する取組を進めるため、部門別の排

出量の目標を設定し、中期目標の達成を目指します。 

表２－１ 部門別の削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】各部門の主な排出原 

部 門 主 な 排 出 原 

エネルギー

転換部門 

発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家消費分及び配

電ロス等に伴う排出 

産業部門 
製造業、建設業、鉱業、農林水産業における工場・事業場のエネルギ

ー消費に伴う排出、工業プロセス（工業材料の化学変化）からの排出 

業務部門 

事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他のいずれの部門にも

帰属しないエネルギー消費（給湯、厨房、暖房、冷房、動力、照明に必

要な電気、ガス、石油系燃料、燃料の燃焼等）に伴う排出 

家庭部門 
家庭生活における電気、ガス、石油系燃料等のエネルギー消費に伴う

排出 

運輸部門 自動車、鉄道、船舶、航空機におけるエネルギー消費に伴う排出 

廃棄物部門 廃棄物の焼却処分に伴う排出 

その他ガス 

メタン（ＣＨ4）、一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン 

類（ＨＦＣs）、パーフルオロカーボン類（ＰＦＣs）、六ふっ化硫黄

（ＳＦ6）、三ふっ化窒素（ＮＦ3）が対象となり、燃料の燃焼、家畜の

排せつ物管理、排水処理、空調機器等の使用に伴う排出 

吸収源 森林によるＣＯ２吸収量 

部 門 2013年度排出量 2030年度
排出量（目標）

2013年度比
削減量

2013年度比
削減割合

エネルギー転換部門
(発電所等) 940 498 ▲442 ▲47%

産業部門 2,413 1,032 ▲1,381 ▲57%

業務部門 1,306 459 ▲847 ▲65%

家庭部門 1,254 655 ▲599 ▲48%

運輸部門 1,073 820 ▲253 ▲24%

廃棄物部門 131 69 ▲62 ▲47%

その他ガス 280 182 ▲98 ▲35%

吸収量 - ▲16 ▲16 -

計 7,398 3,699 ▲3,699 ▲50%
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(ｱ) エネルギー転換部門 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で8.1％減少

しています。 

○ 2013（平成25）年度以降は減少傾向で推移しており、これは、東日本大震災

の影響を踏まえた全国的な省エネルギーの取組により、エネルギー消費量が低

下したことが主な要因と考えられます。 

○ なお、2016（平成28）年度に前年度比で大きく増加していますが、これは、

国の統計資料の改訂に伴い、本県の排出量の推計方法に変更があったことによ

るものです。 

 

        図２－１ ＣＯ２排出量の推移（エネルギー転換部門） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （取組の方向性） 

○ 再生可能エネルギーの利用拡大や、水素・アンモニアを活用したゼロエミッ

ション火力の推進などにより、電力のＣＯ２排出原単位の改善に取り組むとと

もに、省エネルギー対策の取組を推進していくことにより、化石燃料の使用量

を減らしていくことが必要です。 

 

(ｲ) 産業部門 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で27.8％減少

しています。 

○ 2013（平成25）年度以降減少傾向にあり、これは、利用する電力のＣＯ２排

出原単位が改善したこと、生産性の向上等によりエネルギー消費原単位が改善

し、省エネルギー化が進んだことが主な要因と考えられます。 
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○ また、ＣＯ２排出量の約96％を占める製造業においては、2020（令和２）年

度のＣＯ２排出量は2013（平成25）年度比で28.5％減少しており、これは、

2013（平成25）年度以降、省エネルギー対策等の事業者の自主的な取組が一定

程度進んでいることや、製造業事業所の減少が主な要因と考えられます。 

 

   図２－２ ＣＯ２排出量の推移（産業部門） 

  

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 2023（令和５）年６月に施行されたＧＸ推進法や「ＧＸ実現に向けた基本方

針」を踏まえ、「脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長」の３つを同時に実

現する視点で取り組む必要があります。 

○ 低温の熱需要に対するヒートポンプの活用などの省エネルギー対策に加え、

電化などの工場のエネルギー転換や再生可能エネルギーの導入、再生可能エネ

ルギー電力の調達などＣＯ２の排出が少ないエネルギーへの転換が必要です。 

○ 一方、高温の熱が必要で電化が困難な業態では、ガスコージェネレーション

の導入や、水素やアンモニアなどへのエネルギー転換が必要となります。 

○ また、国や地方公共団体、事業者の連携を通じたカーボンリサイクルやメタ

ネーション11、ＣＣＵＳ12など、技術革新も求められます。 

○ さらに、脱炭素化に資する新たなイノベーションを生み出すため、産学公等

の幅広い主体が連携し、研究開発や実証等に取り組む必要があります。 

 

 

                         
11 水素とＣＯ２から天然ガス（都市ガス）の主成分であるメタン（ＣＨ４）を合成する技術。 

12
 ＣＯ２の回収・有効利用・貯留（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）の略。 
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(ｳ) 業務部門 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で36.1％減少

しています。 

○ 2013（平成25）年度以降、減少傾向にあり、これは、利用する電力のＣＯ２

排出原単位の改善により電力消費に伴う排出量が減少したこと、省エネルギー

対策の進展等によりエネルギー消費原単位が改善したことが、主な要因と考え

られます。 

○ また、業務部門のＣＯ２排出量と関連性の高い指標である業務床面積は、や

や増加傾向で推移していることから、業務部門では高効率設備の普及等による

エネルギー効率の改善が一定程度進んでいることが考えられます。 

 

図２－３ ＣＯ２排出量の推移（業務部門） 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 公共施設や事業所におけるＺＥＢ化の推進や、太陽光発電設備の導入などを

進めていく必要があります。 

○ また、複数の建物や地区レベルでのエネルギーの面的利用、ＶＰＰ13の形成

やマイクログリッドの構築など、地域のエネルギーマネジメントの推進のほか、

業務用燃料電池など水素利用を促進していくことが必要です。 

○ 熱需要に対するヒートポンプの活用などの、省エネルギー対策に加え、電化

などのエネルギー転換や再生可能エネルギー電力の調達などＣＯ２の排出が少

ないエネルギーへの転換が必要です。 

                         
13 太陽光発電や蓄電池、ＥＶなどを高度なエネルギーマネジメント技術で制御し、あたかも一つの発電所のように機能させる 

仕組み。 
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(ｴ) 家庭部門 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で6.1％減少

しています。 

○ 2013（平成25）年度から2018（平成30）年度までは減少傾向にあり、これは、

利用する電力のＣＯ２排出原単位が改善したこと、省エネルギー対策の進展等

により世帯当たりのエネルギー消費量が減少したことが、主な要因と考えられ

ます。 

○ 一方、2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は増加しており、これは、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大に伴う在宅時間の増加により、家庭におけるエ

ネルギー消費量が増加したことが主な要因と考えられます。 

 

    図２－４ ＣＯ２排出量の推移（家庭部門） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ エネルギーの電化や省エネルギー化により、都市ガス及び石油の使用量を減

らしていくとともに、住宅におけるＺＥＨ化や太陽光発電設備の設置など再生

可能エネルギーの導入を進めていく必要があります。 

○ また、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを進めるほか、日常生活

において環境に配慮した行動を心がけ、省エネルギー性能に優れた家電や給湯

設備への買い替えや、家庭用燃料電池など水素利用の促進により、ライフスタ

イルを脱炭素型に転換していくことが必要です。 
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(ｵ) 運輸部門 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で20.4％減少

しています。 

○ 2013（平成25）年度以降減少傾向にあり、これは、エネルギー使用量の８割

以上を占めている自動車において、電動車等の増加や自動車の燃費の向上等に

より、輸送量当たりのエネルギー消費量が減少したことが、主な要因と考えら

れます。 

○ 環境性能に優れ、エネルギー効率が高い電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動

車（ＦＣＶ）など電動車等の県内乗用車に占める割合は、2021（令和３）年度

は25.9％となっています。 

      

      図２－５ ＣＯ２排出量の推移（運輸部門） 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 乗用車やバス、タクシーなどの電動車化と充電設備の設置などを推進してい

くほか、カーシェアリング等を活用したＭａａＳ14など新たなモビリティサー

ビスの導入により、人流のゼロカーボン化を進めていくことが必要です。 

○ また、燃料電池トラックなど市場への導入状況を見ながら水素の活用も促

進することで、貨物用車両について電動車化を進めながら、物流のゼロカー

ボン化を図ることも必要です。 

 

                         
14 Mobility as a Service(サービスとしての移動)の略で、地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複数の公共交通や

それ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。 
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   (ｶ) 廃棄物部門 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で10.4％減少

しています。 

○ 2013（平成25）年度以降減少傾向にあり、これは、産業廃棄物における廃油

及び廃プラスチック類の焼却により排出されるＣＯ２排出量が減少したことが、

主な要因と考えられます。 

○ 一方で、一般廃棄物の焼却により排出されるＣＯ２排出量は増加傾向にあり、

2020（令和２）年度は、2013（平成25）年度比で6.8％増加しており、これは、

一般廃棄物中のプラスチックが増加したことが主な要因と考えられます。 

○ また、家庭から排出され焼却されているごみは、生ごみが約３割、紙が約３

割、プラごみが約１割となっています。 

図２－６ ＣＯ２排出量の推移（廃棄物部門） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ リデュース、リユース、リサイクルの「３Ｒ」に再生可能な資源の活用を意

味する「Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ（リニューアブル）」を加えた「３Ｒ＋Ｒｅｎｅ

ｗａｂｌｅ」の推進により、ごみの排出量の削減等に取り組むことが必要です。 

○ 特に、ワンウェイプラ15の削減等によるプラスチックの資源循環の推進や、

本来食べられるにも関わらず廃棄される食べ物「食品ロス」の削減などに取り

組む必要があります。 

○ また、廃棄物発電や廃熱の利用、ごみ処理の広域化・集約化なども進めてい

く必要があります。 

                         
15 一度使用した後に廃棄される使い捨てプラスチックのことをいう。 
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   (ｷ) その他ガス対策 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のその他ガス排出量は、2013（平成25）年度比で35.6％

増加しています。 

○ その他ガスのうち、ＣＯ２の1,000倍以上の強力な温室効果があるハイドロ

フルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）の増加が顕著となっています。 

○ これは、オゾン層を破壊する特定フロンに代わる物質（代替フロン）として、

業務用冷凍空調機器等における冷媒としての使用量が増加したことが、主な要

因と考えられます。 

 

図２－７ その他ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 冷媒のノンフロン（ＣＯ２やアンモニアなどフロン類以外の物質）・低ＧＷ

Ｐ（地球温暖化への影響が小さい物質）化や、家庭用エアコン等の既にフロン

類が使われている製品からのフロン類の排出を抑制する取組などが必要です。 

 

   (ｸ) 吸収源対策 

（現状） 

○ 県内の森林面積は約９万４千haで、県土面積の約４割を占めており、ＣＯ２

を吸収する機能のみならず、水源の涵養、山地災害の防止、生活環境の保全、

野生動植物の生息・生育の場や木材等の林産物の供給などの多面的な機能を有

しています。 

○ また、木材は大気中のＣＯ２をストックし、再生産可能であるなど環境に優

しい資材であるほか、木材の利用を進めることにより森林整備が促進され、そ
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のことが再びＣＯ２の貯蔵につながるなど、木材の利用推進は多くの意義を有

しています。 

○ さらに、本県は相模湾から東京湾に至る435㎞の海岸線を有しており、相模

湾沿岸における藻場等は、ＣＯ２を吸収する機能のみならず、水質の浄化や沿

岸域の生物多様性の維持、水産資源の生息場などの多面的な機能を有していま

す。 

○ 藻場等の造成、再生、保全技術の開発等により、ＣＯ２吸収量の増加が期待

されます。 

（取組の方向性） 

○ 森林のＣＯ２吸収源対策のため、森林等の整備や木材利用を促進するととも

に、海洋のＣＯ２吸収源対策のため、藻場の再生・整備等を行っていくことが

必要です。 
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イ 対策別の削減目安 

○ 中期目標の達成に向けては、省エネルギー対策や電力の脱炭素化、再生可能エ

ネルギーの利用など、複数の部門に共通する対策もあることから、対策別の削減

目安をお示しします。 

○ まず、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する

法律」等に基づく取組や、ＺＥＢやＺＥＨの普及促進など、省エネルギー対策の

徹底により、20％程度の削減を見込んでいます。 

○ また、積極的な再生可能エネルギーの導入・利用や電力事業者による水素・ア

ンモニアを活用したゼロエミッション火力の推進など、電力の脱炭素化により、

40～45％程度の削減を見込んでいます。 

○ その他、廃棄物やその他ガス（一酸化二窒素、メタン、フロン類など）対策、

電化による対応が難しい高温の熱需要に対する省エネルギー化やＣＯ２の排出が

少ないエネルギーへの燃料転換などの脱炭素化等により、35～40％程度の削減を

見込んでいます。 

図２－８ 2030年度の削減目標と対策別の削減目安 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 再生可能エネルギー設備の導入目標 

 

 

 

○ 本県は、2011（平成23）年３月に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所の事

故を契機として、太陽光発電の導入に積極的に取り組んできました。 

○ この結果、2021（令和３）年度の県内の太陽光発電の導入量は102.7万kWとなり、

東日本大震災前の2010（平成22）年度と比較して、約８倍に増加しました。また、

面積当たりの導入量は401kW/㎢であり、全国平均の約2.5倍となっています。 

○ しかし、2030（令和12）年度に向けた温室効果ガス排出量の削減に係る中期目標
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2030（令和12）年度までに再生可能エネルギーを270万kW以上導入 
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を達成するためには、更なる導入拡大が必要です。 

○ こうした中、国は、第６次エネルギー基本計画等において、2030（令和12）年度

の太陽光発電の導入量について、野心的水準として103.5～117.6GWを目指すとして

います。この導入量は、同計画策定時の直近の2019（令和元）年度の実績

（55.8GW）と比較して、約２倍の水準となっています。 

○ こうした国の見込みを踏まえ、本県においても、2030（令和12）年度の太陽光発

電の導入量について、2019（令和元）年度の実績（92万kW）の約２倍に相当する

200万kW以上を目指します。 

○ また、太陽光発電以外の再生可能エネルギーについては、県内における追加導入

ポテンシャルが低いことから、2021（令和３）年度実績（67.7万kW）と同程度の70

万kWと見込み、太陽光発電と合わせた再生可能エネルギー全体では、2030年度の導

入量として、270万kW以上を目指します。 

表２－２ 再生可能エネルギーの実績と目標 

 

(4) 県庁の温室効果ガス排出量の削減目標 

  

 

 ○ 2022（令和４）年度における県庁の温室効果ガス排出量は年間約30万ｔ-CO₂と、

県内の排出量の約0.5％を占めており、県庁自身が大規模排出事業者となっていま

す。 

○ これまでも省エネルギー対策の徹底、再生可能エネルギーの導入・利用により、

削減に取り組んできましたが、これまで以上に強化して進める必要があります。 

○ また、これまではエネルギー起源由来のＣＯ２のみを削減目標の対象としていま

したが、県庁では一酸化二窒素やメタン等の温室効果ガスも排出していることか

ら、これらの温室効果ガスも含めて目標を設定します。 

○ その上で、県庁の温室効果ガス排出量については、脱炭素社会の実現に向けた

率先的な姿勢を市町村や事業者、県民などに示すため、2030（令和12）年度まで

に、2013（平成25）年度比で、70％削減することを目指します。 

○ この削減目標は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出抑制等

のために実行すべき措置について定める計画」（令和３年10月22日閣議決定）や、

区分 2021年度実績 2030年度目標 

再生可能エネルギーの導入量 170.4万kW 270万kW以上 

うち太陽光発電の導入量 102.7万kW 200万kW以上 

2030（令和12）年度までに県庁の温室効果ガス排出量を70％削減（2013年度比） 
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(排出量単位：万 t-CO2) 

本計画の業務部門の削減目標を上回ります。 

○ この目標を達成した場合、2013（平成25）年度のＣＯ２排出量32.3万t-CO2から、

約22.5万t-CO2の削減が見込まれます。 

 

表２－３ 県庁の温室効果ガス排出量の実績と削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 電気の使用に伴う温室効果ガスの算定については、再エネ 100％電気の調達など再エネ比率の高い電力調達の状況を 

反映した排出係数（調整後排出係数）を使用。 

※２ 総排出量は、端数処理のため各区分の合計値と一致しない。 
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３ 県の施策 

(1) 施策体系 

○ 本計画の基本方針と対策の方向性を踏まえ、2030年度の中期目標の達成に向けて

県が取り組むべき施策体系を、産業・業務といった部門を横断する取組も分かりや

すく示せるように、「エネルギーを使う工夫」「エネルギーを創る工夫」「取組を

加速させる工夫」の３つの大柱、施策の効果を検証する単位としての中柱、具体的

な取組のまとまりとしての小柱に分類して、整理しました。 

 

大柱 中柱 小柱 

Ⅰ エネルギー

を使う工夫 

省エネルギー対策・電化・ス

マート化 

事業者の省エネルギー対策等の促進 

建築物の省エネルギー対策等の促進 

脱炭素型ライフスタイルへの転換の促進 

人流・物流のゼロカーボン化 ＥＶ・ＦＣＶの導入促進 

公共交通機関の利用等の促進 

Ⅱ エネルギー

を創る工夫 

再生可能エネルギーの導入促

進・利用拡大 

再生可能エネルギーの導入促進 

再生可能エネルギー由来電力の利用促進 

水素社会の実現に向けた取組 水素需要の創出と機運の醸成 

Ⅲ 取組を加速

させる工夫 

イノベーションの促進 研究開発・新技術の実用化の促進 

熱需要の脱炭素化 

吸収源対策 グリーンカーボン（森林・農地でのＣＯ２吸収

源対策）の促進 

ブルーカーボン（海洋でのＣＯ２吸収源対策）

の促進 

循環型社会の推進 資源循環の推進 

廃棄物の適正処理の推進 

ＣＯ２以外の温室効果ガスの

排出削減 

フロン類、メタン、一酸化二窒素の対策 

横断的な取組 脱炭素教育の推進 

多様な主体との連携・国際環境協力への貢献 

脱炭素型のまちづくりの推進 

ＤＸの推進 

県庁の率先実行 県有施設の省エネルギー対策の徹底 

公用車へのＥＶ・ＦＣＶ等の導入推進 

県有施設の再生可能エネルギーの活用 

環境全般に配慮した取組 
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(2) 小柱別の取組例 

○ 県の施策体系の小柱ごとに、それぞれの課題と対応する取組例を示します。 

 

大柱Ⅰ エネルギーを使う工夫 

 

中柱１ 省エネルギー対策・電化・スマート化 

小柱１ 事業者の省エネルギー対策等の促進 

（課題） 

○ 県内の温室効果ガス排出量の約５割は産業・業務部門から排出されており、Ｌ

ＥＤ照明や高効率空調機器への更新、ヒートポンプやガスコージェネレーション、

エネルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）の導入などにより、事業者の省

エネルギー対策・ＣＯ２の排出が少ないエネルギーへの転換・電化・スマート化

を更に推進することが必要です。 

（取組例） 

① 大規模事業者の取組の後押し 

○ エネルギー消費量の多い大規模事業者は、事業活動温暖化対策計画書制度等

に基づき、温室効果ガス排出量の削減目標や具体的な対策を定め、主体的に取

組を進めていますが、こうした取組を更に後押しするため、各事業者の取組を

客観的に評価し、その評価や対策を「見える化」するなど、新たな仕組みを構

築します。 

② 中小規模事業者の取組の後押し 

○ 中小規模事業者は、脱炭素に取り組む必要性を認識しつつも実行に移すこと

ができない事業者が多いことから、相談体制の整備や積極的な情報提供、専門

家の派遣などにより、計画的に脱炭素に取り組めるよう、企業の状況に応じた

支援を行います。 

○ また、初期の費用負担を軽減するため、脱炭素に取り組む中小企業者を支援

する金融機関と連携した融資や、省エネルギー設備の導入等に対する支援を行

います。 

 

小柱２ 建築物の省エネルギー対策等の促進  

（課題） 

○ 建築物の省エネルギー化を進めるためには、外皮断熱や高効率な設備システム、

エネルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）の導入等による「省エネ」と、
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太陽光発電等による「創エネ」を推進することが必要です。 

（取組例） 

① 建築物温暖化対策計画書制度の適切な運用 

○ 建築物温暖化対策計画書制度により、建築主に自主的な取組を促すとともに、

その取組を公表して「見える化」することで、市場を通じて、より環境性能に

優れた建築物への誘導を図ります。 

② ＺＥＨ・ＺＥＢの普及 

○ ＺＥＨやＺＥＢの導入を促進するため、その効果やメリットについて普及啓

発を行います。 

○ また、ＺＥＨについては、市場における導入状況を踏まえながら、ＺＥＨの

導入に対する支援等を行います。 

③ 省エネルギー改修の促進 

○ ＺＥＨ化が困難な既存住宅については、熱の出入りが大きい窓や壁等を高断

熱化することでエネルギー消費量を削減できることから、省エネルギー改修に

対する支援や普及啓発を行います。 

 

小柱３ 脱炭素型ライフスタイルへの転換の促進  

（課題） 

○ 県民の多くが、脱炭素という言葉を認知しているものの、何をしたらよいか分

からず、具体的な行動に結びついていないのが実情であることから、脱炭素の取

組に対する意識向上が必要です。 

（取組例） 

○ 脱炭素に対する意識を高める施策として、次代を担う若年者に対する実践的な

教育や、企業、団体、研究機関等と連携したイベント等普及啓発のほか、事業者

や地域と連携した環境配慮行動に対する取組や、脱炭素につながる新しい豊かな

暮らしを創る国民運動（デコ活）を活用した情報発信など、脱炭素型ライフスタ

イルへの転換を促進する取組を展開します。 
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中柱２ 人流・物流のゼロカーボン化 

小柱１ 電気自動車（ＥＶ）・燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入促進 

（課題） 

○ 燃料の脱炭素化を進めるためには、電動車化、特にＥＶ・ＦＣＶの普及が重要

です。これらの普及のためには、充電・充てん環境の整備も必要です。 

（取組例） 

① ＥＶ・ＦＣＶの普及 

○ 県は、2030年度までに、県内の新車で販売される乗用車を全て電動車化する

ことを目標としており、電動車の中でも、走行時にＣＯ２を排出しないＥＶ・

ＦＣＶの導入に対する支援を行います。 

② 充電・充てん環境の整備 

○ ＥＶについては、公共用のＥＶ急速充電設備が安定的な社会インフラとして

整備されることが重要であることから、民間事業者による設置を支援するとと

もに、県内の適正配置に向けた検討を行います。 

○ また、共同住宅や事業所へのＥＶ普通充電設備の整備を支援するとともに、

住民の合意形成が難しい共同住宅への整備を促進するための普及啓発を行いま

す。 

○ ＦＣＶについては、水素ステーションの更なる増加が重要であることから、

民間事業者による整備に対して支援を行います。 

 

小柱２ 公共交通機関の利用等の促進 

（課題） 

○ 自動車は運輸部門のＣＯ２排出量の多くを占めており、自動車からの更なる  

ＣＯ２排出量の削減が必要です。 

（取組例） 

① 公共交通機関等の利用促進 

○ 次世代の交通サービスであるＭａａＳの導入を促進するとともに、鉄道やバ

スといった公共交通機関・自転車などの交通手段の利用の促進や、自転車利用

環境の整備などに取り組みます。 

② 交通流の円滑化 

○ 自動車専用道路の渋滞対策や交差点の改良等による交通のボトルネックの解
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消など、交通流の円滑化によるＣＯ２排出量の削減を図ります。 

③ エコドライブの促進 

○ 事業者、関係団体等と連携して、エコドライブの一層の普及・促進に取り組

みます。 

 

大柱Ⅱ エネルギーを創る工夫 

 

中柱１ 再生可能エネルギーの導入促進・利用拡大 

小柱１ 再生可能エネルギーの導入促進 

（課題） 

○ 再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出しないエネルギーであることから、

2030（令和12）年度の中期目標の達成に向けては、再生可能エネルギーの導入拡

大が必要です。 

（取組例） 

① 太陽光発電の導入促進 

○ 本県では、追加導入可能な再生可能エネルギーのポテンシャルは、建物に設

置する太陽光発電が99％以上を占めていることから、再生可能エネルギーの導

入を拡大するためには、事業所や住宅への太陽光発電の導入を促進することが、

最も有力な手段となります。 

○ そこで、事業所向けには、自家消費型の太陽光発電や蓄電池の導入に対する

支援を行うとともに、住宅向けには、初期費用ゼロで太陽光発電や蓄電池を導

入する事業（住宅用０円ソーラー）による支援や、購入希望者を募り、一括し

て発注することで市場価格よりも安い費用で購入する事業（共同購入事業）を

民間事業者と連携して実施します。 

○ こうした取組に加えて、営農を続けながら農地の上に太陽光発電を設置する

ソーラーシェアリングの普及に取り組むとともに、次世代型太陽電池（ペロブ

スカイト）など新たな技術の開発状況を注視した上で、実証実験や社会実装を

促進するための取組を検討します。 

② 太陽光発電の維持管理・廃棄への対応 

○ 太陽光発電を長期的に安定して利用するためには、適切な維持管理が重要で

あることから、民間事業者と連携して、運転開始後のメンテナンスについての

情報発信を行います。 

○ また、2030年代後半にピークを迎えることが想定される太陽光パネルの大量
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廃棄に備えて、国の検討状況も注視しながら、リユースやリサイクルについて

の普及啓発等を行います。 

③ 太陽光発電の設置義務化の検討 

○ 脱炭素社会を実現するためには、あらゆる主体が脱炭素を自分事化し、自ら

率先して行動することが重要ですが、太陽光発電の更なる導入拡大のためには、

太陽光発電の設置を義務化することも有力な手段です。そこで、今後の太陽光

発電の導入状況や、国内外の実施状況等を踏まえ、設置義務化の必要性や効果

等について検討します。 

④ 太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入促進 

○ 本県では、太陽光発電を除き、追加導入可能な再生可能エネルギーのポテン

シャルはほとんどありませんが、超臨界の熱水資源を活用する超臨界地熱発電

など、次世代技術の開発に向けて様々な研究開発が行われていることを踏まえ、

太陽光発電以外の再生可能エネルギーについても、促進方策を検討します。 

⑤ 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた需給調整 

○ 太陽光や風力といった一部の再生可能エネルギーは発電量が季節や天候に左

右されるため、県外の一部地域では需給バランスを保つため出力制限が実施さ

れています。 

○ こうした状況を踏まえ、再生可能エネルギーの効率的な活用に向け、需要側

で柔軟性を発揮する蓄電池、ＥＶ等の導入や、電力の需給バランスを保つ調整

力の確保に資するＶＰＰを促進します。 

○ また、企業庁では、揚水式発電所16を活用し、太陽光発電等による電力が余

っているときに揚水を行うことで「電気を消費」し、電気の需要と供給のバラ

ンスを保つ役割を果たしており、今後の太陽光発電の導入状況を踏まえ、そう

した調整力の充実・強化策を検討します。 

小柱２ 再生可能エネルギー由来電力の利用促進  

（課題） 

○ 現在、化石燃料等の燃焼により対応している熱エネルギーについては、今後、

電力へのエネルギー転換が進んでいくことが見込まれるため、電力需要が増える

ものと見込んでいます。 

○ 電力利用におけるＣＯ２排出量を削減するために、再生可能エネルギー由来の

電力への切り替えを促進していくことなどが必要です。 

                         
16
 電気の使用が少ない夜間の電気や太陽光発電などによる電力供給が需要を上回る際の電気を使い水を汲み上げておき、電力ひっ迫

時に汲み上げた水により発電し電気を供給する発電所。 
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（取組例） 

① 企業等の再生可能エネルギー由来電力の利用促進 

○ 企業等に対しては、再生可能エネルギー電力を販売する小売電気事業者と利

用者のマッチングや、再生可能エネルギー電力を安価に調達する取組を実施す

るとともに、「再エネ100宣言ＲＥ Ａｃｔｉｏｎ」への参加を呼びかけます。 

○ また、企業庁では小売電気事業者と連携し、県営電気事業における再生可能

エネルギー由来の電力を活用した地産地消などの取組を推進しており、今後、

充実・強化策を検討していきます。 

② 家庭の再生可能エネルギー由来電力の利用促進 

○ 家庭に対しては、近隣都県市で連携した、再生可能エネルギー電力のグルー

プ購入の取組などを活用し、再生可能エネルギー利用を促進します。 

 

中柱２ 水素社会の実現に向けた取組 

小柱１ 水素需要の創出と機運の醸成 

（課題） 

○ 水素は、多様な資源からつくることができ、利用時にＣＯ₂を排出しないクリ

ーンなエネルギーであるとともに、再生可能エネルギーを貯蔵し、運搬して利用

できることから、脱炭素社会の実現に向けて、様々な分野で水素の活用17を拡大

していく必要があります。 

（取組例） 

○ 県も構成員となっている「かながわ次世代エネルギーシステム普及推進協議

会」において策定した「神奈川の水素ビジョン」を踏まえ、事業者や国、市町村

などとともに水素の利用拡大を図ります。 

① モビリティ分野の取組  

○ 燃料電池自動車（ＦＣＶ）の需要を創出するため、ＦＣＶの導入や水素ステー

ションの整備に対し、国の補助制度等と連携した支援を行います。 

  ② 工業地帯などにおける取組 

○ 京浜臨海部においては、横浜市、川崎市が中心となって、サプライチェーンの

構築を図るため、港湾をはじめとするインフラ整備や規制緩和等を推進していま

す。こうした動きを受けて、内陸部においては、県が中心となって水素需要を把

                         
17 水素は、アンモニアや合成メタン・合成燃料等のカーボンリサイクル製品をはじめ、様々な燃料や原料としても利用されている。 
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握した上で、京浜臨海部での水素供給体制を活かした水素利用の面的拡大につい

て、工業団地等が所在する市町村とともに方策を検討します。 

  ③ 機運の醸成 

 ○ 水素の利活用を促進するためには、県民・事業者の理解が不可欠であることか

ら、産・学・公が連携して、水素の脱炭素効果や安全性、県内経済への波及効果

などについて幅広い世代に情報発信することで、機運の醸成を図ります。 

 

大柱Ⅲ 取組を加速させる工夫 

 

中柱１ イノベーションの促進 

小柱１ 研究開発・新技術の実用化の促進 

（課題） 

○ 「2050年脱炭素社会の実現」のためには、脱炭素化に資する従来の技術等の普

及に加えて、産学公等の幅広い主体が、研究開発や実証に取り組み、新たな技術

等を実用化することが重要です。 

（取組例） 

① 産業分野における研究開発・新技術の実用化の促進 

○ 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所において、大学や企業との

共同研究開発に取り組み、脱炭素化に資する新技術や新製品の開発を促進しま

す。 

○ 県内に立地する大企業の研究所等と県内中小企業等との連携による研究開発

の取組を支援するほか、ベンチャー企業の有する技術やアイデアを活かした新

たなサービス等の開発・実証を支援します。 

② 農業分野における研究開発・新技術の実用化の促進 

○ 環境にやさしい持続可能な農業を実現するため、化石燃料を使用しない施設

栽培への転換を促す生産技術や、温室効果ガス発生の削減に向けた技術の確立

などに取り組みます。 
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小柱２ 熱需要の脱炭素化 

（課題） 

○ 産業・業務・家庭部門における熱需要の脱炭素化を進めるためには、省エネル

ギー化や燃料転換、太陽熱や地中熱の利用などにより、更に効率的に熱を利用す

ることが必要です。 

（取組例） 

○ ガスコージェネレーションやヒートポンプなど、熱を効率的に利用する機器や

技術に対する導入支援を行います。 

○ また、産業部門において、電化による対応が難しい高温の熱需要に対して、例

えば、燃料の脱炭素化の取組や、ＬＮＧ等のよりＣＯ２の排出が少ないエネルギ

ーへの転換を後押しするため、インセンティブの付与等の取組を検討します。 

 

中柱２ 吸収源対策 

小柱１ グリーンカーボン（森林・農地でのＣＯ２吸収源対策）の促進 

（課題） 

○ 吸収源としての森林を健全な状態に保つことや、木材利用の推進により植え替

えなど森林の若返りを図ることで、将来的にＣＯ２の吸収量を向上させる必要が

あります。 

○ また、農地土壌中の炭素貯留量を増加させる取組も必要です。 

（取組例） 

① 森林でのＣＯ２吸収源対策 

○ 森林の整備・保全を進めるとともに、植え替えに際して、すでに植栽されて

いる無花粉スギの中から、特に成長に優れた品種を本県独自のエリートツリー

として選抜し、挿し木苗として利用していくための研究開発を行います。 

○ また、県産材を一定以上使用した木造住宅や、その他の施設の木造・木質化

の取組に対して支援することにより、木材利用を促進します。 

○ さらに、積極的に吸収源対策を推進するため、クレジット制度18の活用を検

討します。 

② 農地でのＣＯ２吸収源対策 

○ 農地土壌中の炭素貯留量の増加に資する、有機農業等の環境保全型農業を推

                         
18 ＣＯ２の削減量や吸収量に価値を付け、市場ベースで売却・購入を行うもの。 

31954910
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進します。 

小柱２ ブルーカーボン（海洋でのＣＯ２吸収源対策）の促進 

（課題） 

○ 海洋生態系に取り込まれるＣＯ２である「ブルーカーボン」は、ＣＯ₂吸収源

対策として注目されています。 

○ ブルーカーボンを隔離・貯留する海洋生態系として、海藻などの藻場等が挙げ

られ、これらを活用していくことが必要です。 

（取組例） 

○ 通常よりも成熟の早い「早熟カジメ」の大量生産に取り組んでいきます。 

○ また、早熟カジメを海に移植するのに必要となるマンパワーを確保するため、

漁業者や市民団体等を対象に、海藻の移植に必要な技術の研修を行い、早熟カジ

メの移植を進めます。 

○ さらに、クレジット制度について、関係者と連携して活用を検討していきます。 

 

 

中柱３ 循環型社会の推進 

小柱１ 資源循環の推進 

（課題） 

○ ３Ｒ＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅの推進により、ごみの排出量の削減等に取り組むこ

とが必要です。特に、プラスチックの資源循環の推進と食品ロスの削減が重要で

す。 

（取組例） 

① プラスチックの資源循環の推進 

○ 2018（平成30）年９月に発表した「かながわプラごみゼロ宣言」に基づき、

2030（令和12）年までのできるだけ早期に、リサイクルされずに捨てられるプ

ラスチックごみゼロを目指します。 

○ また、「神奈川県プラスチック資源循環推進等計画」に基づき、プラスチッ

クの資源循環をより一層推進するため、ワンウェイプラスチック等の使用削減

や、プラスチック以外の素材への代替など、消費者や事業者等の行動変容を促

すことなどにより、排出抑制（リデュース）、再使用（リユース）及び再生可

能な資源の活用（Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ）の取組を推進します。 

31954910
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○ さらに、マテリアルリサイクル等の再生利用の徹底、熱回収（サーマルリカ

バリー）を含めた循環利用を促進するとともに、プラスチックごみの回収やポ

イ捨ての防止などの取組も推進していきます。 

② 食品ロス削減に向けた取組 

○ 食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず廃棄される食べ物のことです。 

○ この食品ロスを削減するため、「神奈川県食品ロス削減推進計画」に基づき、

消費者、事業者、ＮＰＯ等の関係団体、行政等の多様な主体が連携・協働して、

県民意識や社会的機運の醸成に向けた普及啓発などの取組を推進します。 

③ その他の取組 

〇  建設現場で発生する土砂の発生抑制や再利用を推進します。 

〇  また、しゅんせつ土砂や流木を有効利用します。 

〇  さらに、解体工事現場等への立入検査により、特定建設資材の分別・再資源

化等を促進します。 

小柱２ 廃棄物の適正処理の推進 

（課題） 

○ 市町村と連携して、持続可能な廃棄物の適正処理を推進するため、広域的なご

み処理体制の確保が必要です。 

（取組例） 

○ 市町村による一般廃棄物の広域的な処理及び処理施設の集約化を進めます。 

○ また、高効率な発電施設等を有する焼却施設で熱回収が図られるよう、市町村

の取組を支援します。 

 

中柱４ ＣＯ２以外の温室効果ガスの排出削減 

小柱１ フロン類、メタン、一酸化二窒素の対策 

① フロン類 

（課題） 

○ フロン類は大気中に放出されると、ＣＯ２の100倍から10,000倍以上の強力

な温室効果があります。 

○ フロン類による環境負荷を低減させるために、第一種特定製品（業務用冷凍

空調機器）からのフロン類の漏洩や廃棄時の放出を防ぐことが必要です。 
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（取組例） 

○ 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑

制法）を適正に運用することで、第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）に使

用されているフロン類の適正な管理及び充塡・回収を推進します。 

○ また、国や民間事業者におけるノンフロン・低ＧＷＰ化の取組について、第

一種特定製品の管理者に情報提供することで、フロン類の使用の合理化に努め

ます。 

○ さらに、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動車リサイクル

法）を適正に運用することで、使用済自動車に搭載されているフロン類の適切

な回収を推進します。 

② メタン 

（課題） 

○ メタンによる環境負荷を低減させるために、農地土壌や畜産分野における排

出量を削減することが必要です。 

（取組例） 

○ 水田の土壌や肥料に含まれる有機物から生成されるメタンについて、排出量

の削減に資する栽培方法の導入を推進します。 

○ また、畜産分野における温室効果ガス（メタン）発生の削減に関する技術開

発に取り組みます。 

③ 一酸化二窒素 

（課題） 

○ 一酸化二窒素による環境負荷を低減させるために、農地土壌や下水汚泥に関

連する排出量を削減することが必要です。 

（取組例） 

○ 施肥に伴い発生する一酸化二窒素の排出量の削減を図るため、土壌診断に基

づく施肥量の低減等を推進します。 

○ また、下水汚泥焼却施設の更新にあわせて温室効果ガス排出量が少ない施設

の導入を進めていきます。 
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中柱５ 横断的な取組 

小柱１ 脱炭素教育の推進 

（課題） 

○ 地球温暖化対策は、今後、長期にわたって取り組んでいくべき課題であるため、

次世代を担う青少年に向けた地球温暖化対策に関する教育や、専門性を有する人

材の育成が必要です。 

（取組例） 

○ 学校教育において、環境教育を実施するための支援として、環境・エネルギー

に関して、豊富な知識・経験を有する県内の企業やＮＰＯなどの講師の派遣や、

教職員を対象とした研修などを実施します。 

○ また、かながわ農業アカデミーにおいて、太陽光などの再生可能エネルギーを

活用した脱炭素農業モデルによる授業や研修などを行います。 

○ さらに、環境分野において、専門知識や教育活動のノウハウを有するＮＰＯや

地球温暖化防止活動推進員19等と協働し、地域における学習支援を行うほか、地

球温暖化防止活動推進員のスキルアップなど、脱炭素社会の実現を推進する上で

不可欠な、専門的知識を持った人材の育成などに取り組みます。 

小柱２ 多様な主体との連携・国際環境協力への貢献 

（課題） 

○ 気候変動という地球規模の課題に対応し、オールジャパン、オール神奈川で取

組を進めていくためには、多様な主体との連携が必要です。 

（取組例） 

① 国際的な研究機関・他自治体との連携 

○ 国際的な研究機関であるＩＧＥＳの有する知見や、実施する事業の成果等を

活用しながら取組を進めるとともに、九都県市20などの近隣自治体、県内自治

体と連携して取り組みます。 

② 神奈川県版脱炭素モデル地域の取組 

○ 地域の脱炭素化と同時に地域課題の解決や地域活性化を目指す神奈川県版脱

炭素モデル地域において、市町村や鉄道事業者、金融機関などの民間事業者と

                         
19 温対法第37条に基づき、地域における地球温暖化の現状や地球温暖化対策に関する知識の普及、地球温暖化対策の推進を図るため 

の活動に熱意と識見を有する方々を都道府県知事等が委嘱するもの。 

20 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市。 
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連携した取組を実施し、この取組で得られたノウハウ等を他の地域にも活用し

ます。 

③ 地域と連携した取組 

○ かながわ脱炭素推進会議21や地域地球温暖化防止活動推進センター22、地球

温暖化防止活動推進員を通じて、地域に根差した脱炭素の取組を促進します。 

小柱３ 脱炭素型のまちづくりの推進 

（課題） 

○ まちづくりにおける地球温暖化対策として、住宅やオフィスビル等の建物単体

への対策を推進するとともに、複数の建物や、地区レベルといった面的な広がり

をもった視点から取り組んでいくことが必要です。 

（取組例） 

① 特定開発事業温暖化対策計画書制度の着実な実施 

○ 開発行為を行う面積が一定規模以上の開発事業で、かつ延床面積が一定規模

以上の建築物の新築を行う事業者に対し、緩和策について記載した計画書の提

出を義務付け、その概要を公表することで、開発エリア全体の温室効果ガス削

減を図ります。 

② 環境アセスメントの実施 

○ 県内において、一定規模以上の開発事業を行う場合は、あらかじめ神奈川

県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの実施により、調査・予測・評

価結果の公表や住民参加等の手続を行い、事業者が行うとしている温室効果ガ

スの削減などの環境保全対策を審査します。 

③ 環境に配慮したまちづくりの推進 

○ 都市機能の集約や環境共生の取組を推進するとともに、都市公園や街路樹等

の整備、緑地保全及び緑化の推進などに取り組みます。 

○ また、公共工事の実施等に際し、環境に配慮した工法や資材の使用等に取り

組みます。 

 

 

                         
21
「2050年脱炭素社会の実現」に向け、企業、大学、自治体、金融、団体・県民など産学官金民の地域の様々な主体との連携・共創の 

取組を促進することで、地域からの脱炭素の推進を目指すことを目的に令和５年４月１日に設置したもの。 
22 温対法第38条に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ること 

を目的とするＮＰＯ等で都道府県知事等が指定するもの。 
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小柱４ ＤＸの推進 

（課題） 

○ データとデジタル技術の活用により、作業等の自動化・効率化を進めることで、

利用する資源やエネルギーを少なくすることが必要です。 

（取組例） 

○ 行政手続のデジタル化や、エネルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）な

どデジタル技術を活用したエネルギーマネジメントの推進、エネルギー使用に関

する「見える化」による脱炭素への行動変容の促進のほか、ＩＣＴを活用した工

事の推進など、多岐にわたる分野において取組を推進します。 

 

中柱６ 県庁の率先実行 

  ○ 市町村や事業者、県民の取組を促すためにも、温室効果ガスの大規模排出事業者

でもある県庁が、県庁の温室効果ガス排出量の削減目標（△70％）の達成に向けて、

率先して取り組む必要があります。 

小柱１ 県有施設の省エネルギー対策の徹底 

○ 県有施設の省エネルギー対策を推進するため、「神奈川県公共施設等総合管理

計画」に基づき、県有施設の新築及び建て替えに当たっては、原則としてＺＥＢ

を導入します。 

○ 併せて、施設の新築・増改築に際し、建築環境総合性能評価システム(ＣＡＳ

ＢＥＥ)で、Ａランク23以上の取得を目指します。 

○ また、既存施設については、照明を2027年度までに原則ＬＥＤ化するなど、省

エネルギー設備の導入を推進するとともに、燃料を使用する設備の電化やＣＯ２

の排出の少ない燃料への転換を進めます。 

○ さらに、エネルギー使用量の大きい浄水場や下水処理場などにおいて、経済性

を見極めつつ、省エネルギーの効果の高い設備の導入を進めていきます。 

小柱２ 公用車へのＥＶ・ＦＣＶ等の導入推進  

○ 県が使用する公用車については代替可能な車両がない場合を除き、2028年度ま

でに全て電動車化するとともに、庁舎における充電環境を整備します。電動車化

に当たっては、走行時にＣＯ２を排出しないＥＶ・ＦＣＶを率先して導入します。 

○ また、公用車の使用に当たっては、やわらかなアクセル操作やエンジンブレー

キの活用、適正なタイヤ空気圧の設定などエコドライブを実施し、燃料消費量の

                         
23 Ｓ、Ａ、Ｂ+、Ｂ-、Ｃの５段階の評価。 
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抑制しつつ、短距離の移動は公共交通機関を利用するなど、業務の実情に応じて、

使用抑制にも努めます。 

小柱３ 県有施設の再生可能エネルギーの活用 

① 県有施設への太陽光発電等の導入 

○ 太陽光発電を設置可能な県有施設について、2030年度までに50％、2040年度

までに100％の導入を目指し、「県有施設への太陽光発電導入ロードマップ」

に基づき導入を推進します。また、太陽光発電の導入に当たっては、発電した

電力の有効活用や災害時対応の観点から、蓄電池も併せて導入します。 

② 県有施設の再生可能エネルギー電力の利用 

○ 県が排出するＣＯ２のうち電力由来が約６割であることから、全ての県有施

設において使用する電力を、2030年度までに再生可能エネルギー100％に切り

替えすることを目指します。再生可能エネルギー電力の調達に当たっては、需

給バランスなど電力市場の動向も考慮しながら取組を進めるとともに、「神奈

川県電力のグリーン購入要綱」に基づき、温室効果ガス排出係数の削減等に取

り組む電力会社からの電力調達を図ります。 

○ なお、県自らが契約できないテナントや再生可能エネルギーメニューがない

道路照明、信号機等の再生可能エネルギー利用への切り替えに当たっては、再

生可能エネルギー由来の非化石証書等の環境価値の購入を検討します。 

小柱４ 環境全般に配慮した取組 

① 職員の脱炭素の自分事化 

○ 県庁の率先実行を進めるに当たっては、職員自身が脱炭素を自分事化するこ

とが重要です。そこで、職員に向けた情報提供等を行い、脱炭素への理解の醸

成や意識の啓発を図ります。 

② 環境に配慮した調達の実施 

○ コピー用紙、事務用品をはじめとする物品や清掃等のサービスの調達におい

て、環境への負荷が少ない製品やサービスなどを優先的に購入します。 

○ 物品等を配送する契約（廃棄物の運搬や物品の購入契約等）において、契 

約相手方に低公害車の使用やエコドライブの実施を義務付けるグリーン配送を

実施します。 

③ ＤＸの推進 

○ 「行政改革大綱」に基づき、県民サービス向上のための業務の効率化に努め、
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内部調整事務にかける時間の削減、残業ゼロに向けた取組、業務手順の見直し、

情報と知識の共有化などにＤＸを推進することで、電気等のエネルギー使用量

の抑制を図ります。 

○ 移動に伴うＣＯ２の発生を抑制するため、リモート会議の活用や、テレワー

クの推進に取り組みます。 

④ フロン類の排出抑制 

○ 空調機等の冷媒として使用されているフロン類について、点検などの適正な

管理を行うとともに、適正に充塡・回収・廃棄を行います。また、空調機器等

を更新又は新たに設置する際は、ノンフロン製品又は地球温暖化係数が小さい

冷媒を使用した製品（低ＧＷＰ）を選択するよう努めます。 

○ 使用済公用車のエアコン冷媒として使用されているフロン類についても適正

に回収・破壊を行い、大気中へのフロン類の排出の抑制に努めます。 
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(3) 施策の部門別ロードマップ 

○ 「(1) 施策体系」では「エネルギーを使う工夫」「エネルギーを創る工夫」

「取組を加速させる工夫」の３つの「大柱」と10の「中柱」、23の「小柱」を分類

して県の取組例を示しました。 

ここでは、「(1) 施策体系」で示した県の取組例を、産業、業務、家庭など主

な部門ごとに整理し、主な取組例について、中期目標となる2030年度までのロード

マップとして示します。 

なお、部門ごとのすべての取組例は、資料編（P.89～103）に記載しています。 

 

図２－９ 主な部門ごとのロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門 区分

排
出
量

万t-CO2

主
な
取
組
例

排
出
量

万t-CO2

主
な
取
組
例

2030年度

産
業

業
務

2024年度 2028年度 2029年度

2030年度に向けて50%削減 ▲3,699万t-CO2（2013年度比）

新築建築物のＺＥＢ化 ＺＥＢの定着

太陽光発電の導入・再エネ利用の促進

459

1,306

2013年度

オフィスビル等の省エネ促進 省エネの定着

大企業のＣＯ２見える化 主体的な取組の定着

中小企業等の省エネ促進 省エネの定着

企業等の研究開発・サービスなどの実証支援

1,032

2,413

2013年度

1,381△57%

△65%
847

2027年度
中間見直し
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(4) 施策の実施に関する目標（施策体系・部門、率先実行） 

○ 緩和策の施策体系を踏まえて、本計画の進捗評価を行うため、取組の中柱ごとに

施策の実施に関する目標（ＫＰＩ）を設定します。また、各目標は、毎年度現況値

を把握し、個々の指標を評価するとともに、進捗状況を総合的に評価します。 

表２－４ 中柱ごとの施策の実施に関する目標 

大柱 中柱 部門 ＫＰＩ 最新年度実績 
中間年度 

（2027年度） 

目標値 

2030年度 

目標値 

Ⅰ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
工
夫 

省エネルギー対

策・電化・スマー

ト化 

産業 

産業部門の県内総生

産当たりの年間エネ

ルギー消費量※1 

（2020 年度） 

25,049ＴＪ/兆円 

19,700ＴＪ 

/兆円 

17,300ＴＪ 

/兆円 

業務 

業務部門の業務床面

積当たりの年間エネ

ルギー消費量※1 

（2020年度） 

9,080ＧＪ/万㎡※2 

9,450ＧＪ 

/万㎡ 

9,320ＧＪ 

/万㎡ 

家庭 

家庭１世帯当たりの

年間エネルギー消費

量※1 

（2020年度） 

31,722ＭＪ/世帯 

29,300ＭＪ 

/世帯 

28,600ＭＪ 

/世帯 

家庭 
新築一戸建住宅に占

めるＺＥＨの割合 

（2022年度） 

14.2％ 
30％ 40％ 

人流・物流のゼロ

カーボン化 
運輸 

新車乗用車に占める

電動車の割合（暦

年）※3 

（2022年度） 

49.8％ 
80％ 100％ 

Ⅱ 

エ
ネ
ル
ギ
ー

を
創
る
工
夫 

再生可能エネルギ

ーの導入促進・利

用拡大 

業務・家

庭 

再生可能エネルギー

の導入量 

（2021 年度） 

170.4 万 kW 
227 万 kW 270 万 kW 以上 

Ⅲ 

取
組
を
加
速
さ
せ
る
工
夫 

イノベーションの

促進 
産業 

脱炭素推進に資する

新規プロジェクト支

援件数（累計） 

（2022 年度） 

１件 
46件 62件 

吸収源対策 

吸収源 

県産木材を使用した

木造施設等への支援

件数（累計） 

― 
（Ｒ５年度事業開始） 

340件 595件 

吸収源 藻場の再生面積 
― 

（Ｒ５年度事業開始） 
51㏊ 

（2027年度） 

51㏊ 

循環型社会の推進 

廃棄物 
プラスチックごみの

有効利用率 

（2022年度） 

一般廃棄物：

98.5％ 

（2020年度） 

産業廃棄物：

81.7％ 

一般廃棄物：

99.7％ 

産業廃棄物：

94.5％ 

一般廃棄物：

100％ 

産業廃棄物：

100％ 

廃棄物 
食品ロス量（家庭

系・事業系） 

県民１人１日当た

りの家庭系食品ロ

ス量：58g（2021

年度） 

県内で発生する事

業系食品ロス量：

20.9万トン（2020

年度）※2 

県民１人１日

当たりの家庭

系食品ロス

量：50g 

県内で発生す

る事業系食品

ロス量：22.7

万トン 

県民１人１日

当たりの家庭

系食品ロス

量：46g 

県内で発生す

る事業系食品

ロス量：22.1

万トン 

ＣＯ２以外の温室

効果ガスの排出削

減 

その他ガ

ス 

フロン類算定漏えい

量報告において、前

年度より減少した事

業者数の割合 

― 
（今後数値を把握） 

毎年度 

50％以上 

毎年度 

50％以上 

※４ 
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大柱 中柱 部門 ＫＰＩ 最新年度実績 
中間年度 

（2027年度） 

目標値 

2030年度 

目標値 

横断的な取組 ― 

環境・エネルギー学

校派遣事業の受講者

数（累計） 

― 26,400人 46,000人 

県庁の率先実行  

公用車に占める電動

車の割合（代替可能

な車両がない場合を

除く） 

（2022年度） 

12.1％ 
81％ 

（2028年度） 

100％ 

県有施設への太陽光

発電の導入率（設置

可能な施設のみ） 

（2022年度） 

26.9％ 
40％ 50％ 

県有施設での電力利

用における再生可能

エネルギーへの切り

替え率 

（2022年度） 

2.5％ 
54％ 100％ 

 

※1 ジュール(J)は発熱量の単位を指す。Ｍ、Ｇ、Ｔは、10の累乗を示す接頭語。１Ｍ（メガ）=1,000,000（10の６

乗）、１Ｇ（ギガ）=1,000,000,000（10の９乗）、１Ｔ（テラ）=1,000,000,000,000（10の12乗）。 

※2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動の制限等の影響により、一時的に大きく数値が減少して

いる。 

（参考 各ＫＰＩの2019年度実績） 

業務部門の業務床面積当たりの年間エネルギー消費量：9,685ＧＪ/万㎡ 

県内で発生する事業系食品ロス量：24.3万トン 

※3 軽自動車は含まない。 

※4 中柱「水素社会の実現に向けた取組」については、水素をめぐる環境変化が著しく加速していることや、国の 

「水素基本戦略」と整合した数値目標を自治体単位で設定することは困難であることなどから、ＫＰＩを設定し 

ない。なお、県も構成員となっている「かながわ次世代エネルギーシステム普及推進協議会」の議論を踏まえ、 

今後ＫＰＩの設定を検討する。 

 

 

(5) 地域脱炭素化促進事業24の対象となる区域に関する県基準 

ア 基準策定の趣旨 

○ 脱炭素社会の実現に向けては、環境に配慮し、地域と共生した再生可能エネル

ギーの最大限の導入が必要です。地域資源である再生可能エネルギーは、その活

用の仕方によって、地域経済の活性化や防災力の向上など、地域を豊かにしうる

ものとなります。 

○ そこで、国は、温対法を改正し、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配

慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー事業の導入を拡大するため、事業者が

再生可能エネルギーの導入等に係る事業計画を作成し、市町村が認定する制度を

創設しました。 

○ 市町村は、当該事業計画の対象となる区域として、環境省令などに基づき、再

生可能エネルギーの導入を促進するための区域（以下「促進区域」といいま

す。）の設定ができることとなっています。 

                         
24 太陽光、風力その他の再エネを利用した、地域の脱炭素化のための施設として省令で定めるものの整備及びその他の地域の脱 

炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境保全及び地域の経済社会の持続的発展に資する取組を併せて行う 

もの。（温対法第２条第６項） 
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○ 促進区域を設定する場合、環境に配慮する必要がある区域など、促進区域に含

めない区域として環境省令で定める全国一律の基準のほか、地域の自然的・社会

的条件を踏まえ、国の基準に上乗せ・横出しする都道府県の基準（県基準）で定

める区域は、除外することとされています。 

○ そこで、促進区域に含めない区域に関する県基準について、本計画で定めます。 

図２－10 促進区域に関する基準と候補エリアのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－11 促進区域の設定に当たって市町村が考慮すべき環境配慮の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省資料（抜粋） 
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表２－５ 促進区域に含めない区域（国基準） 

区域の概要 区域内容詳細 根拠法令 

環境保全の支障を防止す

る必要性が高いものとし

て、法令に基づき、その

範囲が明確に定義され、

図示されている区域（許

可基準において再エネ設

備の立地を原則として認

めていない区域） 

原生自然環境保全地域、自然環境保全

地域 

自然環境保全法 

国立公園・国定公園の特別保護地区・

海域公園地区 

国立公園・国定公園の第１種特別地域

（地熱発電のための地下部における土

石の採取を行う地域を除く） 

自然公園法 

国指定鳥獣保護区のうち特別保護地区 鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律 

生息地等保護区のうち管理地区 絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律 

表２－６ 促進区域の設定に当たり考慮が必要な区域・事項（国基準） 

区域の概要 区域内容詳細 

①以外で、環境の保全上の支障を防止する観

点から地域脱炭素化促進施設の立地のために

環境保全の観点から一定の基準を満たすこと

が法令上必要な区域について、立地場所や施

設の種類・規模等が当該区域の指定の目的の

達成に支障を及ぼすおそれがないと認められ

ること 

国立公園又は国定公園の地域であって、①以外の

もの 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律第39条第１項に基づく監視地区 

砂防法第２条の規定により指定された砂防指定地  

地すべり等防止法第３条第１項の規定により指定

された地すべり防止区域  

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第

３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊

危険区域  

森林法第25条第１項又は第25条の２第１項若しく

は第２項の規定により指定された保安林（同法第

25条第１項第９号に掲げる目的を達成するために

指定されたものを除く。）  

環境の保全上の支障を防止する必要性が高い

ものの性質上区域での規制がなじまないため

区域での規制が行われていない事項につい

て、環境の保全に支障を及ぼすおそれがない

と認められること 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律第４条第３項に基づく国内希少野生動植物

種の生息・生育への支障  

騒音その他の生活環境への支障  
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イ 県の基準の考え方 

○ 人口が多く面積の小さい本県では、自然環境の保全や安全性の確保を図りなが

ら、限りある県土を総合的・計画的に活用する必要があります。 

○ 一方で、エネルギーの大消費地である本県で脱炭素化を進めるためには、太陽

光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入を最大限進めることが必要です。 

○ そこで、県土の保全と秩序ある利用を確保しつつ、再生可能エネルギーの導入

ポテンシャルを最大限活用できるよう、本県の土地利用の基本方針である「神奈

川県土地利用基本計画」や「神奈川県土地利用調整条例審査指針」の立地規制区

域の考え方を踏まえ、県基準を設定します。 

○ なお、温対法施行規則第５条の４第２項第２号に基づく考慮対象事項等につい

ては、必要に応じて別途定めることとします。 

ウ 県の基準の内容 

(ｱ) 対象とする施設の種類 

太陽光発電設備（太陽光を電気に変換するもの。） 

(ｲ) 促進区域に含めることが適切でないと認められる区域 

環境配慮事項 
促進区域に含めない

区域 
区域等の定義 

・騒音による影響 

・水の濁りによる影響 

・土地の安定性への影響 

・反射光による影響 

・主要な眺望点及び景観

資源並びに主要な眺望景

観への影響 

・主要な人と自然との触

れ合いの活動の場への影

響 

・保安林又は保安施

設地区に指定された

区域 

・森林法第25条及び第25条の２に

規定する保安林 

・同法第41条に規定する保安施設

地区 

・動物の重要な種及び注

目すべき生息地への影響 

・植物の重要な種及び重

要な群落への影響 

・地域を特徴づける生態

系への影響 

・自然公園区域 

 

・自然環境保全地域 

 

 

 

 

・自然公園法第２条第１号に規定

する自然公園の区域 

・自然環境保全法第14条第１項に

規定する原生自然環境保全地域、

同法第22条第１項に規定する自然

環境保全地域又は自然環境保全条

例第２条に規定する自然環境保全
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・鳥獣保護区内特別

保護地区 

地域 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律第29条第１

項に規定する鳥獣保護区内の特別

保護地区 

・主要な眺望点及び景観

資源並びに主要な眺望景

観への影響 

・主要な人と自然との触

れ合いの活動の場への影

響 

・近郊緑地保全区域 

 

・特別緑地保全地区 

・史跡名勝天然記念

物の保全に影響を及

ぼす区域 

・首都圏近郊緑地保全法第３条第

１項に規定する近郊緑地保全区域 

・都市緑地法第12条第１項に規定

する特別緑地保全地区 

・文化財保護法第109条第１項又は

神奈川県文化財保護条例第31条第

１項に基づく史跡、名勝又は天然

記念物 

・歴史的風土保存区

域 

・古都における歴史的風土の保存

に関する特別措置法第４条第１項

に規定する歴史的風土保存区域 

・その他県が必要と判断

するもの 

・農用地区域 ・農業振興地域の整備に関する法

律第８条第２項第１号に規定する

農用地区域 

※１ 都市計画法第５条に規定する都市計画区域において、用途地域が定められた区域は対象

外とする。 

※２ 建築基準法（1950（昭和25）年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物の屋根、

屋上又は壁面に設置する太陽光発電設備で、環境影響評価法施行令（1997（平成９）年政

令第346号）別表第１の第２欄に掲げる要件に該当しないものの整備に係る事業を対象と

する場合には、促進区域に含めることができる。 

(ｳ) 促進区域の設定等に当たっての留意事項 

○ 市町村が地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定める場合においては、

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第67条の２の規定に基づ

く建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が、同様に再生可能エネルギー

導入促進を目的としていることから、この制度の活用も合わせて検討する必要

があります。 
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第３章 適応策 

○ 地方公共団体は、適応法に基づき、その区域における自然的・経済的・社会的状況

に応じた気候変動適応に関する施策を推進するよう努める必要があります。本県にお

いても、地域特性等を踏まえ、計画的に取組を推進していきます。 

○ なお、本章を適応法第12条に基づく「地域気候変動適応計画」に位置付けます。 

 

１ 改定の経緯 

(1) 適応策の必要性 

○ 横浜地方気象台の観測では、本県の年平均気温は、100年当たり約2.0℃上昇して

おり、21世紀末には、追加的な緩和策を取らなかった場合、20世紀末と比較して最

大で約4.2℃上昇すると予測しています。 

○ また、「滝のように降る雨」（１時間降水量50mm以上）の発生回数は増加して

いるとみられ、21世紀末には、追加的な緩和策を取らなかった場合、発生回数が

20世紀末と比較して最大で約2.2倍に増加する一方で、無降水日も増えるなど、極

端現象の発生頻度の増加が顕著になると予測しています。 

○ こうしたことから、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制を図る「緩

和策」に加え、緩和策を最大限実施しても避けられない気候変動の影響に対して、

その被害を軽減し、より良い生活ができるようにしていく「適応策」を計画的に進

めることが必要となっています。 

○ 地球温暖化の影響は、気候、地形、文化などにより異なるため、適応策の実施に

当たっては、地域ごとの特徴を踏まえることが不可欠であることから、国レベルの

取組だけでなく、本県においても、計画的な取組を推進していく必要があります。 

 

(2) 本県における地球温暖化の現状及び将来予測 

○ 文部科学省と気象庁は、日本の気候変動について、これまでに観測された事実や、

今後の世界平均気温が２℃上昇シナリオ25及び４℃上昇シナリオ26で推移した場合

の将来予測をとりまとめ、2020年に「日本の気候変動2020 —大気と陸・海洋に関す

る観測・予測評価報告書—」として公表しました。 

○ この報告書の観測・予測データに基づき、横浜地方気象台が取りまとめた「神奈

川県の気候変動2020」によると、本県におけるこれまでの経年変化と、20世紀末と

比較した21世紀末の将来予測（２℃上昇シナリオ／４℃上昇シナリオ）では、本県

においても年平均気温の上昇や真夏日等の増加が予測されています。 

 

 

                         
25 気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第５次評価報告書で用いられたＲＣＰ2.6シナリオで、パリ協定の２℃目標が達成され

た世界であり得る気候の状態に相当します。ＲＣＰ2.6はＩＰＣＣ第６次評価報告書のＳＳＰ1-2.6に近いシナリオです。 
26 ＩＰＣＣ第５次評価報告書で用いられたＲＣＰ8.5シナリオで、追加的な緩和策を取らなかった世界であり得る気候の状態に相当し

ます。ＲＣＰ8.5はＩＰＣＣ第６次評価報告書のＳＳＰ5-8.5に近いシナリオです。 
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出典：環境省気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ） 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/map/observation.html） 

出典：環境省気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ） 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/map/observation.html） 

 

図３―１ 横浜地方気象台における年平均気温の変化 

 

年平均気温が 

現在までの推移 

100年あたり約2.0℃上昇 

 

将来予測 

20世紀末と比較し、21世紀末には 

約1.3℃上昇（２℃上昇シナリオ） 

約4.2℃上昇（４℃上昇シナリオ） 

 

 

 

図３―２ 横浜地方気象台における真夏日の日数の変化 

真夏日（日最高気温30℃以上）の

年間日数が 

現在までの推移 

100年あたり約17日増加 

 

将来予測 

20世紀末と比較し、21世紀末には 

約20日増加（２℃上昇シナリオ） 

約64日増加（４℃上昇シナリオ） 

  

 

図３―３ 神奈川県における滝のように降る雨の発生回数の変化 

滝のように降る雨（１時間降水量

50mm以上）の発生回数が 

現在までの推移 

増加していると見られる 

 

将来予測 

将来予測 

20世紀末と比較し、21世紀末には 

約1.5倍に増加（２℃上昇シナリオ） 

約2.2倍に増加（４℃上昇シナリオ） 
出典：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php） 

   過去の気象データより県作成 
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図３―４ 横浜地方気象台における年間無降水の日数の変化 

年間で雨の降らない日の日数が 

現在までの推移 

100年あたり約８日増加 

 

将来予測 

20世紀末と比較し、21世紀末には 

約５日増加（２℃上昇シナリオ） 

約10日増加（４℃上昇シナリオ） 

 

 (3) これまでの経緯と改定の考え方 

○ 2016（平成28）年10月の本計画の改定において、適応策を新たに盛り込み、本県

において特に影響が大きいと考えられる６つの分野※について、その影響に対処す

るための施策に取り組んでいくこととしました。 

※ ６つの分野：農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害、健康、都市生活 

○ 2018（平成30）年に適応法が公布・施行されたことを踏まえ、2019（平成31）年

４月に、本計画を適応法第12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置付け

るとともに、神奈川県環境科学センターを「神奈川県気候変動適応センター」とし

て、同法第13条に基づく「地域気候変動適応センター」に位置付けました。 

○ 2019（令和元）年９月の台風第15号及び10月の台風19号により、県内各地で甚大

な被害が生じたことを踏まえ、2020（令和２）年２月に「気候非常事態」を宣言す

るとともに、「神奈川県水防災戦略」を策定し、その後の台風、活発化した前線の

影響による洪水や土砂災害の頻発、海面水位の上昇等を踏まえ、更なる水害への対

策強化を図ることとしています。 

○ 2020（令和２）年３月に「神奈川県気候変動適応に関する有識者等検討会議」が

取りまとめた「気候変動適応に関する施策の優先すべき分野の方向性」では、県

民・事業者の生命と財産を守るという観点からスピード感を持って対応していくた

めに「農林水産分野」、「自然災害分野」及び「健康分野」の３分野を優先的に取

り組むべきと示されました。その意見を踏まえ、2021（令和３）年度の本計画の改

定では、この３分野を優先すべき分野として位置付けるなどの改定を行いました。 

○ 今回の本計画の改定では、2016（平成28）年度と2021（令和３）年度の改定にお

いて位置付けられた施策等について、2016（平成28）年度以降の社会情勢の変化や

国等の動向27、神奈川県における影響やその対策を勘案した必要な見直しと施策の

追加等を行うものです。 

                         
27
 国気候変動適応計画の改定、国気候変動影響評価の見直し、適応法改正（令和５年５月12日公布）、熱中症対策実行計画の策定、

神奈川県水防災戦略の策定・改定 

出典：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php） 

   過去の気象データより県作成 
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２ 神奈川県における気候変動の影響 

○ 国が2020（令和２）年12月に取りまとめた気候変動影響評価報告書では、７つの分

野※について、現在及び将来予測される気候変動の影響を、重大性（どのような影響

を与え得るのか、また、その影響の程度、可能性等）、緊急度（影響の発現時期や適

応の着手・重要な意思決定が必要な時期）、確信度（情報の確からしさ）の観点から

評価しています。 

※ ７つの分野：農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産

業・経済活動、国民生活・都市生活 

○ 県では、国の気候変動影響評価報告書の評価を踏まえて、特に影響が大きいと考え

られる項目等（分野、大項目、小項目）を、次の基準により抽出し、本県における気

候変動の影響を取りまとめました。 

【抽出基準】 

① 「重大性」が「特に重大な影響が認められる」とされており、かつ「確信度」

が「高い」もののうち、神奈川県に当てはまるもの 

② 「重大性」が「特に重大な影響が認められる」とされ、「確信度」が「中程

度」又は「低い」とされているもののうち、神奈川県内で現在の影響が確認され

ているもの 

③ その他、神奈川県において特に当てはまると考えられるもの 

 

 

 

 

分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 
（2020年12月） 

神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 抽
出 
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

農
業
・
林
業
・
水
産
業 

農業 水稲 

○全国で気温の上昇による品
質低下（白未熟粒の発生、
一等米比率の低下等）等の
影響が確認 

□温暖化が最も進んだ場合
（ＲＣＰ8.5）、品質に関し
て高温リスクを受けやすい
コメの割合が増加 

● 

● ● ① 

○□品質低下（白未熟粒、
一等米比率低下など） 

● 

凡例 
【重大性】●：特に重大な影響が認められる  ◆：影響が認められる －：現状では評価できない 
【緊急性】●：高い     ▲：中程度   ■：低い       －：現状では評価できない 
【確信度】●：高い     ▲：中程度   ■：低い       －：現状では評価できない 

２段になっている重大性評価は、上段は地球温暖化を抑えたケース（ＲＣＰ2.6）、下段は地球温暖 
化が最も進んだケース（ＲＣＰ8.5）の評価 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 
（2020年12月） 

神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 抽
出 
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

農
業
・
林
業
・
水
産
業 

農業 

野菜等 

○収穫期の早期化、生育障害
の発生頻度の増加等 

□栽培時期の変化や栽培地域
の北上等 

◆ ● ▲ ③ 

○□野菜における秋冬期の
高温による生育の前進化
や花芽分化の遅延 

○□花き類における夏期の
高温による生育不良 

果樹 

○近年の温暖化に起因する障
害がほとんどの樹種・地域
に及んでいる（カンキツで
の浮皮・生理落果、ニホン
ナシでの発芽不良等） 

□ウンシュウミカン等の栽培
適地の変化、ニホンナシの
低温要求量が高い品種の栽
培が困難な地域拡大 

● 

● ● ① 

○□高温による生育障害
（カンキツでの浮皮、リ
ンゴ・ブドウでの着色不
良や着色遅延など） 

○□冬期の温暖化で開花が
前進傾向 

○□凍霜害リスクの増大 

● 

麦 、 大
豆、飼料
作物等 

○□生育期間の短縮 
○□収量の変化 
○□品質低下、生育障害の発
生 

● ▲ ▲ ② 

○□気温上昇に伴う飼料作
物（トウモロコシ）の二
期作適地の拡大 

○□病虫害の発生 

畜産 

○肉用牛、豚の成育や肉質の
低下、採卵鶏の産卵率や卵
重の低下、肉用鶏の成育の
低下、乳用牛の乳量・乳成
分の低下等 

□乳用牛、肥育去勢豚、肉用
鶏の成長低下 

● ● ▲ ② 

○□高温による家畜の熱射
病、生産性（乳量、肥育
家畜の増体、産卵率な
ど）や繁殖性の低下、死
廃率の増加など 

病害虫・
雑草等 

○□害虫では、気温上昇によ
る分布の北上・拡大、発生
量の増加等が報告・指摘 

● ● ● ① 
○□生育適温が高い病害虫
（ミナミアオカメムシ
等）の発生 

農業生産
基盤 

○少雨等による農業用水の不
足や農業利水施設への影響
が発生 

□強雨による低標高の水田に
おける被害リスクが増加 

● ● ● ① 

○□豪雨等による農地、農
業用排水路、農道等の被
害 

林業 
特用林産
物（きの
こ類等） 

○シイタケ原木栽培における
病害の発生地が拡大 

□シイタケ原木栽培の害虫の
出現時期の早まりや発生日
数が増加 

● ● ▲ ③ 

□夏場の気温上昇による病
害菌の発生やシイタケの
子実体（きのこ）の発生
量の減少 

水産業 

回遊性魚
介類（魚
類等の生
態） 

○主要水産資源（回遊性魚介
類）の分布域の変化 

□回遊性魚介類の分布回遊範
囲及び体のサイズが変化 

● ● ▲ ② 

○□海藻や貝類等の定着性
水産生物の変化 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 
（2020年12月） 

神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 抽
出 
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

農
業
・
林
業
・
水
産
業 

水産業 

増養殖業 

○養殖業や内水面漁業におけ
る魚類・貝類のへい死 

□一部の魚類・貝類で夏季の
水温上昇により生産が不適
になる海域が発生 

□海洋酸性化による貝類養殖
への影響 

● ● ▲ ② 

○□海藻や貝類等の定着性
水産生物の変化 

 

沿岸域・
内水面漁
場環境等 

○□南方系魚種数の増加、北
方系魚種数の減少 

○□藻場の減少や構成種の変
化 

● 

● ▲ ② 

○□渓流魚の漁場の縮小 
○□在来の生態系の変化
（渓流魚や湧水依存の魚
類の減少、南方系の国外
外来種の定着や南方系の
国内移入種の分布拡大
等） 

● 

水
環
境
・
水
資
源 

水環境 
沿岸域及
び閉鎖性
海域 

○表層海水温の上昇傾向、沿
岸海域のpHの酸性化傾向が
報告 

◆ ▲ ▲ ③ 

○□東京湾での貧酸素水塊
※４の発生規模の増大 

水資源 
水 供 給
（ 地 表
水） 

○無降雨・少雨が続くこと等
により日本各地で渇水が発
生し、給水制限が実施 

□渇水の深刻化 

● 

● ● ① 

□渇水リスクの増大 

● 

自
然
生
態
系 

陸域 
生態系 

自然林・
二次林 
※５ 

○□分布適域の移動や拡大・
縮小 

◆ 

● ● 
③ 
① 

○複合影響による丹沢山地
の高標高域におけるブナ
林の衰退 

□気候変動の影響による丹
沢山地の高標高域におけ
るブナ林の衰退 

● 

沿岸 
生態系 

温帯・亜
寒帯 

○□低温性から高温性の種へ
の遷移 

□藻場生態系の劣化 

● ● ▲ ② 

○低温性の種から高温性の
種への遷移 

□水温の上昇や植食性魚類
の分布北上に伴う藻場生
態系の劣化 

その他 
分布・個
体群の変
動 

○□分布域の変化
やライフサイク
ル等の変化 

□外来生物の分布
拡大や定着が促
進 

在来 ● ● ● 

① 
③ 

□分布域の変化、ライフサ
イクル等の変化 

外来 ● ● ▲ 

自
然
災
害 

・
沿
岸
域 

河川 洪水 

○大雨事象の発生頻度が増加
傾向 

□洪水を起こしうる大雨事象
の増加や洪水ピーク流量・
氾濫発生確率の増加や被害
額の増加 

● 

● ● ① 

○□現在の整備水準を上回
る降雨による、浸水被害
や施設被害の発生 

○□ダム管理施設等の被害 
● 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 
（2020年12月） 

神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 抽
出 
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

自
然
災
害
・
沿
岸
域 

河川 内水 

○大雨事象の発生頻度が増加
傾向 

□内水氾濫による浸水の影響
を受けることが想定される
人口の増加、内水災害被害
額の増加 

● ● ● ① 

○□短時間強雨による浸水
被害 

沿岸 

海面水位
の上昇 

○□日本周辺の海面水位が上
昇傾向 

● ▲ ● ① 

○海面水位の上昇傾向 
□海面上昇等に伴う高潮等
による被災リスクや海岸
侵食傾向の高まり 

高潮・高
波 

○極端な高潮位の発生 
□台風の規模や経路の変化に
よる高潮偏差の増大や高波
リスクの増大 

● ● ● ① 

○□港湾及び漁港防波堤等
の被害 

○□急潮等による定置網な
どの被害 

海岸侵食 
□海面水位の上昇に伴う砂浜
の消失 

● 
▲ ● ① 

□海面上昇等による海岸侵
食 ● 

山地 
土石流・
地すべり
等 

○多数の深層崩壊や同時多発
型表層崩壊の発生、土砂・
洪水氾濫のような大規模複
合災害の発生 

□厳しい降雨条件下における
土砂・洪水氾濫の発生頻度
の増加等 

● ● ● ① 

○□土砂災害や山地災害の
増加、被害の拡大 

健
康 

暑熱 

死亡リス
ク等 

○日本全国で気温上昇による
超過死亡※６の増加傾向が確
認 

□気温上昇により心血管疾患
による死亡者数が増加、暑
熱による高齢者の死亡者数
が増加 

● ● ● ① 

○□暑熱による超過死亡※６

の増加 

熱中症等 

○熱中症による救急搬送人
員、医療機関受診者数・熱
中症死亡者数は増加傾向 

□気温上昇により、特に高齢
者の熱中症リスクが増加 

● ● ● ① 

○□熱中症搬送者数の増  
加 

 

感染症 
節足動物
媒介感染
症 

○蚊媒介感染症の国内への輸

入感染症例やダニ等により

媒介される感染症の報告件

数が増加傾向 

□ヒトスジシマカやアカイエ

カの活動期間の長期化 

● ● ▲ ② 

○蚊媒介感染症の輸入感染
症例の増加 

□県内での感染連鎖の発生 

その他 

温暖化と
大気汚染
の複合影
響 

○光化学オキシダントとオゾ
ン濃度の報告で経年的増加
傾向を確認 

□2020年代までにオゾン・Ｐ

Ｍ2.5による早期死亡者数が

増加するが、その後は死亡

者数が減少に転じると推測 

◆ ▲ ▲ ③ 

○□高温期の長期化による
光化学スモッグやＰＭ
2.5の高濃度化 

○□温室効果をもつ大気汚
染物質の増加による健康
への影響 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 
（2020年12月） 

神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 抽
出 
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

産
業
・
経
済
活
動 

製造業 ― 

○大雨発生回数の
増加により水害
リスクが増加 

□海面上昇によ
り、東京湾周辺
で損失が発生 

製造業 ◆ ■ ■ 

③ 

○□強い台風等の発生割合
の増加による工場の浸水
被害や設備の損傷等の水
害リスクの増加 

 

 
食品 

製造業 
● ▲ ▲ 

観光業 レジャー 

○自然資源（森林、雪山、砂
浜、干潟等）を活用したレ
ジャーへ影響を及ぼす可能
性 

□夏季は気温の上昇等により

観光快適度が低下するが、

春季や秋～冬季は観光快適

度が上昇 

◆ ▲ ● ③ 

○□台風や大雨等による風
水害の発生に伴う観光客
の減少 

県
民
生
活
・
都
市
生
活 

都市イ
ンフラ 
、ライ
フライ
ン等 

水道、交
通等 

○□大雨・台風・渇水等によ
る各種インフラ・ライフラ
インへの影響 

● ● ● ① 

○□短時間強雨や渇水の増
加、強い台風の増加等に
よるインフラ等への影響 

○□台風等による廃棄物処
理施設の被災、災害廃棄
物の発生 

その他 
暑熱によ
る生活へ
の影響 

○□気候変動による気温上昇
にヒートアイランドの進行
による気温上昇が重なるこ
とで、熱ストレスが増大 

● ● ● ① 

○□熱中症リスクの増大、
睡眠障害、屋外活動への
影響等 

※１ 表内に記載の内容は、気候変動影響評価報告書の小項目ごとの記載から主要な箇所を一部抜粋したもので、

地球温暖化との関係性について、十分な科学的根拠は未だ得られていないもの、直接関連付けて分析した研

究・報告の多くないもの等も含まれていることに、注意が必要である。 

※２ 「重大性」「緊急性」「確信度」の意見具申の評価は、全国的に判断したもの 

※３ 表内に記載の内容は、気候変動影響評価報告書の記載のうち本県にも特に当てはまると考えられるものを一

部抜粋したほか、本県において、影響が出ている、又は、将来影響が予測されると考えられるものを記載して

おり、地球温暖化との関係性について、十分な科学的根拠は未だ得られていないもの、直接関連付けて分析し

た研究・報告が多くないもの等も含まれていることに、注意が必要である。 

※４ 貧酸素水塊：一般的に、海水中の酸素濃度が2.5mL/L以下の、酸素が少ない海水のこと。夏場の東京湾の海

底ではこの「貧酸素水塊」が毎年発生している。 

※５ 二次林：もともとあった森林に伐採などの人為的な撹乱がされた後、自然に再生された森林 

※６ 超過死亡：直接・間接を問わずある疾患により総死亡がどの程度増加したかを示す指標 
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３ 各主体の役割 

 ア 国の役割 

○ 国は、地方公共団体、事業者、国民等のあらゆる主体の気候変動適応を推進する

ため、各分野における気候変動適応に関する施策を推進するとともに、気候変動等

に関する科学的知見の充実及び活用を図るなど、総合的かつ計画的に気候変動適応

に関する施策を推進する役割を担っています。 

イ 県の役割 

○ 県は、国の政策や社会情勢、本県における気候変動の影響などを踏まえ、各分野

における気候変動適応に関する施策を推進する役割を担っています。 

○ また、本県における気候変動に関する情報拠点である県気候変動適応センターは、

気候変動影響及び適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うとともに、

市町村や事業者等の取組を促進するための技術的な助言を行います。 

ウ 市町村の役割 

○ 市町村は、地域の自然的経済的社会的状況に応じて、各分野における気候変動適

応に関する施策を推進する役割を担っています。 

エ 事業者の役割 

○ 事業者は、事業活動における気候変動の影響やその適応策に関する理解を深める

とともに、将来の気候変動を見据え、気候変動適応の観点を組み込んだ事業展開を

推進することが求められます。また、国及び地方公共団体の気候変動適応に関する

施策に協力するよう努めることが求められます。 

オ 県民の役割 

○ 県民は、気候変動の影響を自らの問題として認識し、気候変動適応に対して関心

と理解を深めるとともに、熱中症や自然災害など、避けられない影響に対処できる

よう努めることが求められます。また、国又は地方公共団体が気候変動適応のため

に行う施策の実施には県民の協力が必要なものもあることから、国及び地方公共団

体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めることが求められます。 
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４ 県の施策 

(1) 取り組む分野と主な対策 

○ 気候変動による影響と被害を軽減するため、本県における状況を踏まえ、「２ 

神奈川県における気候変動の影響」で抽出した７つの分野と分野横断的な取組で対

策に取り組みます。 

 

分 野 主な対策 

農業・林業・水産業 

・農業に関する対策の推進（農産物の高温障害対策） 

・林業に関する対策の推進（きのこ類の病害菌対策） 

・水産業に関する対策の推進（海水温上昇による磯焼け対

策） 

水環境・水資源 

・水環境に関する対策の推進（海水温上昇による貧酸素水

塊対策） 

・水資源に関する対策の推進（降雨量の変動による渇水対

策） 

自然生態系 
・生態系における分布域・ライフサイクル等の変化に関す

る対策の推進 

自然災害・沿岸域 
・水防災戦略の推進（洪水、土砂崩れ、高潮、暴風等に関

する災害対策の推進） 

健康 ・暑熱・熱中症対策の推進 

産業・経済活動 

・事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）策定の推進 

・観光産業に関する対策の推進（観光客の安心安全を踏ま

えた観光客誘致） 

県民生活・都市生活 
・水道・交通等のインフラに関する対策の推進 

・災害廃棄物対策の推進 

分野横断的な取組 
・気候変動に関する情報収集・発信 

・学校等における環境教育の推進 
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(2) 分野別の影響と取組例 

○ 県が取り組む分野ごとに、現在の影響及び将来予測される影響と、対応する取組

例を示します。 

(ｱ) 農業 

ａ 水稲    

 （影響） 

○ 現在の影響としては、高温による白未熟粒（でんぷんの蓄積が不十分で白

く濁った米粒）の発生、登熟期間の気温が上昇することによる一等米比率低

下などの、品質低下が見られます。 

○ 将来予測される影響としても、同様の品質低下が予測されています。 

 （取組例） 

○ 高温障害を軽減するため、国や他県で育成した品種から県内での栽培に適

した品種の選定や高品質・安定生産技術を確立するための試験研究に取り組

みます。 

○ 品質向上に向けて、肥培管理や水管理等の基本技術の徹底を図るため、農

業者への技術指導を行います。 

 

ｂ 野菜等   

（影響） 

○ 現在の影響としては、秋冬期の高温によるダイコン、キャベツの生育の前

進化やイチゴの花芽分化の遅延、夏期の高温によるスイートピーやシクラメ

ンの生育不良などの影響が見られます。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響により、栽培時期や品目の変更

等が予測されています。 

（取組例） 

○ 高温条件に適応する品種の選定や局所加温（冷却）、遮熱効果のある資材

の活用による高品質・安定生産技術を確立するための試験研究に取り組みま

す。 

○ 適正な品種の選定や肥培管理、病害虫の適期防除など農業者への技術指導

を行います。 

 

ｃ 果樹   

 （影響） 

○ 稲や野菜などの一年生作物に比べて、永年性作物である果樹は、気候に対

する適応性の幅が狭く、気候変動に弱い作物とされています。 

○ 現在の影響としては、果実肥大期の高温・多雨によるカンキツでの浮皮、

ア 農業・林業・水産業 
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成熟期のリンゴ・ブドウでの着色不良や着色遅延などの、高温による生育障

害が見られます。 

○ 近年、冬から春にかけて高温と低温を繰り返す気温の急激な変動が見られ、

開花時期の前進とその後の急な低温で花やつぼみなどの凍霜害リスクが増大

しています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

 （取組例） 

○ 高温障害等を軽減するため、県内での栽培に適した品種の育成や国等で育

成された品種から優良品種の選定、生理障害等の対策技術を確立するための

試験研究に取り組むとともに、農業者への技術指導を行います。 

○ 農業者の適期作業に役立てるため、気象データを基にナシの開花期、収穫

期を予測するシステムで予測値を算出し、ＳＮＳ、ホームページで情報提供

します。 

 

ｄ 麦、大豆、飼料作物等  

（影響） 

○ 現在、気温上昇により、飼料用トウモロコシ二期作の栽培適地の拡大が予

測されており、県内でも栽培事例が増加しています。 

○ 一方で、ソルガムの紫斑点病の発生地域が拡大したり、ツマジロクサヨト

ウ（とうもろこし、野菜類等に被害を与える南北アメリカ原産の害虫）も発

生が観察されています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 飼料作物の品種比較試験を行い、県内の気候・風土にあった多収量で良質

な作付奨励できるものを神奈川県飼料作物奨励品種として選定・普及します。  

○ 畜産農家におけるトウモロコシ二期作の安定栽培技術に関する技術支援を

行います。 

      

ｅ 畜産   

（影響） 

○ 現在の影響としては、夏期における暑熱の影響により、家畜の熱射病や採

食量の減少による生産性（乳量、肥育家畜の増体、産卵率など）や繁殖性の

低下、死廃率の増加など様々な影響が見られます。 

     ○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 国等からの情報提供を受け、暑熱への注意喚起や対策事例などについて、

生産者や関係団体への周知を行うとともに、暑熱の時期の前から暑熱対策に

かかる指導を行います。 
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○ 生体反応を感知するセンサーを用いた受胎率向上対策や豚房環境の改善に

よる家畜へのストレス低下効果、鶏の飼養形態による暑熱対策などの研究に

取り組みます。 

 

ｆ 病害虫・雑草等  

 （影響） 

○ 現在の影響としては、水稲や果樹など多くの作物に被害をもたらすミナミ

アオカメムシなど、県内で今まで確認されていなかった生育適温が高い病害

虫が発生しています。 

○ 将来予測される影響としても、同様に生育適温が高い病害虫・雑草の発生

が予測されています。 

 （取組例） 

○ 発生予察事業を引き続き実施し、主要病害虫の発生状況等を調査し、適時

適切な病害虫防除について、ＳＮＳ、ホームページを通じて広く情報提供す

るとともに、農業者への技術指導を行います。 

○ 国内で未発生、もしくは一部のみで発生している病害虫を早期発見に努め、

確認された場合には、国と連携してまん延を防ぐための早期防除を推進しま

す。 

 

ｇ 農業生産基盤  

（影響） 

○ 現在の影響としては、豪雨等による農地の湛水（たんすい）被害や、農業

用排水路からの溢水、農道の土砂崩落による通行止めなどの被害が発生して

います。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 豪雨等における被害の最小化を図るため、農業用排水路等の改修整備や長

寿命化整備、農業用水路の水門の遠隔操作施設整備を実施します。 

○ 高潮などの災害に備え、緊急輸送路の代替機能を考慮した農道の整備を優

先的に実施します。 

 

ｈ その他共通的な取組 

（取組例） 

○ 気候変動など様々な課題に対応するため、ロボット技術や情報通信技術

（ＩＣＴ）などのスマート技術を活用し、省力化・精密化や高品質生産を実

現するスマート農業の導入を推進します。施設栽培においては、環境モニタ

リング装置や環境制御装置を導入することで、ＩＣＴ（ＩｏＴ）により温度

等の生育環境を見える化し、適切な環境に制御することができます。 
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(ｲ) 林業 

ａ  特用林産物（きのこ類等）  

（影響） 

○ 将来予測される影響として、夏場の気温上昇による病害菌の発生やシイタ

ケの子実体（きのこ）の発生量の減少が予測されています。 

（取組例） 

○ 林業普及指導事業を通じて、特用林産物の生産実態の把握や指導に取り組

みます。 

 

(ｳ) 水産業  

ａ 回遊性魚介類（魚類等の生態）  

（影響） 

○ 海水温の変化に伴う海洋生物の分布域の変化が世界中で見られ、日本近海

においても海水温の上昇が主要因と考えられる分布・回遊域の変化などが報

告されています。 

○ 現在の影響としては、沿岸漁業において、海藻を食物とする比較的暖かい

海に生息する魚類等の食害の増加により磯場の海藻がなくなる「磯焼け」が

拡大し、海藻や貝類等の定着性水産生物の変化が現れています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 海水温の上昇等に対応するため、海流や水温、漁獲量や漁場の位置などの

漁海況をモニタリングし、回遊性魚類の変化を把握します。 

 

ｂ 増養殖業  

（影響） 

○ 現在の影響としては、沿岸漁業において、海藻を食物とする比較的暖かい

海に生息する魚類等の食害の増加により磯場の海藻がなくなる「磯焼け」が

拡大し、海藻や貝類等の定着性水産生物の変化が現れています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 海水温の上昇や「磯焼け」に対応するため、通常のカジメより早く成熟す

る「早熟カジメ」を用いた藻場の再生や、アイゴやムラサキウニといった食

害の原因生物の防除策について検討するとともに、食用への活用を研究しま

す。 
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ｃ 沿岸域・内水面漁場環境等  

（影響） 

○ 現在の影響としては、頻発する台風襲来や集中豪雨により、土砂が堆積し、

渓流魚の漁場が縮小しています。 

○ また、内水面水域における水温の上昇により、渓流魚や湧水依存の魚類が

減少し、かつ、南方系の国外外来種の定着や南方系の国内移入種の分布拡大

等により、在来の生態系が大きく変化しています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 丹沢在来のヤマメの分布調査やその保全・活用のための種苗生産技術の開

発研究等を実施します。 

○ 魚類の分布と生態調査を主要な河川湖沼で実施します。 

○ 漁協や市民団体と連携して外来種の駆除に取り組みます。 

   (ｱ) 水環境 

ａ 沿岸域及び閉鎖性海域  

（影響） 

○ 海水の表層の水温上昇により表層と底層の海水の循環が滞ることで海の底

層に酸素が供給されなくなり発生する貧酸素水塊は、底層に生息する生物に

大きな影響を与えます。 

○ 現在の影響としては、夏場を中心に東京湾で発生している貧酸素水塊につ

いて、海水温上昇等により発生規模が増大するなど、深刻化しています。 

○ 将来予測される影響として、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 東京湾の溶存酸素等海洋モニタリング調査により貧酸素水塊の挙動を把握

します。また、令和元年度に開発した根岸湾内の貧酸素水塊動態モデルによ

り、貧酸素水塊の影響緩和策のシミュレーションを行い、同海域で国が行う

漁場環境改善事業にその結果の活用を促す等、国との連携を図ります。 

 

(ｲ) 水資源 

ａ 水供給（地表水）  

（影響） 

○ 将来予測される影響として、降雨量の変動が大きくなり、渇水リスクの増

大が懸念されています。 

（取組例） 

○ 水源かん養など森林の持つ公益的機能の向上を図るため、適切な間伐等を

イ 水環境・水資源 
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行うなど、森林の状況に応じた管理・整備を推進します。 

○ 天候や日々の水需要の変化に対応するため、きめ細やかなダムの運用を行

います。 

○ 有効貯水容量の維持を図るため、ダムでは計画的に堆積した土砂の除去を

行います。 

(ｱ) 陸域生態系 

ａ 自然林・二次林 

（影響） 

○ 現在までに丹沢山地の高標高域において大気汚染（オゾン）等の複合的な

影響によるブナ林の衰退が見られていますが、気温の上昇、降水量の変化等

による影響も懸念されています。 

○ 将来予測される影響として、気候変動によるブナ林の衰退等が予測されて

います。  

（取組例） 

○ 長期的な観測が必要なことから、引き続き気象観測と併せ、丹沢山地のブ

ナ林の衰退等の状況をモニタリングします。 

 

(ｲ) 沿岸生態系 

ａ 温帯・亜寒帯 

（影響） 

○ 現在の影響としては、水温の上昇に伴い、低温性の種から高温性の種への

遷移が進行していることが確認されています。 

○ 将来予測される影響として、水温の上昇や植食性魚類の分布北上に伴う藻

場生態系の劣化が予測されています。 

（取組例） 

○ 海水温の上昇や「磯焼け」に対応するため、通常のカジメより早く成熟 

する「早熟カジメ」を用いた藻場の再生や、アイゴやムラサキウニといった

食害の原因生物の防除策について検討するとともに、食用への活用を研究し

ます。【再掲】 

 

(ｳ) その他 

ａ 分布・個体群の変動 

（影響）  

○ 将来予測される影響として、生態系における分布域の変化やライフサイク

ル等の変化が予測されています。 

ウ 自然生態系 
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（取組例） 

○ 気候変動が及ぼす生態系へのかく乱影響への対応として、寒地性種など存

続が危ぶまれる動植物の分布域の縮小や暖地性種の分布域の拡大等について、

情報収集等により把握していきます。 

 

(ｱ) 河川 

ａ 洪水  

（影響） 

○ 現在の影響としては、整備水準を上回る降雨による、浸水被害や施設被害

が発生しています。 

○ また、ダムの計画規模を上回る流入量に伴い、ダム管理施設等にも被害が

発生しています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 遊水地の整備や流路のボトルネック箇所の鉄道橋架替等、事業中の全ての

大規模河川事業について、重点的、集中的に実施します。 

○ 増水時に被災するおそれがある老朽化護岸の補修や堤体の沈下により必要

な高さが不足している堤防の嵩上げなどを行う維持修繕工事を実施します。 

○ 氾濫の危険性が特に高い区間や市町村が強く要望している区間等について、

堆積土砂の撤去や樹木の伐採を行う河道掘削工事を実施します。 

○ 令和３年７月の水防法改正に対応し、これまで洪水浸水想定区域の指定対

象外であった河川（区間）についても、洪水浸水想定区域の指定及びその情

報提供等に取り組みます。 

○ ダム上流域の災害防止等を図るため、計画的に堆積した土砂の除去を行い

ます。 

○ ダムでは、台風などによる大規模な洪水を予測した場合に一時的に水を貯

められる容量を確保する事前放流を行っており、相模ダムでは、老朽化した

放流施設の更新にあわせて、更に貯められる容量を増加させ、事前放流を強

化します。 

 

ｂ 内水 

（影響） 

○ 現在の影響としては、短時間強雨による浸水被害が発生しています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 下水道や河川等に雨水を排水できないことにより発生する内水による浸水

の対策については、下水道管理者である市町村が行う雨水管の整備や内水に

エ 自然災害・沿岸域 
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よる浸水想定区域図の作成・公表など、ハード・ソフト一体となった事前防

災対策が図られるよう、市町村の取組を支援します。 

 

(ｲ) 沿岸 

ａ 海面水位の上昇 

（影響） 

○ 現在の影響として、日本周辺の海面水位の上昇傾向が見られます。 

○ 将来予測される影響として、県内の沿岸は海面上昇の影響により、現在と

比較して高潮、高波、津波、急潮による被災リスクや海岸の侵食傾向が高ま

ることが予測されています。 

（取組例） 

○ 相模灘沿岸について最新の知見を参考に気候変動の影響を踏まえた設計外

力の見直し及び護岸等の必要高さを検討し、海岸保全施設等の整備を実施し

ます。 

○ 漁港施設等の整備や老朽化対策を実施します。 

○ 急潮による漁具被害を防止するため、常時観測等による急潮予測を行い、

漁業関係者に情報提供を行います。 

 

ｂ 高潮・高波 

（影響） 

○ 現在の影響としては、高潮・高波により港湾及び漁港防波堤等への被害が

発生しています。 

○ 低気圧の発達に起因して発生する急潮等が発生しています。 

○ 将来予測される影響としては、高潮・高波による更なる被害の増大や、急

潮等による定置網などの被害の発生が予測されています。 

（取組例） 

○ 越波被害として海岸保全施設等の整備を行うほか、水防法改正に対応し、

想定し得る最大規模の高潮を前提とした、高潮浸水想定区域の指定及び水位

情報の提供等に取り組みます。 

○ 相模灘沿岸について最新の知見を参考に気候変動の影響を踏まえた設計外

力の見直し及び護岸等の必要高さを検討し、海岸保全施設等の整備を実施し

ます。（再掲） 

○ 漁港施設等の整備や老朽化対策を実施します。（再掲） 

○ 急潮等による漁具被害を防止するため、常時観測等による急潮予測を行い、

漁業関係者に情報提供を行います。（再掲） 

 

ｃ 海岸侵食 

（影響） 
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○ 将来予測される影響として、気候変動による海面上昇や台風の強大化及び

進路の変化が海岸侵食に影響を及ぼすことが予測されています。 

（取組例） 

○ ダムや河川の堆積土砂を利用した養浜による侵食対策を行います。 

 

(ｳ) 山地 

ａ 土石流・地すべり等  

（影響） 

○ 現在の影響としては、台風等の影響により、がけ崩れ等の土砂災害や山崩

れ等の山地災害による被害が発生しています。 

○ 将来予測される影響として、土砂災害や山地災害の増加、被害の拡大が予

測されています。 

（取組例） 

○ 住民の生命や、地域の社会・経済活動を支える重要交通網等の基礎的イン

フラを保全するための土砂災害防止施設を重点的、集中的に整備します。 

○ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備・強化等のため、土砂災害警戒区域

等について、地形や土地利用状況に変化が認められた箇所の調査等を実施し、

指定の見直しに取り組みます。 

○ 山腹崩壊のあった箇所や土砂流出などの危険が高い荒廃した森林について、

人家等に近い箇所等で優先的に治山施設を整備し、復旧・予防対策を実施し

ます。 

○ 治山施設や林道施設の被害防止を図るため、施設の点検結果に基づく補強

や整備等の強靱化を進め、山地災害の予防対策を実施します。 

 

(ｴ) その他共通的な取組 

（取組例） 

○ 土砂災害などを含むあらゆる災害に備えるため、ビッグレスキューかなが

わなどの関係機関が連携した訓練や、かながわ消防の初動対応力の強化、か

ながわ版ディザスターシティ（県消防学校の災害救助訓練施設）の活用など

を通じて、防災関係機関の災害救助対応力の強化を図ります。 

 

(ｱ) 暑熱 

ａ 死亡リスク等・熱中症等 

（影響） 

○ 現在の影響としては、暑熱による超過死亡及び熱中症搬送者数の増加傾向

が確認されています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

オ 健康 
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（取組例） 

○ ホームページなどで熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行います。 

○ 「暑熱」に係る暑さ指数について正しい知識を身に付けるとともに、気候

変動を「自分事」として捉えるきっかけ作りを目的として、県民参加による

暑さ指数の一斉測定「かながわ暑さ調べ」を行います。調査により得られた

データは、広く一般に公開するとともに、熱中症対策の検討に活用します。 

○ 国等の依頼に基づき、市町村、保健所、学校や関係団体等に熱中症対策に

関する情報提供を行います。 

 

(ｲ) 感染症 

ａ 節足動物媒介感染症（蚊媒介感染症） 

（影響） 

○ 現在の影響としては、蚊媒介感染症の国内への輸入感染症例が増加してい

ます。 

○ 将来予測される影響として、感染症媒介蚊の生息域や個体群密度の変化に

より、輸入感染症例から県内での感染連鎖が発生することが予測されていま

す。 

（取組例） 

○ 感染症の発生の予防とまん延の防止の対策に努めるとともに、発生動向の

把握に努めます。 

 

(ｳ) その他 

ａ 温暖化と大気汚染の複合影響  

（影響） 

○ 夏場を中心に、気温が高く、風が弱い日は、大気中での光化学反応が進行

し、光化学オキシダント濃度が高くなり、光化学スモッグが発生しやすくな

ります。 

○ 地球温暖化による気温の上昇は、光化学オキシダントや微小粒子状物質

（ＰＭ2.5）濃度の上昇や光化学スモッグ注意報等の発令に影響を及ぼして

いる可能性があります。 

○ また、ＰＭ2.5等の温室効果をもつ大気汚染物質の増加は、人の健康に影

響を及ぼしている可能性があります。 

（取組例） 

○ 光化学オキシダント濃度やＰＭ2.5濃度の低減を図るため、原因物質であ

る窒素酸化物（ＮＯｘ）及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の排出抑制対策

や旧式ディーゼル車の取締り（運行規制）等の自動車排出ガス対策に取り組

みます。 

○ 光化学スモッグや高濃度のＰＭ2.5が発生した際の健康被害を防止するた
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め、光化学スモッグ注意報等の県民への迅速な情報提供に取り組みます。 

(ｱ) 製造業   

    （影響） 

○ 現在の影響としては、強い台風等の発生割合の増加による工場の浸水被害

や設備の損傷等の水害リスクが増加しています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

   （取組例） 

○ 中小企業向けに事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援を行います。 

 

(ｲ) 観光業  

ａ レジャー 

    （影響） 

○ 現在の影響としては、台風や大雨等による風水害の発生に伴う観光客の減

少があります。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

   （取組例） 

○ 自然災害等に関する情報を正確かつ迅速に提供することによる観光客の安

全・安心の確保や、観光関連事業者向け災害時対応の支援等を行います。 

 

(ｱ) 都市インフラ、ライフライン等  

ａ 水道、交通等 

（影響） 

○ 現在の影響としては、短時間強雨、強い台風の増加等による都市インフラ

等への影響が現れています。 

○ また、大型の台風の発生等により、廃棄物処理施設が被災するとともに、

平時において処理することのない、浸水で廃棄物となった粗大ごみ等が大量

に発生することで、廃棄物の処理が困難になる事案が発生しています。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 水道施設への浸水防止対策として、主要設備の機能維持を図るための防水

ドアの設置等を実施します。 

○ 大規模災害時における水道施設の停電対策として、電源車対応の接続盤及

び非常用発電設備の設置等を実施します。 

カ 産業・経済活動 

キ 県民生活・都市生活 
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○ 道路斜面等を対象とした防災点検における要対策箇所のうち、緊急輸送道

路を優先して土砂崩落対策施設等の整備を実施します。 

○ 災害時にバイパス機能を果たす道路ネットワークの整備や橋りょうの補強

等を推進します。 

○ 下水処理施設内への浸水を防止するために止水板を設置するなど、下水処

理機能を維持するための対策等について実施します。 

○ 災害が発生した場合においても安全で円滑な道路交通を確保するため、災

害時の停電による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備を

進めます。 

○ 発災時に市町村が災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するために必要

な県の役割等を取りまとめた「県災害廃棄物処理業務マニュアル」を作成し、

関係機関や市町村と共有します。 

 

(ｲ) その他 

ａ 暑熱による生活への影響等 

（影響） 

○ 都市における気温の上昇により、ヒートアイランド現象が発生しており、

これにより健康への影響のほか、快適性の損失など都市生活に大きな影響を

及ぼしています。 

○ 現在の影響としては、都市化による気温上昇に、地球温暖化が重なること

で、熱中症リスクの増大、睡眠障害、屋外活動への影響等が見られます。 

○ 将来予測される影響としても、同様の影響が予測されています。 

（取組例） 

○ 市街地においては、ヒートアイランド現象を緩和するため、緑化の推進、

歩道における透水性舗装の実施等による地表面被覆の改善や、省エネルギー

の推進等による人工排熱の低減などに取り組みます。 

 

(ｱ) 気候変動に関する情報収集・発信 

○ 気候変動に関する情報（気象データ、熱中症や農業への影響等）及び適応に

関する情報（県、他自治体、事業者等の取組事例）を収集、整理し、県民や事

業者等に提供します。また、それらの情報も活用し、適応策の必要性や具体的

な対策について普及啓発を行います。 

 

(ｲ) 学校等における環境教育の推進 

○ 次世代を担う若年層を中心に気候変動問題の理解促進を図るため、気候変動

に関する学習教材を作成し、ホームページ（かながわ気候変動ＷＥＢ）におい

て公開することで、学校での授業やワークショップ等の活用を促し、各学校に

ク 分野横断的な取組 
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おける環境教育の推進をさらに支援していきます。 

 

(ｳ) 他自治体や地域との連携による取組 

○ 環境省関東地方環境事務所を中心に本県を含む１都９県等で構成する「気候

変動適応関東広域協議会」への参画等を通じて、気候変動影響や適応に関する

最新の知見や取組等に係る情報共有を図るとともに、市町村等に情報提供を行

います。 

○ また、地域地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進員等

と連携し、地域において地球温暖化の影響や適応策に関する普及啓発を行いま

す。 

○ さらに、各分野において、民間事業者と連携した取組を実施します。 

 

(3) 施策の実施に関する目標  

○ 適応策として取り組む分野を踏まえて、本計画の進捗評価を行うため、分野ごと

に施策の実施に関する目標（ＫＰＩ）を設定します。また、各目標は、毎年度現況

値を把握し、個々の指標を評価するとともに、進捗状況を総合的に評価します。 

表３－１ 分野ごとの施策の実施に関する目標 

分 野 ＫＰＩ 基準値 目標値※１ 

農業・林業・ 

水産業 

スマート技術の導入経営体数

（耕種）※２ 

227経営体 

【2022年度】 

387経営体 

【2027年度】 

スマート技術の導入経営体数

（畜産）※２ 

50経営体 

【2022年度】 

64経営体 

【2027年度】 

藻場の再生面積 ― 
51ha 

【2027年度】 

水環境・水資源 水源林の整備（累計） 
49,717ha 

【2022年度】 

54,000ha 

【2026年度】 

自然生態系 

丹沢ブナ林の大気・気象観測 
４地点/年 

【2022年度】 

４地点/年 

【2026年度】 

丹沢ブナ林の衰退状況モニタ

リング 

５調査区/年 

【2022年度】 

５調査区/年 

【2026年度】 

藻場の再生面積【再掲】 ― 
51ha 

【2027年度】 

自然災害・ 

沿岸域 

遊水地や流路のボトルネック

箇所等の整備（累計） 
― 

６箇所 

【2030年度】 

（暫定供用も

含む） 

土砂災害防止施設の整備箇所

数（累計） 
― 

104箇所 

【2027年度】 
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分 野 ＫＰＩ 基準値 目標値※１ 

自然災害・ 

沿岸域 

ビッグレスキュー・かながわ

消防などの訓練参加人数 

1,835人 

【2023年度】 

2,300人 

【2027年度】 

健康 

年間の熱中症死亡者数（５年

移動平均数） 

93人 

【2022年度】 

半減 

【2030年度】 

ＰＭ2.5の有効測定局のうち

環境基準を達成した測定局の

割合 

100％ 

【2022年度】 

100％ 

【2030年度】 

産業・経済活動 
中小企業の事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定割合 

12.0％ 

【2022年度】 

20％ 

【2025年度】 

県民生活・都市

生活 

下水道の耐水化を行った施設

数（累計） 

１施設 

【2022年度】 

３施設 

【2026年度】 

道路の防災対策（土砂崩落対

策等）の整備箇所数（累計） 
― 

20箇所 

【2025年度】 

分野横断的な取

組 
気候変動適応に関する関心度 

89.2％ 

【2023年度】 

100％ 

【2030年度】 

※１ 適応策のＫＰＩは、関連する分野の既存の諸計画等から位置付けているため、各ＫＰＩの目標年度は本

計画の計画期間の終期と相違する場合がある。 
※２ （参考）県内の全経営体数 

耕種：11,143経営体、畜産：259経営体（農林水産省「2020年農林業センサス（農林業経営体調査）」よ 

り） 
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第４章 計画の推進 

１ 推進体制 

○ 本計画は様々な行政分野にわたるものであることから、知事を本部長、各局長等

を本部員とする「脱炭素戦略本部」を設置し、重要事項の総合的企画・調整を行う

など、全庁的に地球温暖化対策を推進します。 

○ 県内市町村や環境・経済関係団体、地域地球温暖化防止活動推進センター、地球

温暖化防止活動推進員、ＩＧＥＳなど多様な主体と連携しながら、地球温暖化対策

に取り組みます。 

２ 進行管理 

○ 2030年度の中期目標に向け設定した部門別の温室効果ガス排出量の削減目標につ

いて、毎年度部門ごとの排出量を推計するとともに、施策に関する指標の達成状況

も把握した上で、ＰＤＣＡサイクルにより、改善すべき施策等を整理します。 

３ 計画の見直し 

○ 計画期間の中間年度に当たる2027（令和９）年度に、施策体系や施策の実施に関

する目標などについて検証した上で、必要な見直しを行います。 

○ また、本計画の地球温暖化対策に関する国際的な枠組みや社会情勢、技術革新の

動向、国の施策制度の変化、また計画の進行管理により生じた課題などを踏まえ、

必要に応じ適宜見直しを行います。 
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１ 地球温暖化対策に関する主な動向 

 

年 世界 日本 神奈川県 

1992 

(平成４) 

○「気候変動に関する国際連

合枠組条約」採択 

  

1997 

(平成９) 

○「ＣＯＰ３」開催 

「京都議定書」採択 

先進国全体で1990年比 

５％減以上 

（日本は６％減） 

  

1998 

(平成10) 

 ○「地球温暖化対策の推進に

関する法律」公布 

 

2003 

(平成15) 

  ○「神奈川県地球温暖化対策

地域推進計画」策定 

2005 

(平成17) 

○「京都議定書」発効 ○「京都議定書目標達成計

画」閣議決定 

 

2006 

(平成18) 

  ○「神奈川県地球温暖化対策

地域推進計画」改訂 

【削減目標】 

2010年に1990年の水準ま

で削減 

2008 

(平成20) 

 ○「改定京都議定書目標達成

計画」閣議決定 

 

2009 

(平成21) 

  ○「神奈川県地球温暖化対策

推進条例」公布 

2010 

(平成22) 

 ○2020年に向けた削減目標を

条約事務局に提出 

1990年比25％減 

○「神奈川県地球温暖化対策

計画」策定 

【削減目標】 

2020年に1990年比25％減 

2011 

(平成23) 

 
東日本大震災 

2012 

(平成24) 

 ○「第四次環境基本計画」閣

議決定 

長期的な目標として2050年

までに80％の温室効果ガス

の削減を目指す 

 

2013 

(平成25) 

 ○2020年に向けた削減目標の

修正を条約事務局に提出 

2005年比3.8％減 

○「神奈川県再生可能エネル

ギーの導入等の促進に関す

る条例」公布 

2014 

(平成26) 

○ＩＰＣＣ「第５次評価報告

書」公表 

 ○「かながわスマートエネル

ギー計画」策定 

2015 

(平成27) 

○「ＣＯＰ21」開催 

「パリ協定」採択 

世界共通の目標として、 

産業革命前からの世界平

均気温上昇を２℃より十

分下方に抑えること、 

1.5℃に抑えることを追求

することに言及 

○「日本の約束草案」（2030

年度温室効果ガス排出削減

目標）を条約事務局に提出 

2013年度比26.0％減 

○「気候変動の影響への適応

計画」閣議決定 
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年 世界 日本 神奈川県 

2016 

(平成28) 

○「パリ協定」発効 ○「地球温暖化対策計画」閣

議決定 

○「パリ協定」批准 

○「神奈川県地球温暖化対策

計画」改定 

【削減目標】 

 2030年度に2013年度比27％ 

 減 

2018 

(平成30) 

○ＩＰＣＣ「1.5℃特別報告

書」公表 

○「気候変動適応法」公布 

○「気候変動適応計画」閣議

決定 

○「かながわスマートエネル 

ギー計画」改訂 

2019 

(平成31) 

(令和元) 

  ○「神奈川県地球温暖化対策

計画」を「気候変動適応

法」第12条に基づく「地域

気候変動適応計画」として

位置付け 

○神奈川県環境科学センター

を「気候変動適応法」第13

条に基づく「地域気候変動

適応センター」に位置付け 

○「2050年の脱炭素社会の実

現」を表明 

2020 

(令和２) 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大 

 ○日本のＮＤＣ（国が決定す

る貢献）を条約事務局に提

出 

削減目標は据え置き、

「次回のパリ協定上の５

年ごとの提出期限を待つ

ことなく」削減目標の再

検討を実施 

○首相が所信表明演説におい

て、2050年までに脱炭素社

会を実現することを表明 

○「かながわ気候非常事態宣

言」発表 

2021 

(令和３) 

○「気候サミット」開催 

首相が「2030年度に、2013

年度比46％減、さらに、

50％の高みに挑戦」するこ

とを表明 

○「地球温暖化対策の推進に

関する法律」一部改正 

2050年カーボンニュート

ラルを基本理念として位

置付け 

○「地球温暖化対策計画」改

定 

2030 年 度 に 2013 年 度比

46％削減 

○日本のＮＤＣを条約事務局

に提出 

2030年度に、2013年度比

46％減を目指し、さらに

50％の高みに挑戦を続け

ていく 

○「気候変動適応計画」改定 

○ＩＧＥＳと共同研究した

「かながわ脱炭素ビジョン

2050」を発表 

○「神奈川県地球温暖化対策

推進条例」一部改正 

 2050年カーボンニュートラ

ルを基本理念として位置付

け 
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年 世界 日本 神奈川県 

2022 

(令和４) 

 ○新しい国民運動・官民連

携協議会の発足 

○「神奈川県地球温暖化対

策計画」改定 

 【削減目標】 

2030年度に2013年度比で

46％削減 

2023 

(令和５) 

○ＩＰＣＣ「第６次評価報

告書統合報告書」採択 

世界の平均気温の上昇を

1.5℃に抑えるためには、

温室効果ガスを2019年比

で 2030年までに43％、

2035年までに60％削減す

る必要があることが示さ

れた 

○「ＣＯＰ28」開催 

2025年までの排出量のピ

ークアウト、世界全体で

再エネ発電容量３倍・省

エネ改善率２倍、排出削

減対策が講じられていな

い石炭火力発電の逓減加

速について決定 

○「ＧＸ実現に向けた基本

方針」閣議決定 

○「気候変動適応法」改正 

 熱中症対策の一層の強化 

○「脱炭素成長型経済構造

への円滑な移行の推進に

関する法律」公布 

○中期目標の見直し 

【削減目標】 

2030年度に2013年度比で

50％削減 
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２ 緩和策 

(1) 部門別の現状等と県の取組例 

○ ここでは、本計画の本編で示した部門ごとの現状及び取組の方向性のほか、県の

取組例を、産業、業務、家庭など主な部門ごとに整理して再掲します。 

 

 

 

部 門 県の施策体系（小柱） 

産業部門 

 

 

 

○ 事業者の省エネルギー対策等の促進 

○ 再生可能エネルギーの導入促進 

○ 再生可能エネルギー由来電力の利用促進  

○ 水素需要の創出と機運の醸成 

○ 研究開発・新技術の実用化の促進 

○ 熱需要の脱炭素化 

業務部門 ○ 事業者の省エネルギー対策等の促進 

○ 建築物の省エネルギー対策等の促進 

○ 再生可能エネルギーの導入促進 

○ 再生可能エネルギー由来電力の利用促進 

家庭部門 

 

 

○ 建築物の省エネルギー対策等の促進 

○ 脱炭素型ライフスタイルへの転換の促進 

○ 再生可能エネルギーの導入促進 

○ 再生可能エネルギー由来電力の利用促進 

運輸部門 

 

○ 電気自動車（ＥＶ）・燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入促進 

○ 公共交通機関の利用等の促進 

○ 水素需要の創出と機運の醸成 

廃棄物部門 

 

○ 資源循環の推進 

○ 廃棄物の適正処理の推進 

その他ガス ○ フロン類、メタン、一酸化二窒素の対策 

吸収源対策 

 

○ グリーンカーボン（森林・農地でのＣＯ２吸収源対策）の促進 

○ ブルーカーボン（海洋でのＣＯ２吸収源対策）の促進 

その他 

横断的な取組 

○ 脱炭素教育の推進 

○ 多様な主体との連携・国際環境協力への貢献 

○ 脱炭素型のまちづくりの推進 

○ ＤＸの推進 

県庁の 

率先実行 

 

 

 

○ 県有施設の省エネルギー対策の徹底 

○ 公用車へのＥＶ・ＦＣＶ等の導入推進 

○ 県有施設の再生可能エネルギーの活用 

○ 環境全般に配慮した取組 
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産業部門 

削減目標： 

△５７％ 

(2030年度) 

施策目標： 

産業部門の県内総生産当たりの年間エネルギー消費量  

脱炭素推進に資する新規プロジェクト支援件数（累計） 

 

17,300ＴＪ/兆円 

62件   

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で27.8％減少していま

す。                                    

○ 2013（平成25）年度以降減少傾向にあり、これは、利用する電力のＣＯ２排出原単位

が改善したこと、生産性の向上等によりエネルギー消費原単位が改善し、省エネルギ

ー化が進んだことが主な要因と考えられます。 

○ また、ＣＯ２排出量の約96％を占める製造業においては、2020（令和２）年度のＣＯ

２排出量は2013（平成25）年度比で28.5％減少しており、これは、2013（平成25）年度

以降、省エネルギー対策等の事業者の自主的な取組が一定程度進んでいることや、製

造業事業所の減少が主な要因と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 2023（令和５）年６月に施行されたＧＸ推進法や「ＧＸ実現に向けた基本方針」を

踏まえ、「脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長」の３つを同時に実現する視点で

取り組む必要があります。 

○ 低温の熱需要に対するヒートポンプの活用などの省エネルギー対策に加え、電化な

どの工場のエネルギー転換や再生可能エネルギーの導入、再生可能エネルギー電力の

調達などＣＯ２の排出が少ないエネルギーへの転換が必要です。 

○ 一方、高温の熱が必要で電化が困難な業態では、ガスコージェネレーションの導入

や、水素やアンモニアなどへのエネルギー転換が必要となります。 

○ また、国や地方公共団体、事業者の連携を通じたカーボンリサイクルやメタネーシ

ョン、ＣＣＵＳなど、技術革新も求められます。 

○ さらに、脱炭素化に資する新たなイノベーションを生み出すため、産学公等の幅広

い主体が連携し、研究開発や実証等に取り組む必要があります。 
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施策体系（小柱） 県の取組例 

○ 事業者の省エ 

ネルギー対策等

の促進 

 

・事業活動温暖化対策計画書制度の運用 

・大規模事業者の取組の「見える化」 

・中小規模事業者に対する相談体制の整備 

・金融機関と連携した融資 

・中小企業に対する省エネルギー設備の導入等支援 

○ 再生可能エネ

ルギーの導入促

進 

 

・自家消費型太陽光発電や蓄電池の導入に対する支援 

・次世代型太陽電池（ペロブスカイト）の実証等の推進 

・ソーラーシェアリングの普及 

・太陽光発電の維持管理・廃棄への対応 

・太陽光発電設置義務化の検討 

・太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入促進 

・ＶＰＰの促進 

○ 再生可能エネ

ルギー由来電力

の利用促進 

・再生可能エネルギー電力を販売する小売電気事業者と利用者のマッ

チング支援 

・再生可能エネルギー電力を安価に調達する取組の推進 

・小売電気事業者等と連携した再生可能エネルギーの地産地消の取組

の推進 

○ 水素需要の創

出と機運の醸成 

・京浜臨海部での水素供給体制を活かした水素利用の面的拡大の検討 

・水素の利活用に関する幅広い世代への情報発信 

○ 研究開発・新

技術の実用化の

促進 

 

・地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所における共同研究 

開発の実施

・大企業と県内中小企業等の連携による研究開発の取組支援 

・ベンチャー企業による新たなサービス等の開発・実証支援 

・化石燃料を使用しない施設栽培への転換促進 

○ 熱需要の脱炭

素化 

・ガスコージェネレーション、ヒートポンプの導入支援 

・燃料の脱炭素化、ＣＯ２の排出が少ないエネルギーへの転換促進の

検討 

部門 区分

排
出
量

万t-CO2

主
な
取
組
例

2030年度

産
業

2024年度 2028年度 2029年度

2013年度

大企業のＣＯ２見える化 主体的な取組の定着

中小企業等の省エネ促進 省エネの定着

企業等の研究開発・サービスなどの実証支援

1,032

2,413

1,381△57%

2027年度
中間見直し
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業務部門 

 

 

 

 

削減目標： 

△６５％ 

(2030年度) 

施策目標：  

業務部門の業務床面積当たりの年間エネルギー消費量 

再生可能エネルギーの導入量 

 

9,320ＧＪ/万m2 

270万kW以上 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で36.1％減少していま

す。 

○ 2013（平成25）年度以降、減少傾向にあり、これは、利用する電力のＣＯ２排出原単

位の改善により電力消費に伴う排出量が減少したこと、省エネルギー対策の進展等に

よりエネルギー消費原単位が改善したことが、主な要因と考えられます。 

○ また、業務部門のＣＯ２排出量と関連性の高い指標である業務床面積は、やや増加傾

向で推移していることから、業務部門では高効率設備の普及等によるエネルギー効率

の改善が一定程度進んでいることが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 公共施設や事業所におけるＺＥＢ化の推進や、太陽光発電設備の導入などを進めて

いく必要があります。 

○ また、複数の建物や地区レベルでのエネルギーの面的利用、ＶＰＰの形成やマイク

ログリッドの構築など、地域のエネルギーマネジメントの推進のほか、業務用燃料電

池など水素利用を促進していくことが必要です。 

○ 熱需要に対するヒートポンプの活用などの、省エネルギー対策に加え、電化などの

エネルギー転換や再生可能エネルギー電力の調達などＣＯ２の排出が少ないエネルギー

への転換が必要です。 
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施策体系（小柱） 県の取組例 

○ 事業者の省エ

ネルギー対策等

の促進 

・事業活動温暖化対策計画書制度の運用 

・大規模事業者の取組の「見える化」 

・中小規模事業者に対する相談体制の整備 

・金融機関と連携した融資 

・中小企業に対する省エネルギー設備の導入等支援 

○ 建築物の省エ

ネルギー対策等

の促進 

・建築物温暖化対策計画書制度の適切な運用 

・ＺＥＢの普及 

○ 再生可能エネ

ルギーの導入促

進 

・自家消費型太陽光発電や蓄電池の導入に対する支援 

・次世代型太陽電池（ペロブスカイト）の実証等の推進 

・ソーラーシェアリングの普及 

・太陽光発電の維持管理・廃棄への対応 

・太陽光発電設置義務化の検討 

・太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入促進 

・ＶＰＰの促進 

・揚水式発電所を活用した電力の需給調整 

○ 再生可能エネ

ルギー由来電力

の利用促進 

・再生可能エネルギー電力を販売する小売電気事業者と利用者のマッ

チング支援 

・再生可能エネルギー電力を安価に調達する取組の推進 

・「再エネ100宣言ＲＥ Ａｃｔｉｏｎ」への参加推進 

・小売電気事業者等と連携した再生可能エネルギー電力の地産地消の

取組の推進 

部門 区分

排
出
量

万t-CO2

主
な
取
組
例

2030年度

業
務

2024年度 2028年度 2029年度

新築建築物のＺＥＢ化 ＺＥＢの定着

太陽光発電の導入・再エネ利用の促進

459

1,306

2013年度2013年度

オフィスビル等の省エネ促進 省エネの定着

△65%
847

2027年度
中間見直し
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家庭部門 

 

 

 

 

削減目標： 

△４８％ 

(2030年度) 

施策目標 ： 

家庭１世帯当たりの年間エネルギー消費量  

新築一戸建住宅に占めるＺＥＨの割合 

再生可能エネルギーの導入量（再掲） 

 

28,600ＭＪ/世帯 

40％ 

270万kW以上 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で6.1％減少していま

す。 

○ 2013（平成25）年度から2018（平成30）年度までは減少傾向にあり、これは、利用

する電力のＣＯ２排出原単位が改善したこと、省エネルギー対策の進展等により世帯当

たりのエネルギー消費量が減少したことが、主な要因と考えられます。 

○ 一方、2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は増加しており、これは、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に伴う在宅時間の増加により、家庭におけるエネルギー消費量

が増加したことが主な要因と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ エネルギーの電化や省エネルギー化により、都市ガス及び石油の使用量を減らして

いくとともに、住宅におけるＺＥＨ化や太陽光発電設備の設置など再生可能エネルギ

ーの導入を進めていく必要があります。 

○ また、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを進めるほか、日常生活におい

て環境に配慮した行動を心がけ、省エネルギー性能に優れた家電や給湯設備への買い

替えや、家庭用燃料電池など水素利用の促進により、ライフスタイルを脱炭素型に転

換していくことが必要です。 

 



 - 94 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策体系（小柱） 県の取組例 

○ 建築物の省エ

ネルギー対策等

の促進 

・ＺＥＨの普及 

・既存住宅の省エネルギー改修の支援 

○ 脱炭素型ライ

フスタイルへの

転換の促進 

・次代を担う若年者に対する普及啓発 

・企業、団体、研究機関等と連携したイベント等 

・事業者や地域と連携した環境配慮行動に対する取組の推進 

・脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動（デコ活）を

活用した情報発信  

○ 再生可能エネ

ルギーの導入促

進 

・太陽光発電や蓄電池を導入する事業（住宅用０円ソーラー）による

支援 

・民間事業者と連携した太陽光発電の共同購入事業の促進 

・太陽光発電の維持管理・廃棄への対応 

・太陽光発電設置義務化の検討 

・太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入促進 

・揚水式発電所を活用した電力の需給調整 

○ 再生可能エネ

ルギー由来電力

の利用促進 

・近隣都県市で連携した、再生可能エネルギー電力のグループ購入の

取組 

・小売電気事業者等と連携した再生可能エネルギー電力の地産地消の

取組の推進 

部門 区分

排
出
量

万t-CO2

主
な
取
組
例

2030年度

家
庭

2024年度 2028年度 2029年度

脱炭素型ライフスタイルへの転換 脱炭素の自分事化

新築住宅のＺＥＨ化 ＺＥＨの定着

太陽光発電の導入・再エネ利用の促進

655

1,254

2013年度

△48% 599

2027年度
中間見直し
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運輸部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

削減目標： 

△２４％ 

(2030年度) 

施策目標： 

新車乗用車に占める電動車の割合（暦年）  

 

 

100％ 

    

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で20.4％減少していま

す。 

○ 2013（平成25）年度以降減少傾向にあり、これは、エネルギー使用量の８割以上を

占めている自動車において、電動車等の増加や自動車の燃費の向上等により、輸送量

当たりのエネルギー消費量が減少したことが、主な要因と考えられます。 

○ 環境性能に優れ、エネルギー効率が高い電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動車（Ｆ

ＣＶ）など電動車等の県内乗用車に占める割合は、2021（令和３）年度は25.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 乗用車やバス、タクシーなどの電動車化と充電設備の設置などを推進していくほ

か、カーシェアリング等を活用したＭａａＳなど新たなモビリティサービスの導入に

より、人流のゼロカーボン化を進めていくことが必要です。 

○ また、燃料電池トラックなど市場への導入状況を見ながら水素の活用も促進するこ

とで、貨物用車両について電動車化を進めながら、物流のゼロカーボン化を図ること

も必要です。 
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施策体系（小柱） 県の取組例 

○ 電気自動車（Ｅ

Ｖ）・燃料電池自

動車（ＦＣＶ）の

導入促進 

 

・ＥＶ・ＦＣＶの導入支援 

・ＥＶ急速充電設備の設置支援及び県内の適正配置に向けた検討 

・事業所・共同住宅へのＥＶ普通充電設備の設置支援 

・共同住宅へのＥＶ普通充電設備の整備促進に向けた普及啓発 

・水素ステーションの整備に対する支援 

○ 公共交通機関の

利用等の促進 

 

・ＭａａＳの導入促進 

・公共交通機関・自転車などの交通手段の利用促進 

・自転車利用環境の整備 

・自動車専用道路の渋滞対策や交差点の改良等による交通のボト

ルネックの解消 

・エコドライブの促進 

○ 水素需要の創出

と機運の醸成 
・ＦＣＶの導入や水素ステーションの整備に対する支援 

部門 区分

排
出
量

万t-CO2

主
な
取
組
例

2030年度

運
輸

2024年度 2028年度 2029年度

820

ＥＶ・ＦＣＶの導入促進 ＥＶ・ＦＣＶの普及

充電・充てん環境の整備 充電・充てん設備の普及

1,073

2013年度

公共交通機関等の利用促進

新たなモビリティサービスの導入促進

△24% 253

2027年度
中間見直し
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廃棄物部門 

 

削減目標： 

△４７％ 

(2030年度) 

施策目標：  

プラスチックごみの有効利用率 

食品ロス量（家庭系・事業系） 

 
一般廃棄物：100％、産業廃棄物：100％ 

県民１人１日当たりの家庭系食品ロス量：46g    

県内で発生する事業系食品ロス量：22.1万t 

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のＣＯ２排出量は、2013（平成25）年度比で10.4％減少してい

ます。 

○ 2013（平成25）年度以降減少傾向にあり、これは、産業廃棄物における廃油及び

廃プラスチック類の焼却により排出されるＣＯ２排出量が減少したことが、主な要因

と考えられます。 

○ 一方で、一般廃棄物の焼却により排出されるＣＯ２排出量は増加傾向にあり、2020

（令和２）年度は、2013（平成25）年度比で6.8％増加しており、これは、一般廃棄

物中のプラスチックが増加したことが主な要因と考えられます。 

○ また、家庭から排出され焼却されているごみは、生ごみが約３割、紙が約３割、

プラごみが約１割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ リデュース、リユース、リサイクルの「３Ｒ」に再生可能な資源の活用を意味す

る「Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ（リニューアブル）」を加えた「３Ｒ＋Ｒｅｎｅｗａｂｌ

ｅ」の推進により、ごみの排出量の削減等に取り組むことが必要です。 

○ 特に、ワンウェイプラの削減等によるプラスチックの資源循環の推進や、本来食

べられるにも関わらず廃棄される食べ物「食品ロス」の削減などに取り組む必要が

あります。 

○ また、廃棄物発電や廃熱の利用、ごみ処理の広域化・集約化なども進めていく必

要があります。 

 



 - 98 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策体系（小柱） 県の取組例 

○ 資源循環の推進 

 

・プラスチックの資源循環の推進 

・食品ロス削減に向けた取組 

・建設発生土の抑制や再利用 

・海岸の養浜材におけるしゅんせつ土砂の有効活用 

・流木の有効利用 

・特定建設資材の分別・再資源化 

○ 廃棄物の適正処理

の推進 

 

・市町村による一般廃棄物の広域的な処理、処理施設の集約化 

・市町村に対する、高効率な発電施設等を有する焼却施設におけ

る熱回収の支援 
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その他ガス 

削減目標： 

△３５％ 

(2030年度) 

施策目標： 

フロン類算定漏えい量報告において、前年度より減少し

た事業者数の割合  

 

毎年度 

50％以上  

（現状） 

○ 2020（令和２）年度のその他ガス排出量は、2013（平成25）年度比で35.6％増加して

います。 

○ その他ガスのうち、ＣＯ２の1,000倍以上の強力な温室効果があるハイドロフルオロカ

ーボン類（ＨＦＣｓ）の増加が顕著となっています。 

○ これは、オゾン層を破壊する特定フロンに代わる物質（代替フロン）として、業務用

冷凍空調機器等における冷媒としての使用量が増加したことが、主な要因と考えられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 冷媒のノンフロン（ＣＯ２やアンモニアなどフロン類以外の物質）・低ＧＷＰ（地球温

暖化への影響が小さい物質）化や、家庭用エアコン等の既にフロン類が使われている製

品からのフロン類の排出を抑制する取組などが必要です。 

施策体系（小柱） 県の取組例 

○ フロン類、メタン、

一酸化二窒素の対策 

 

（フロン類） 

・フロン類の適正な管理及び充塡・回収 

・ノンフロン・低ＧＷＰ化の取組の情報提供 

・使用済自動車に搭載されているフロン類の適切な回収の推進 

（メタン） 

・水田からのメタン排出削減に資する栽培方法の推進 

・畜産分野における温室効果ガス（メタン）発生の削減に関す

る技術開発 

（一酸化二窒素） 

・土壌診断に基づく適正施肥等の推進 

・下水汚泥焼却施設の更新にあわせた温室効果ガス排出量が少

ない施設の導入 
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吸収源対策 

 

 

 

 

 

 

 

吸収量： 

１６万t 

(2030年度) 

施策目標： 

県産木材を使用した木造施設等への支援件数（累計） 

藻場の再生面積（2027年度） 

 

595件 

51㏊ 

（現状） 

○ 県内の森林面積は約９万４千haで、県土面積の約４割を占めており、ＣＯ２を吸収す

る機能のみならず、水源の涵養、山地災害の防止、生活環境の保全、野生動植物の生

息・生育の場や木材等の林産物の供給などの多面的な機能を有しています。 

○ また、木材は大気中のＣＯ２をストックし、再生産可能であるなど環境に優しい資材

であるほか、木材の利用を進めることにより森林整備が促進され、そのことが再びＣ

Ｏ２の貯蔵につながるなど、木材の利用推進は多くの意義を有しています。 

○ さらに、本県は相模湾から東京湾に至る435㎞の海岸線を有しており、相模湾沿岸に

おける藻場等は、ＣＯ２を吸収する機能のみならず、水質の浄化や沿岸域の生物多様性

の維持、水産資源の生息場などの多面的な機能を有しています。 

○ 藻場等の造成、再生、保全技術の開発等により、ＣＯ２吸収量の増加が期待されま

す。 

 

（取組の方向性） 

○ 森林のＣＯ２吸収源対策のため、森林等の整備や木材利用を促進するとともに、海洋

のＣＯ２吸収源対策のため、藻場の再生・整備等を行っていくことが必要です。 

 

 

施策体系（小柱） 県の取組例 

○ グリーンカーボン

（森林・農地でのＣＯ

２吸収源対策）の促進 

 

・森林の整備・保全 

・特に成長に優れた品種の選抜 

・木造施設の建築等における炭素固定量等の価値に対する支 

 援 

・クレジット制度活用の検討 

・農地土壌中の炭素貯留量の増加に資する、有機農業等の環

境保全型農業の推進 

○ ブルーカーボン（海

洋でのＣＯ２吸収源対

策）の促進 

・藻場の再生・整備（早熟カジメ等の大量生産、漁業者によ

る再生活動への支援） 

・クレジット制度活用の検討 
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県庁の率先実行 

 

削減目標： 

△７０％ 

(2030年度) 

施策目標： 

公用車に占める電動車の割合（2028年度）（代替可能な車両がない

場合を除く） 

県有施設への太陽光発電の導入率（設置可能な施設のみ） 

県有施設での電力利用における再生可能エネルギーへの切り替え率 

 

100% 

 

50% 

100% 

（現状） 

○ 県庁が行う全ての事務及び事業から排出される温室効果ガスの排出量は、2022（令

和４）年度は30.1万t-CO2となっており、2013（平成25）年度の32.3万t-CO2と比較す

ると6.9％減少しています。 

○ また、2022（令和４）年度において、温室効果ガスの種類別に見ると79.1％をＣ 

Ｏ２、残りを下水道施設から主に排出される一酸化二窒素やメタン、空調から主に排

出されるフロン類などが占めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組の方向性） 

○ 2022（令和４）年度における県庁の温室効果ガス排出量は年間約30万ｔ-CO₂と、県

内の排出量の約0.5％を占めており、県庁自身が大規模排出事業者となっています。 

○ これまでも省エネルギー対策の徹底、再生可能エネルギーの導入・利用により、削

減に取り組んできましたが、これまで以上に強化して進める必要があります。 

○ また、これまではエネルギー起源由来のＣＯ２のみを削減目標の対象としていまし

たが、県庁では一酸化二窒素やメタン等の温室効果ガスも排出していることから、こ

れらの温室効果ガスも含めて目標を設定します。 

○ その上で、県庁の温室効果ガス排出量については、脱炭素社会の実現に向けた率先

的な姿勢を県内の市町村や企業などに示すため、2030（令和12）年度までに、2013

（平成25）年度比で、70％削減することを目指します。 

○ この削減目標は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出抑制等のた

めに実行すべき措置について定める計画」（令和３年10月22日閣議決定）や、本計画

の業務部門の削減目標を上回ります。 
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施策体系（小柱） 県の取組例 

○ 県有施設の省エネル

ギー対策の徹底 

 

・ＺＥＢの導入 

・建築環境総合性能評価システム(ＣＡＳＢＥＥ)でＡランク以 

上の取得 

・照明を2027年度までに原則ＬＥＤ化するなど省エネルギー設 

備の導入 

・浄水場や下水処理場などにおける、省エネルギーの効果の高

い設備の導入 

○ 公用車へのＥＶ・Ｆ

ＣＶ等の導入推進 

 

・県公用車を2028年度までに全て電動車化（代替可能な車両が

ない場合を除く） 

・庁舎における充電環境の整備 

・エコドライブの実施、公共交通機関の利用促進 

○ 県有施設の再生可能

エネルギーの活用 

 

・太陽光発電を設置可能な県有施設について、2030年度までに 

50％、2040年度までに100％の導入、蓄電池の導入 

・全ての県有施設において使用する電力を、2030年度までに再 

生可能エネルギー100％に切り替え 

・再生可能エネルギー由来の非化石証書等、環境価値購入の 

検討 

○ 環境全般に配慮した

取組 

・職員の脱炭素の自分事化 

・環境に配慮した調達の実施 

・ＤＸの推進 

・フロン類の排出抑制 



 - 103 - 

【参考】2030（令和12）年度における部門別排出量の主な推計方法 

部 門 将来（2030年度）における主な推計方法 

産業部門 

・活動量は、国の資料を参考に製品出荷額等を加味して推計した。 

・エネルギー消費量は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換

等に関する法律に基づく削減率等を参考に推計した。 

・電化率は、「2050年脱炭素社会実現に向けたシナリオに関する―分析」国立環境

研究所 アジア太平洋統合評価モデル(AIM)の資料を参考に推計した。 

・電力排出係数は、国が目標としている「2030年度におけるエネルギー需給の見通

し」から0.250 kg-CO2/kWhを用いた。 

・県内の大規模排出事業者の生産設備の休止による削減量を見込んだ。 

業務部門 

・活動量は、県の将来人口推計等を参考に推計した。 

・ＬＥＤの普及率は、日本照明工業会『Lighting Vision 2030』（LED)を参考に推

計した。 

・ＺＥＢの普及率及び電化率は、「2050年脱炭素社会実現に向けたシナリオに関す

る―分析」国立環境研究所 アジア太平洋統合評価モデル(AIM)の資料を参考に

推計した。 

・電力排出係数は、国が目標としている「2030年度におけるエネルギー需給の見通

し」から0.250 kg-CO2/kWhを用いた。 

家庭部門 

・活動量は、県の将来人口推計等を参考に推計した。 

・ＬＥＤの普及率は、日本照明工業会『Lighting Vision 2030』（LED)を参考に推

計した。 

・ＺＥＢの普及率及び電化率は、「2050年脱炭素社会実現に向けたシナリオに関す

る―分析」国立環境研究所 アジア太平洋統合評価モデル(AIM)の資料を参考に

推計した。 

・電力排出係数は、国が目標としている「2030年度におけるエネルギー需給の見通

し」から0.250 kg-CO2/kWhを用いた。 

運輸部門 

・活動量は、国の自治体排出量カルテ等を参考に推計した。 

・旅客用自動車におけるＥＶ・ＦＣＶ等の普及率は、「2050年脱炭素社会実現に向 

けたシナリオに関する―分析」国立環境研究所 アジア太平洋統合評価モデル

(AIM)の資料を参考に推計した。 

・貨物用自動車におけるＥＶ・ＦＣＶ等の普及率は、「公益社団法人 全日本トラ

ック協会 トラック運送業界の環境ビジョン2030」等の資料を参考に推計した。 

廃棄物部門 

・活動量は、県の廃棄物に関する調査報告書等を参考に推計した。 

・プラスチック等の削減率は、国の廃プラスチック等の焼却量の削減率を参考に推

計した。 

※ エネルギー転換部門、その他ガスは、国の削減目標等に準じて設定している。 
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 (2) 温対法に定められた事項と施策の実施に関する目標 

○ 温対法では、その区域の自然的社会的条件に応じた再エネ利用促進等の施策に関

する事項に加えて、施策の実施に関する目標（①再エネの利用促進、②事業者・住

民の削減活動促進、③地域環境の整備、④循環型社会の形成）を定めることとされ

ています。 

○ 県の施策体系において、施策の効果を検証する単位としての中柱ごとに設定した

施策の実施に関する目標（ＫＰＩ）について、同法への対応関係を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

温対法に定められた事項 ＫＰＩ 

再エネの利用促進 ○再生可能エネルギーの導入量 

○県有施設への太陽光発電の導入率（設置可能な施設のみ） 

○県有施設での電力利用における再生可能エネルギーへの 

切り替え率 

事業者・住民の削減活動

促進 

○産業部門の県内総生産当たりの年間エネルギー消費量 

○業務部門の業務床面積当たりの年間エネルギー消費量 

○家庭１世帯当たりの年間エネルギー消費量 

○新築一戸建住宅に占めるＺＥＨの割合 

○新車乗用車に占める電動車の割合（暦年） 

○環境・エネルギー学校派遣事業の受講者数（累計） 

地域環境の整備 ○脱炭素推進に資する新規プロジェクト支援件数（累計） 

○県産木材を使用した木造施設等への支援件数（累計） 

○藻場の再生面積 

○公用車に占める電動車の割合（代替可能な車両がない場合 

を除く） 

循環型社会の形成 ○プラスチックごみの有効利用率 

○食品ロス量（家庭系・事業系） 

○フロン類算定漏えい量報告において、前年度より減少した 

事業者数の割合 



 - 105 - 

３ 適応策 

(1) 県内における気候変動の将来予測 

神奈川県における将来の地球温暖化による影響を整理するには、まず、気温や降水

量、その他極端な気象現象など、各分野への影響をもたらす気候変動の予測情報を整

理する必要があります。 

気候変動の予測については、国の関係省庁の調査や研究プロジェクトの成果があり

ますが、ここでは、文部科学省及び気象庁が2020（令和２）年にまとめた「日本の気

候変動2020 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—」を参考に、本県に関

係する部分を記載します。本報告書の将来予測に関しては、ＩＰＣＣ第５次評価報告

書でも用いられたＲＣＰ2.6（２℃上昇シナリオ）及びＲＣＰ8.5（４℃上昇シナリ

オ）に基づく予測結果を中心に記述されています。 

なお、「将来予測」とは、21世紀末時点の予測を20世紀末又は現在と比較したもの

です。 
 
 

（参考）ＲＣＰシナリオとは 

 ＲＣＰ（Representative Concentration Pathways：代表的濃度経路）シナリオは、将来の

温室効果ガスが安定化する濃度レベルと、そこに至るまでの経路のうち代表的なものを選び

作成されたものです。ＲＣＰに続く数値が大きいほど、2100年における放射強制力28が大きい

ことを意味しています。 

 ＩＰＣＣ第５次評価報告書によると、４つのＲＣＰシナリオと、2081年～2100年における

世界平均気温の上昇量（1986～2005年比）の関係は以下のとおりで、その値が小さいほど、

「厳しい温暖化対策を取った」シナリオである、と言うこともできます。29 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

なお、ＩＰＣＣ第６次評価報告書（ＡＲ６）では、このＲＣＰとＳＳＰ（Shared 

Socioeconomic Pathways：共有社会経済経路。将来の社会経済の発展の傾向を仮定したも

の）を組み合わせたシナリオが使用されています。 

ＲＣＰ2.6は、パリ協定の２℃目標が達成された世界であり得る気候の状態に相当し、ＩＰ

ＣＣ第６次評価報告書のＳＳＰ1-2.6に近いシナリオです。また、ＲＣＰ8.5は、追加的な緩

和策を取らなかった世界であり得る気候の状態に相当し、ＩＰＣＣ第６次評価報告書のＳＳ

Ｐ5-8.5に近いシナリオです。 
 
 

                         
28
 地球温暖化を引き起こす効果のこと。 

29
 本文及び図は、気象庁「ＩＰＣＣ第５次評価報告書第１作業部会報告書政策決定者向け要約」及び環境省気候変動適応情報プラッ 

トフォームポータルサイト（Ａ－ＰＬＡＴ）（https://adaptation-platform.nies.go.jp/webgis/guide.html）を一部改編して引用。  
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予測結果 

ア 気温（年平均気温・猛暑日・真夏日・熱帯夜・冬日）30 

21世紀末の神奈川県では、年平均気温は、ＲＣＰ2.6では約1.3℃上昇、ＲＣＰ

8.5では約4.2℃上昇することが予測されています。また、いずれのシナリオでも猛

暑日・真夏日・熱帯夜は増加し、冬日の日数は減少すると予測されています。 

表：気温に関する将来予測 

項目 
ＲＣＰ2.6 ＲＣＰ8.5 

神奈川県 全国 神奈川県 全国 

年平均気温 約 1.3℃上昇 約 1.4℃上昇 約 4.2℃上昇 約 4.5℃上昇 

猛暑日 約３日増加 約 2.8 日増加 約 27 日増加 約 19.1 日増加 

真夏日 約20日増加 増加31 約64日増加 増加31 

熱帯夜32 約18日増加 約９日増加 約67日増加 約40.6日増加 

冬日 約９日減少 約16.7日減少 約18日減少 約46.8日減少 

 猛暑日：日最高気温35℃以上、真夏日：日最高気温30℃以上、熱帯夜：日最低気温25℃以上、 
冬日：日最高気温０℃未満 

 

イ 降水 30 

21世紀末の神奈川県では、滝のように降る雨（１時間降水量50mm以上）が増加

し、雨の降らない日（日降水量1.0mm未満）が増加するなど、雨の降り方が極端に

なることが予測されています。 

表：降水に関する将来予測 

項目 
ＲＣＰ2.6 ＲＣＰ8.5 

神奈川県 全国 神奈川県 全国 

滝のように降る雨 
約 1.5 倍に 

増加 
約 1.6 倍に 

増加 
約 2.2 倍に 

増加 
約 2.3 倍に 

増加 

雨の降らない日 約５日増加 
有意な変化は 

予測されない 
約10日増加 約8.2日増加 

 

ウ 台風 

・ 日本付近の台風の強度は強まると予測されています。 

・ 日本付近の台風に伴う雨の年間総量に変化はありませんが、個々の台風の降水

量は増加すると予測されています。 

・ 令和元年10月６日に発生した台風19号について、環境省が実施した地球温暖化

が進行した将来のシミュレーション33によると、現在よりもより強い勢力を保っ

                         
30 アイにおける神奈川県の将来予測は、東京管区気象台「神奈川県の気候変動」より引用。 
31
 「日本の気候変動2020」ではＲＣＰ2.6・ＲＣＰ8.5のいずれでも真夏日は増加するとされているものの、日本全国的な定量的な予

測は示されていない。 
32 一般に熱帯夜は夜間の最低気温が 25℃以上のことを指すが、「日本の気候変動2020」においては、日最低気温が 25℃以上の日を

便宜的に熱帯夜と呼んでいる。 
33 環境省「気候変動による災害激甚化に関する影響評価結果について～地球温暖化が進行した将来の台風の姿～」 
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図：SI-CAT海洋モデルによる21世紀末における日本近海の海面水位(年平均)の20世紀末からの上昇幅(m) 

*

*

*

*

*

たまま日本に接近し、関東・東北地方により多くの雨をもたらすとともに、浸水

被害が発生する地域がさらに広がり、浸水経験の少ない地域においても洪水が発

生する可能性が高まることが示されています。 

 

エ 海面水温34 

関東沖海域はＲＣＰ8.5において、約3.02～3.60℃上昇することが予測されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 海面水位、高潮34 

 ・ 神奈川県周辺の沿岸の平均海面水位は、ＲＣＰ2.6で0.38ｍ（0.21～0.55ｍ）、

ＲＣＰ8.5で0.70ｍ（0.45～0.95ｍ）上昇すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 台風の強度が強くなることで、東京湾の高潮（潮位偏差35）が増大するとの事

例研究が報告されています。 

                         
34 エオの図は文部科学省及び気象庁「日本の気候変動 2020 — 大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書 —」（詳細版）を一部

改編して引用。 
35 実際の潮位と天文潮位の差。 

図：SI-CATモデルデータに基づく、21世紀末における日本近海の海域平均海面水温の20世紀末からの上昇幅(℃) 

「*」：95%以上で統計的に有意な値 「#」：統計的に有意な長期変化傾向が見出せない 
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(2)  気候変動の影響 

県では、国の気候変動影響評価報告書の評価を踏まえて、特に影響が大きいと考

えられる項目等（分野、大項目、小項目）を、次の基準により抽出し、本県におけ

る気候変動の影響を取りまとめました。 

ここでは、本編に記載のある項目等を含め、すべての項目について、本県におけ

る影響等を記載します。 

【抽出基準】 

① 「重大性」が「特に重大な影響が認められる」とされており、かつ「確信度」

が「高い」もののうち、神奈川県に当てはまるもの 

② 「重大性」が「特に重大な影響が認められる」とされ、「確信度」が「中程

度」又は「低い」とされているもののうち、神奈川県内で現在の影響が確認され

ているもの 

③ その他、神奈川県において特に当てはまると考えられるもの 

 

 

 

 

分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

農
業
・
林
業
・
水
産
業 

農業 

水稲 

○全国で気温の上昇による品
質低下（白未熟粒の発生、
一等米比率の低下等）等の
影響が確認 

□温暖化が最も進んだ場合
（ＲＣＰ8.5）、品質に関し
て高温リスクを受けやすい
コメの割合が増加 

● 

● ● ① 

○□品質低下（白未熟粒、
一等米比率低下など） 

● 

野菜等 

○収穫期の早期化、生育障害
の発生頻度の増加等 

□栽培時期の変化や栽培地域
の北上等 

◆ ● ▲ ③ 

○□野菜における秋冬期の
高温による生育の前進化
や花芽分化の遅延 

○□花き類における夏期の
高温による生育不良 

果樹 

○近年の温暖化に起因する障
害がほとんどの樹種・地域
に及んでいる（カンキツで
の浮皮・生理落果、ニホン
ナシでの発芽不良等） 

□ウンシュウミカン等の栽培
適地の変化、ニホンナシの
低温要求量が高い品種の栽
培が困難な地域拡大 

● 

● ● ① 

○□高温による生育障害
（カンキツでの浮皮、リ
ンゴ・ブドウでの着色不
良や着色遅延など） 

○□冬期の温暖化で開花が
前進傾向 

○□凍霜害リスクの増大 ● 

凡例 
【重大性】●：特に重大な影響が認められる  ◆：影響が認められる －：現状では評価できない 
【緊急性】●：高い     ▲：中程度   ■：低い       －：現状では評価できない 
【確信度】●：高い     ▲：中程度   ■：低い       －：現状では評価できない 

２段になっている重大性評価は、上段は地球温暖化を抑えたケース（ＲＣＰ2.6）、下段は地球温暖 
化が最も進んだケース（ＲＣＰ8.5）の評価 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

農
業
・
林
業
・
水
産
業 

農業 

麦 、 大
豆 、 飼 料
作物等 

○□生育期間の短縮 
○□収量の変化 
○□品質低下、生育障害の発
生 

● ▲ ▲ ② 

○□気温上昇に伴う飼料作
物（トウモロコシ）の二
期作適地の拡大 

○□病虫害の発生 

畜産 

○肉用牛、豚の成育や肉質の
低下、採卵鶏の産卵率や卵
重の低下、肉用鶏の成育の
低下、乳用牛の乳量・乳成
分の低下等 

□乳用牛、肥育去勢豚、肉用
鶏の成長低下 

● ● ▲ ② 

○□高温による家畜の熱射
病、生産性（乳量、肥育
家畜の増体、産卵率な
ど）や繁殖性の低下、死
廃率の増加など 

病 害 虫 ・
雑草等 

○□害虫では、気温上昇によ
る分布の北上・拡大、発生
量の増加等が報告・指摘 

● ● ● ① 
○□生育適温が高い病害虫

（ミナミアオカメムシ
等）の発生 

農 業 生 産
基盤 

○少雨等による農業用水の不
足や農業利水施設への影響
が発生 

□強雨による低標高の水田に
おける被害リスクが増加 

● ● ● ① 

○□豪雨等による農地、農
業用排水路、農道等の被
害 

食料需給 

○主要穀物（小麦、大豆、ト
ウモロコシ、コメ）を中心
に、世界各地で気候変動に
よる収量減少、社会・経済
に影響波及 

□世界全体で、コメ、小麦、
大豆、トウモロコシの収量
減少 

◆ ▲ ● － － 

林業 

木材生産 
( 人 工 林
等) 

○スギの衰退、マツ材線虫病
被害の危険度の上昇 

□スギ人工林の脆弱性増加 
● ● ▲ － － 

特 用 林 産
物 （ き の
こ類等） 

○シイタケ原木栽培における
病害の発生地が拡大 

□シイタケ原木栽培の害虫の
出現時期の早まりや発生日
数が増加 

● ● ▲ ③ 

□夏場の気温上昇による病
害菌の発生やシイタケの
子実体（きのこ）の発生
量の減少 

水産業 

回 遊 性 魚
介 類 （ 魚
類 等 の 生
態） 

○主要水産資源（回遊性魚介
類）の分布域の変化 

□回遊性魚介類の分布回遊範
囲及び体のサイズが変化 

● ● ▲ ② 

○□海藻や貝類等の定着性
水産生物の変化 

 

増養殖業 

○養殖業や内水面漁業におけ
る魚類・貝類のへい死 

□一部の魚類・貝類で夏季の
水温上昇により生産が不適
になる海域が発生 

□海洋酸性化による貝類養殖
への影響 

● ● ▲ ② 

○□海藻や貝類等の定着性
水産生物の変化 

 

沿 岸 域 ・
内 水 面 漁
場環境等 

○□南方系魚種数の増加、北
方系魚種数の減少 

○□藻場の減少や構成種の変
化 

● 

● ▲ ② 

○□渓流魚の漁場の縮小 
○□在来の生態系の変化

（渓流魚や湧水依存の魚
類の減少、南方系の国外
外来種の定着や南方系の
国内移入種の分布拡大
等） 

● 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

水
環
境
・
水
資
源 

水環境 

湖沼・ 
ダム湖 

○□水温の上昇傾向、水温上
昇に伴う水質の変化 

◆ 

▲ ▲ － 

□水温上昇、溶存酸素の低

下、富栄養化、藻類の増

加、大雨による懸濁物質

の増加 
● 

河川 
○□水温の上昇傾向、水温上
昇に伴う水質の変化 ◆ ▲ ■ － 

□水温上昇、溶存酸素の低
下、藻類の増加、大雨に
よる懸濁物質の増加 

沿 岸 域 及
び 閉 鎖 性
海域 

○表層海水温の上昇傾向、沿
岸海域のpHの酸性化傾向が
報告 

◆ ▲ ▲ ③ 
□東京湾の貧酸素水塊※４の
発生規模の増大 
 

水資源 

水供給(地
表水) 

○無降雨・少雨が続くこと等
により日本各地で渇水が発
生し、給水制限が実施 

□渇水の深刻化 

● 

● ● ① 

□渇水リスクの増大 

● 

水供給(地
下水) 

○高波発生による飲用井戸水
への海水流入 

□海面水位上昇による地下水
の塩水化 

● ▲ ▲ － － 

水需要 

○気温上昇による水使用量の
増加 

□気温上昇による飲料水、農
業用水等の需要増加 

◆ ▲ ▲ － － 

自
然
生
態
系 

陸域 
生態系 

高 山 帯 ・
亜高山帯 

○□高山帯・亜高山帯の植生
の衰退や分布の変化 

● ● ▲ － 該当なし 

自 然 林 ・
二次林 
※５ 

○□分布適域の移動や拡大・
縮小 

◆ 

● ● 
③ 
① 

○複合影響による丹沢山地
の高標高域におけるブナ
林の衰退 

□気候変動の影響による丹
沢山地の高標高域におけ
るブナ林の衰退 

● 

里 地 ・ 里
山生態系 

○モウソウチク・マダケの分
布が拡大 

□モウソウチク・マダケの分
布適域拡大 

◆ ● ■ ― ― 

人工林 

○水ストレスの増大によるス
ギ林の衰退 

□スギ人工林の年間蒸散量増
加による脆弱性増加 

● ● ▲ ― ― 

野 生 鳥 獣
の影響 

○□ニホンジカなどの野生鳥
獣の生息域の拡大 

○ニホンジカの分布拡大に伴
う植生への食害・剥皮被
害、ヤマビルの分布拡大 

● ● ■ ― ― 

物質収支 

○森林土壌からの二酸化炭素
（ＣＯ2）と一酸化二窒素
（Ｎ2Ｏ）の放出、メタン
（ＣＨ4）の吸収の増加 

□森林土壌の含水量低下、表
層土壌の乾燥化の進行 
→細粒土砂の流出と濁度回
復の長期化、降雨流出応答
の短期化 

● ▲ ▲ ― ― 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

自
然
生
態
系 

淡水 
生態系 

湖沼 

○水草の種構成の変化 
□アオコを形成する植物プラ
ンクトンが増加し、水質が
悪化 

● ▲ ■ ― ― 

河川 

○魚類の繁殖時期の早期化・
長期化 

□大規模な洪水頻度増加によ
る濁度成分の河床環境への
影響、魚類・底生生物・付
着藻類等への影響 

● ▲ ■ ― ― 

湿原 

○湿度低下・蒸発散量の増
加・積雪深の減少等による
乾燥化 

□降水量の変化や地下水位の
低下により、雨水滋養型の
高層湿原の植物群落に影響 

● ▲ ■ ― ― 

沿岸 
生態系 

亜熱帯 

○サンゴの白化現象の頻度増
大、サンゴの分布の北上 

□日本近海からサンゴの生育
適域が消失 

● 

● ● ― 該当なし 
● 

温 帯 ・ 亜
寒帯 

○□低温性から高温性の種へ
の遷移 

□藻場生態系の劣化 

● ● ▲ ② 

○低温性の種から高温性の
種への遷移 

□水温の上昇や植食性魚類
の分布北上に伴う藻場生
態系の劣化 

海洋 
生態系 

海洋 
生態系 

○植物プランクトンの現存量
と一次生産力の減少 

□日本周辺の海洋保護区につ
いて、気候変動に対する脆
弱性が示唆 

● ▲ ■ ― ― 

その他 

生物季節 
○□植物の開花や動物の初鳴
きの早まりなど、動植物の
生物季節の変動 

◆ ● ● － － 

分 布 ・ 個
体 群 の 変
動 

○□分布域の変化
やライフサイク
ル等の変化 

□外来生物の分布
拡大や定着が促
進 

在来 ● ● ● 

① 
③ 

□分布域の変化、ライフサ
イクル等の変化 

外来 ● ● ▲ 

生 態 系
サ ー ビ
ス 

― 

○生態系の生物種構成・生物
季節・種間の相互作用の変
化が生態系サービス（生物
多様性を基盤とする生態系
がもたらす恵み）への影響
が生じているとする報告あ
り 

● - - － 

□短時間降雨量の増大によ
って、森林生態系の基盤
が損なわれ、森林の公益
的機能の低下に影響を及
ぼす可能性 

自
然
災
害
・
沿
岸
域 

河川 洪水 

○大雨事象の発生頻度が増加
傾向 

□洪水を起こしうる大雨事象
の増加や洪水ピーク流量・
氾濫発生確率の増加や被害
額の増加 

● 

● ● ① 

○□現在の整備水準を上回
る降雨による、浸水被害
や施設被害の発生 

○□ダム管理施設等の被害 

● 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

自
然
災
害
・
沿
岸
域 

河川 内水 

○大雨事象の発生頻度が増加
傾向 

□内水氾濫による浸水の影響
を受けることが想定される
人口の増加、内水災害被害
額の増加 

● ● ● ① 

○□短時間強雨による浸水
被害 

沿岸 

海 面 水 位
の上昇 

○□日本周辺の海面水位が上
昇傾向 

● ▲ ● ① 

○海面水位の上昇傾向 
□海面上昇等に伴う高潮等

による被災リスクや海岸
侵食傾向の高まり 

高 潮 ・ 高
波 

○極端な高潮位の発生 
□台風の規模や経路の変化に
よる高潮偏差の増大や高波
リスクの増大 

● ● ● ① 

○□港湾及び漁港防波堤等
の被害 

○□急潮等による定置網な
どの被害 

海岸侵食 
□海面水位の上昇に伴う砂浜
の消失 

● 
▲ ● ① 

□海面上昇等による海岸侵
食 ● 

山地 
土 石 流 ・
地 す べ り
等 

○多数の深層崩壊や同時多発
型表層崩壊の発生、土砂・
洪水氾濫のような大規模複
合災害の発生 

□厳しい降雨条件下における
土砂・洪水氾濫の発生頻度
の増加等 

● ● ● ① 

○□土砂災害や山地災害の
増加、被害の拡大 

その他 強風等 

○台風の最大強度の空間位置
の変化や進行方向の変化に
影響 

□強風や強い熱帯低気圧の割
合の増加 

□強い台風の増加等に伴う中
山間地域での風倒木災害の
増大 

● ● ▲ － 

□風倒木による人家等への
被害の発生増加 

 
 

複 合 的
な 災 害
影響 

― 

□極端な大雨により、流域に
表層崩壊や土石流が発生す
ることで、河床の上昇に伴
う土砂・洪水氾濫、流木量
の増加。深層崩壊に伴う天
然ダムの形成。 
→下流域の洪水氾濫が拡大
し、同時多発的に起きれば
影響被害はさらに拡大 

－ － － － － 

健
康 

冬 季 の
温暖化 

冬季 
死亡率等 

○低温による死亡者数・死亡
率が増加傾向（特に高齢
者） 

□低温関連死亡の割合減少
（高齢者人口増加のため、
低温関連死亡数自体は増
加） 

◆ ▲ ▲ － － 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

健
康 

暑熱 

死 亡 リ ス
ク等 

○日本全国で気温上昇による
超過死亡※６の増加傾向が確
認 

□気温上昇により心血管疾患
による死亡者数が増加、暑
熱による高齢者の死亡者数
が増加 

● ● ● ① 

○□暑熱による超過死亡※６

の増加 

熱中症等 

○熱中症による救急搬送人
員、医療機関受診者数・熱
中症死亡者数は増加傾向 

□気温上昇により、特に高齢
者の熱中症リスクが増加 

● ● ● ① 

○□熱中症搬送者数の増加 
 

感染症 

水 系 ・ 食
品 媒 介 性
感染症 

○□水系・食品媒介性感染症

のリスクの増加 
◆ ▲ ▲ － 

□食中毒・消化器感染症の
増加 

節 足 動 物
媒 介 感 染
症 

○蚊媒介感染症の国内への輸

入感染症例やダニ等により

媒介される感染症の報告件

数が増加傾向 

□ヒトスジシマカやアカイエ

カの活動期間の長期化 

● ● ▲ ② 

○蚊媒介感染症の輸入感染
症例の増加 

□県内での感染連鎖の発生 

そ の 他 の
感染症 

○インフルエンザ、手足口

病、水痘、結核といった感

染症の発生の季節性が変化 

□感染症発生の季節性の変化

や発生リスクの変化 

◆ ■ ■ － 

□季節問わず、様々な感染
症発生のリスクが増加 

その他 

温 暖 化 と
大 気 汚 染
の 複 合 影
響 

○光化学オキシダントとオゾ
ン濃度の報告で経年的増加
傾向を確認 

□2020年代までにオゾン・Ｐ

Ｍ2.5による早期死亡者数が

増加するが、その後は死亡

者数が減少に転じると推測 

◆ ▲ ▲ ③ 

○□高温期の長期化による
光化学スモッグやＰＭ
2.5の高濃度化 

○□温室効果をもつ大気汚
染物質の増加による健康
への影響 

脆 弱 性 が
高 い 集 団
への影響 
(高齢者・
小児・ 
基礎疾患 
有病者等) 

○暑熱による高齢者の日射
病・熱中症リスク 

□暑熱による高齢者の死亡者
数が増加 

● ● ▲ － － 

そ の 他 の
健康影響 

○□気温上昇による睡眠の質
の低下、だるさや疲労感な
どの健康影響の発生・増加 

◆ ▲ ▲ － － 

産
業
・
経
済
活
動 

製造業 ― 

○大雨発生回
数の増加に
より水害リ
スクが増加 

□海面上昇に
より、東京
湾周辺で損
失が発生 

 製造業 ◆ ■ ■ 

③ 

○□強い台風等の発生割合
の増加による工場の浸水
被害や設備の損傷等の水
害リスクの増加 

 
食品 
製造業 

● ▲ ▲ 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

産
業
・
経
済
活
動 

エ ネ ル
ギー 

エ ネ ル ギ
ー需給 

○猛暑により想定を上回る電
力需要を記録 

○強い台風等によるエネルギ
ー供給インフラへの被害 

◆ ■ ▲ － － 

商業 － 
□季節性を有する製品の売上
や販売計画への影響 

◆ ■ ■ － － 

金融 
・保険 

－ 
○□自然災害に伴う保険損害
の増加 

● ▲ ▲ － － 

観光業 レジャー 

○自然資源(森林、雪山、砂
浜、干潟等)を活用したレジ
ャーへ影響を及ぼす可能性 

□夏季は気温の上昇等により
観光快適度が低下するが、
春季や秋～冬季は観光快適
度が上昇 

◆ ▲ ● ③ 

○□台風や大雨等による風
水害の発生に伴う観光客
の減少 

建設業 － 

○暑中コンクリート工事の適
用期間の長期化 

○職場における熱中症死亡
者、死傷者数は建設業が最
多 

□建築物の空調熱負荷の増加 

● ● ■ － － 

医療 － 

○異常高温による救急搬送量
への影響 

○医療機関における洪水浸水
被害の発生 

◆ ▲ ■ － － 

その他 

海外影響 
○□世界全体での作物生産量
の変動による価格への影響 

◆ ■ ▲ － － 

その他 

□国際支援の弱体化や負担等
の増加、資源管理をめぐる
対立の激化 

□資源管理、環境移民、脆弱
な人々への補償等をめぐ
り、国際社会が不安定化 

－ － － － － 

県
民
生
活
・
都
市
生
活 

都 市 イ
ンフラ 
、 ラ イ
フ ラ イ
ン等 

水 道 、 交
通等 

○□大雨・台風・渇水等によ
る各種インフラ・ライフラ
インへの影響 

● ● ● ① 

○□短時間強雨や渇水の増
加、強い台風の増加等に
よるインフラ等への影響 

○□台風等による廃棄物処
理施設の被災、災害廃棄
物の発生 

文化・ 
歴史 
などを 
感 じ る
暮らし 

生物季節 
、 伝 統 行
事 ・ 地 場
産業等 

○サクラ、イチョ
ウ、セミ、野鳥
等の動植物の生
物季節が変化 

○サクラの開花の
早期化が地元の
祭行事に影響 

□サクラの花見が
できる日数の減
少、サクラを観
光資源とする地
域への影響 

生物季節 ◆ ● ● － － 

伝統、 
地場産業 
等 

－ ● ▲ － － 
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分
野 

大
項
目 

小
項
目 

国 気候変動影響評価報告書 神奈川県 

 
※１ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

評価※２ 
抽
出
基
準 

※３ 

現在の影響(○)、 
将来予測される影響(□) 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

県
民
生
活
・
都
市
生
活 

その他 
暑 熱 に よ
る 生 活 へ
の影響 

○□気候変動による気温上昇
にヒートアイランドの進行
による気温上昇が重なるこ
とで、熱ストレスが増大 

● ● ● ① 

○□熱中症リスクの増大、
睡眠障害、屋外活動への
影響等 

※１ 表内に記載の内容は、気候変動影響評価報告書の小項目ごとの記載を一部抜粋したもので、地球温暖化との

関係性について、十分な科学的根拠は未だ得られていないもの、直接関連付けて分析した研究・報告の多くな

いもの等も含まれていることに、注意が必要である。 

※２ 「重大性」「緊急性」「確信度」の意見具申の評価は、全国的に判断したもの 

※３ 表内に記載の内容は、気候変動影響評価報告書の記載のうち、本県において、影響が出ている、又は、将来

影響が予測されると考えられるものを記載しており、地球温暖化との関係性について、十分な科学的根拠は未

だ得られていないもの、直接関連付けて分析した研究・報告が多くないもの等も含まれていることに、注意が

必要である。 

   また、本県における影響が不明と思われる項目については、「―」を記載している。 

※４ 貧酸素水塊：一般的に、海水中の酸素濃度が2.5mL/L以下の、酸素が少ない海水のこと。夏場の東京湾の海

底ではこの「貧酸素水塊」が毎年発生している。 

※５ 二次林：もともとあった森林に伐採などの人為的な撹乱がされた後、自然に再生された森林 

※６ 超過死亡：直接・間接を問わずある疾患により総死亡がどの程度増加したかを示す指標 
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４ 神奈川県地球温暖化対策推進条例 
 
目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 
第２章 地球温暖化対策に関する施策 

第１節 地球温暖化対策計画等（第７条～第９条） 
第２節 事業活動に関する地球温暖化対策（第10条～第17条） 
第３節 建築物に関する地球温暖化対策（第18条～第32条） 
第４節 開発事業に関する地球温暖化対策（第33条～第39条） 
第５節 再生可能エネルギー等環境配慮技術の研究開発及び活用の促進（第40条・第41条） 
第６節 森林等の整備、保全等（第42条） 
第７節 交通に関する地球温暖化対策（第43条～第45条） 
第８節 日常生活等における地球温暖化対策（第46条・第47条） 
第９節 教育及び学習の振興（第48条） 
第10節 事業の登録（第49条～第52条） 
第11節 広域的な連携による地球温暖化対策の推進（第53条・第54条） 

第３章 雑則（第55条～第60条） 
附則  

第１章 総則 
（目的） 
第１条 この条例は、地球温暖化を防止することが人類共通の課題であること、また、地球温暖化の影響が既に

現れていることに鑑み、神奈川県環境基本条例（平成８年神奈川県条例第12号）の本旨を達成するため、地球
温暖化対策の推進について、基本理念を定め、及び県、事業者、県民、建築主等の責務を明らかにするととも
に、地球温暖化対策に関する施策の実施について必要な事項を定めることにより、事業者及び県民の自主的な
取組を促進することを通じて、地球温暖化対策の推進を図り、もって良好な環境を将来の世代に引き継いでい
くことを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることに

より、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 
(2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化（以下「温室効果ガスの

排出の量の削減等」という。）その他の地球温暖化の防止を図るための取組をいう。 
(3) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「法」という。）第２

条第３項に規定する温室効果ガスをいう。 
(4) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出さ

せ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電気を熱源とするものに限る。）を使用することを
いう。 

(5) 再生可能エネルギー等 太陽光、風力その他の永続的に利用することができると認められるエネルギー源
であって規則で定めるものを利用したエネルギー（第９条第３項において「再生可能エネルギー」とい
う。）及び温室効果ガスの排出の量の削減に著しく寄与する機械器具であって規則で定めるものをいう。 

（基本理念） 
第２条の２ 地球温暖化対策の推進は、2050年までの脱炭素社会の実現（令和32年までに、人の活動に伴って発

生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡
が保たれた社会を実現することをいう。）を旨として、行われなければならない。 

（県の責務） 
第３条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、地球温暖化対策に関する総合

的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 県は、前項の施策について、市町村及び事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団

体等」という。）と連携し、及び協働して実施するよう努めるものとする。 
３ 県は、市町村及び民間団体等が行う地球温暖化対策が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 
（事業者の責務） 
第４条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、温室効果ガスの排出の量の削減に

積極的に取り組むよう努めなければならない。 
２ 事業者のうち、その事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスを排出する事業者として規則で定めるもの

（以下「特定大規模事業者」という。）は、地域の地球温暖化対策の推進に貢献するよう努めなければならな
い。 

（県民の責務） 
第５条 県民は、基本理念にのっとり、地球温暖化対策の重要性についての関心と理解を深めるとともに、温室

効果ガスの排出の量の削減等に積極的に取り組むよう努めなければならない。 
（建築主等の責務） 
第６条 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の新

築、増築又は改築（以下「新築等」という。）をしようとする者は、基本理念にのっとり、当該建築物に係る
温室効果ガスの排出の量の削減を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 建築物を所有し、又は管理する者は、その所有し、又は管理する建築物について、エネルギーの使用の効率
性に関する性能（第32条において「省エネルギー性能」という。）を維持し、又は向上させるよう努めなけれ
ばならない。 

第２章 地球温暖化対策に関する施策 
第１節 地球温暖化対策計画等 

（地球温暖化対策計画） 
第７条 知事は、地球温暖化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する

基本的な計画（以下この条において「地球温暖化対策計画」という。）を定めなければならない。 
２ 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
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(1) 地域の地球温暖化対策の基本方針 
(2)  県内における温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標 
(3) 法第21条第３項各号に掲げる事項 
(4) 地球温暖化の影響への適応を図るための取組に関する事項 
(5) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

項 
３ 知事は、地球温暖化対策計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。 
４ 知事は、毎年度、地球温暖化対策計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表するものとする。 
（県の施策等の企画等に当たっての配慮） 
第８条 県は、法第21条第８項に定めるもののほか、地球温暖化に影響を及ぼすと認められる施策及び事業の企

画及び実施に当たっては、地球温暖化の防止について配慮するものとする。 
（事務事業温室効果ガス排出削減計画） 
第９条 知事は、県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減に関する計画（以下この条において

「事務事業温室効果ガス排出削減計画」という。）を定めなければならない。 
２ 事務事業温室効果ガス排出削減計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
(1) 県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減に関する基本方針 
(2) 県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減に関する目標 
(3) 前号の目標を達成するための措置に関する事項 
(4)  前３号に掲げるもののほか、県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 
３ 県は、事務事業温室効果ガス排出削減計画に基づき、自ら設置し、又は管理する施設における温室効果ガス

の排出の量の削減及び再生可能エネルギーの活用、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車の使用その他
の温室効果ガスの排出の量の削減に関する取組を自ら率先して行うよう努めなければならない。 

４ 第７条第３項及び第４項の規定は、事務事業温室効果ガス排出削減計画について準用する。 
第２節 事業活動に関する地球温暖化対策 

（事業活動温暖化対策指針） 
第10条 知事は、事業者が実施する地球温暖化対策を推進するため、事業活動における地球温暖化対策に関する

指針（以下「事業活動温暖化対策指針」という。）を定めなければならない。 
２ 知事は、事業活動温暖化対策指針を定め、又は改定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。 
（事業活動温暖化対策計画書の提出等） 
第11条 特定大規模事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書（以下「事業活動

温暖化対策計画書」という。）を作成し、規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
(2)  事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量 
(3)  事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針に係る事項 
(4) 温室効果ガスの排出の量の削減の目標及び当該目標を達成するための措置の内容に係る事項 
(5) 地域の地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項 
(6) その他規則で定める事項 

２ 前項の規定による事業活動温暖化対策計画書の作成に当たっては、特定大規模事業者は、同項第３号から第
６号までに掲げる事項については、事業活動温暖化対策指針に基づく検討の結果に基づいて記載しなければな
らない。 

３ 第１項の規定により事業活動温暖化対策計画書を提出した特定大規模事業者（以下「計画書提出特定大規模
事業者」という。）は、同項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業活動温暖化対策計画書に記
載された事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに、その旨を規則で定めるところにより知
事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 

４ 特定大規模事業者以外の事業者（第13条において「中小規模事業者等」という。）は、規則で定めるところ
により、事業活動温暖化対策計画書を作成し、知事に提出することができる。 

５ 第１項から第３項までの規定は、前項の事業活動温暖化対策計画書について準用する。この場合において、
第３項中「変更があったとき」とあるのは、「変更があったとき、当該事業活動温暖化対策計画書に係る計画
を中止したとき」と読み替えるものとする。 

６ 計画書提出特定大規模事業者が、第１項の規定による提出の後特定大規模事業者に該当しないこととなった
場合における当該提出に係る事業活動温暖化対策計画書は、第４項の規定により提出された事業活動温暖化対
策計画書とみなす。 

（施設、事業所等を設置し、又は管理する事業者への協力） 
第12条 事業活動温暖化対策計画書を提出する事業者が設置し、又は管理する施設、事業所等の一部を使用して

事業活動を行う事業者は、その使用に係る施設、事業所等を設置し、又は管理する事業者による事業活動温暖
化対策計画書の作成に協力するよう努めるとともに、当該事業活動温暖化対策計画書に基づく地球温暖化対策
の推進について協力するよう努めなければならない。 

（中小規模事業者等に対する支援） 
第13条 県は、中小規模事業者等による地球温暖化対策を促進するため、中小規模事業者等に対し、情報の提供、

助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 
２ 県は、事業活動温暖化対策計画書を提出し、優れた地球温暖化対策を行おうとする中小規模事業者等に対し、

技術的指導その他の当該事業活動温暖化対策計画書に基づく地球温暖化対策の推進に関し必要な支援を行うよ
う努めるものとする。 

（排出状況報告書の提出）  
第14条 事業活動温暖化対策計画書を提出した事業者（以下「計画書提出事業者」という。）は、当該事業活動

温暖化対策計画書を提出した日の属する事業年度の翌事業年度から当該事業活動温暖化対策計画書に係る計画
の期間（次条において「計画期間」という。）が終了する日の属する事業年度までの毎事業年度、規則で定め
るところにより、当該事業活動温暖化対策計画書に記載された事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況を記
載した報告書（第16条において「排出状況報告書」という。）を作成し、規則で定める日までに、知事に提出
しなければならない。 

（結果報告書の提出） 
第15条 計画書提出事業者は、計画期間が終了する日又は第11条第３項（同条第５項において準用する場合を含
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む。）の規定による届出（事業活動温暖化対策計画書に記載された事業の廃止（同項において準用する場合に
あっては、当該廃止及び計画の中止）に係るものに限る。）をした日から規則で定める日までに、計画期間中
の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況及び事業活動温暖化対策計画書に基づいて実施した地球温暖化対
策の実施の結果を記載した報告書（次条において「結果報告書」という。）を作成し、規則で定めるところに
より、知事に提出しなければならない。 

（事業活動温暖化対策計画書等の概要の公表） 
第16条 知事は、事業活動温暖化対策計画書、排出状況報告書及び結果報告書が提出されたときは、インターネ

ットの利用その他の方法により、遅滞なく、当該提出に係る計画書提出事業者の氏名又は名称その他の規則で
定める事項を公表するものとする。 

（指導、助言及び改善の求め） 
第17条 知事は、計画書提出特定大規模事業者に対し、その提出した事業活動温暖化対策計画書の内容及び当該

事業活動温暖化対策計画書に基づく地球温暖化対策の推進に関する事項について、必要な指導及び助言を行う
ことができる。 

２ 知事は、第11条第１項の規定により提出された事業活動温暖化対策計画書の内容が、事業活動温暖化対策指
針に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該提出に係る計画書提出特定大規模事業者に対し、規則
で定めるところにより、その提出した事業活動温暖化対策計画書の内容の改善を求めることができる。 

３ 知事は、第１項の規定による指導及び助言並びに前項の規定による改善の求めを行うため必要な範囲におい
て、計画書提出特定大規模事業者に対し、資料の提出を求めることができる。 

第３節 建築物に関する地球温暖化対策 
（建築物温暖化対策指針） 
第18条 知事は、規則で定める規模以上の建築物（以下「特定建築物」という。）の新築等をしようとする者

（以下「特定建築主」という。）が当該特定建築物に係る地球温暖化対策を適切に実施するために必要な事項
に関する指針（以下「建築物温暖化対策指針」という。）を定めなければならない。 

２ 第10条第２項の規定は、建築物温暖化対策指針について準用する。 
（建築物温暖化対策計画書の提出） 
第19条 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書（以下「建築物温暖化対

策計画書」という。）を作成し、規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
(2) 特定建築物の名称及び所在地 
(3) 特定建築物の概要 
(4) 特定建築物に係る地球温暖化対策の措置 
(5) 前号の措置の評価 
(6) 再生可能エネルギー等の活用に係る検討の結果 
(7) その他規則で定める事項 

２ 前項の規定による建築物温暖化対策計画書の作成に当たっては、特定建築主は、同項第４号から第７号まで
に掲げる事項については、建築物温暖化対策指針に基づく検討の結果に基づいて記載しなければならない。 

３ 特定建築物以外の建築物であって規則で定める規模以上の建築物の新築等をしようとする者は、規則で定め
るところにより、建築物温暖化対策計画書を作成し、知事に提出することができる。この場合においては、前
２項の規定を準用する。 

（建築物温暖化対策計画書の変更の届出） 
第20条 前条第１項又は第３項の規定により建築物温暖化対策計画書を提出した者（以下「計画書提出建築主」

という。）は、当該建築物温暖化対策計画書に係る新築等が完了するまでの間に、同条第１項各号（同条第３
項において準用する場合を含む。）に掲げる事項について変更をしようとするときは、規則で定める日までに、
その旨を規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更につい
ては、この限りでない。 

２ 前項の規定による建築物温暖化対策計画書の内容の変更により、その新築等をしようとする建築物が特定建
築物に該当しないこととなった場合（前条第３項に規定する建築物に該当する場合に限る。）における当該建
築物温暖化対策計画書は、前条第３項の規定により提出された建築物温暖化対策計画書とみなす。 

（新築等の中止の届出） 
第21条 計画書提出建築主（前条第１項の規定による届出をした計画書提出建築主のうち、当該届出に係る建築

物が特定建築物又は第19条第３項に規定する建築物のいずれにも該当しなくなった場合における計画書提出建
築主を除く。以下同じ。）は、その提出した建築物温暖化対策計画書に係る新築等を中止したときは、速やか
に、その旨を規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。 

（新築等の完了の届出） 
第22条 計画書提出建築主は、その提出した建築物温暖化対策計画書に係る新築等が完了したときは、規則で定

める日までに、その旨を規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。 
（建築物温暖化対策計画書等の概要の公表） 
第23条 知事は、第19条第１項又は第３項の規定による提出及び第20条第１項、第21条又は前条の規定による届

出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、遅滞なく、当該提出又は届出に係る建築物の
概要その他の規則で定める事項を公表するものとする。 

（表示基準） 
第24条 知事は、特定建築物の地球温暖化対策に関する性能（以下「環境性能」という。）の評価を記載した標

章（以下「建築物環境性能表示」という。）の表示の方法に関する基準（以下「表示基準」という。）を定め
なければならない。 

２ 第10条第２項の規定は、表示基準について準用する。 
（特定建築物の環境性能の表示） 
第25条 第19条第１項の規定により建築物温暖化対策計画書を提出した計画書提出建築主（以下「計画書提出特

定建築主」という。）は、当該特定建築物の販売又は賃貸を目的とした広告を行うときは、表示基準に基づき、
当該広告中に建築物環境性能表示を表示しなければならない。ただし、当該広告が規則で定める基準に適合し
ない場合は、この限りでない。 

２ 計画書提出特定建築主は、他人にその新築等に係る特定建築物の販売又は賃貸の代理又は媒介をさせる場合
で、これらの行為をする者（以下「販売等受託者」という。）が販売又は賃貸を目的とした広告をしようとす
るときは、表示基準に基づき、当該広告に当該販売等受託者をして建築物環境性能表示を表示させなければな



 - 119 - 

らない。ただし、当該広告が前項ただし書の規則で定める基準に適合しない場合にあっては、この限りでない。 
３ 前項に規定する場合において、販売等受託者は、同項の規定による表示に協力するよう努めなければならな

い。 
４ 第19条第３項の規定により建築物温暖化対策計画書を提出した計画書提出建築主は、第１項及び第２項の規

定の例により、建築物環境性能表示を表示し、又は表示させるよう努めなければならない。 
（建築物環境性能表示の表示の届出等） 
第26条 計画書提出特定建築主は、前条第１項の規定により最初に表示をし、又は同条第２項の規定により最初

に表示をさせたときは、そのいずれか早い日から規則で定める日までに、その旨を規則で定めるところにより
知事に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、前条第４項の規定により建築物環境性能表示を表示し、又は表示させた場合について準用す
る。 

３ 知事は、第１項（前項において準用する場合を含む。）の規定による届出があったときは、インターネット
の利用その他の方法により、遅滞なく、その概要を公表するものとする。 

（建築物環境性能表示の変更の届出等） 
第27条 計画書提出建築主は、前条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定による届出の後

当該届出に係る建築物環境性能表示を変更した場合で、当該変更後の建築物環境性能表示を表示し、又は表示
させたときは、規則で定める日までに、その旨を規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。 
（環境性能の説明） 
第28条 計画書提出特定建築主及び販売等受託者は、特定建築物を販売し、又は賃貸しようとするときは、当該

特定建築物を購入し、又は賃借しようとする者に対し、当該特定建築物に係る環境性能の内容を説明するよう
努めなければならない。 

（環境性能を示す表示の掲示等） 
第29条 計画書提出特定建築主は、表示基準に基づき、その新築等に係る特定建築物に、当該特定建築物の環境

性能を示す表示を掲示することができる。 
２ 計画書提出特定建築主は、前項の規定による掲示をしたときは、規則で定める日までに、その旨を規則で定

めるところにより知事に届け出なければならない。 
３ 前２項の規定は、第19条第３項の規定により建築物温暖化対策計画書を提出した計画書提出建築主について

準用する。 
（表示の制限） 
第30条 計画書提出建築主でない者は、表示基準に基づく表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 
（指導、助言等） 
第31条 知事は、計画書提出建築主に対し、その提出した建築物温暖化対策計画書の内容について、必要な指導

及び助言を行うことができる。 
２ 知事は、前項の規定による指導及び助言を行うために必要な範囲において、計画書提出建築主に対し、資料

の提出を求めることができる。 
（優れた省エネルギー性能を備えた住宅等の普及の促進） 
第32条 県は、市町村及び事業者その他の民間の団体と連携し、及び協働して、優れた省エネルギー性能を備え、

又は再生可能エネルギー等を活用した住宅の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとす
る。 

第４節 開発事業に関する地球温暖化対策 
（特定開発事業温暖化対策指針） 
第33条 知事は、規則で定める規模以上の開発行為（神奈川県土地利用調整条例（平成８年神奈川県条例第10

号）第２条第１号に規定する開発行為をいう。）であって規則で定めるものに係る事業（以下「特定開発事
業」という。）を実施しようとする者（以下「特定開発事業者」という。）が当該特定開発事業に係る地球温
暖化対策を適切に実施するために必要な事項に関する指針（以下「特定開発事業温暖化対策指針」という。）
を定めなければならない。 

２ 第10条第２項の規定は、特定開発事業温暖化対策指針について準用する。 
（特定開発事業温暖化対策計画書の提出） 
第34条 特定開発事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書（以下「特定開発事

業温暖化対策計画書」という。）を作成し、規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
(2) 特定開発事業を行う土地の位置及び区域（特定開発事業が一団の区域において行われる場合は、当該一団

の区域） 
(3) 特定開発事業の概要 
(4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るため実施しようとする措置の内容 
(5) 再生可能エネルギー等の活用に係る検討の結果 
(6) その他規則で定める事項 

２ 前項の規定による特定開発事業温暖化対策計画書の作成に当たっては、特定開発事業者は、同項第４号から
第６号までに掲げる事項については、特定開発事業温暖化対策指針に基づく検討の結果に基づいて記載しなけ
ればならない。 

（特定開発事業温暖化対策計画書の変更の届出） 
第35条 前条第１項の規定により特定開発事業温暖化対策計画書を提出した特定開発事業者（以下「計画書提出

特定開発事業者」という。）は、当該特定開発事業温暖化対策計画書に係る特定開発事業が完了するまでの間
に、同項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、規則で定める日までに、その旨を規則で定め
るところにより知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでな
い。 

（特定開発事業の中止の届出） 
第36条 計画書提出特定開発事業者（前条の規定による届出をした計画書提出特定開発事業者のうち、当該届出

に係る事業が特定開発事業に該当しなくなった場合における計画書提出特定開発事業者を除く。以下同じ。）
は、その提出した特定開発事業温暖化対策計画書に係る特定開発事業を中止したときは、速やかに、その旨を
規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。 

（特定開発事業の完了の届出） 
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第37条 計画書提出特定開発事業者は、その提出した特定開発事業温暖化対策計画書に係る特定開発事業が完了
したときは、規則で定める日までに、その旨を規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。 

（特定開発事業温暖化対策計画書等の概要の公表） 
第38条 知事は、第34条第１項の規定による提出及び第35条から前条までの規定による届出があったときは、イ

ンターネットの利用その他の方法により、遅滞なく、当該提出又は届出に係る特定開発事業の概要その他の規
則で定める事項を公表するものとする。 

（指導、助言及び改善の求め） 
第39条 知事は、計画書提出特定開発事業者に対し、その提出した特定開発事業温暖化対策計画書の内容につい

て、必要な指導及び助言を行うことができる。 
２ 知事は、第34条第１項の規定により提出された特定開発事業温暖化対策計画書の内容が、特定開発事業温暖

化対策指針に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該計画書提出特定開発事業者に対し、規則で定
めるところにより、その提出した特定開発事業温暖化対策計画書の内容の改善を求めることができる。 

３ 知事は、第１項の規定による指導及び助言並びに前項の規定による改善の求めを行うため必要な範囲におい
て、計画書提出特定開発事業者に対し、資料の提出を求めることができる。 

第５節 再生可能エネルギー等環境配慮技術の研究開発及び活用の促進 
（再生可能エネルギー等環境配慮技術の研究開発の促進） 
第40条 県、事業者及び試験研究機関は、連携し、及び協働して、再生可能エネルギー等及び省エネルギーに係

る技術その他の地球温暖化防止に寄与する技術（以下「再生可能エネルギー等環境配慮技術」という。）の研
究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。 

２ 県は、事業者及び試験研究機関による再生可能エネルギー等環境配慮技術の研究開発の支援に努めるものと
する。 

（再生可能エネルギー等環境配慮技術の活用の促進） 
第41条 事業者及び県民は、再生可能エネルギー等環境配慮技術の活用に努めなければならない。 
２ 県は、市町村及び事業者その他の民間の団体と連携し、及び協働して、再生可能エネルギー等環境配慮技術

の活用の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
第６節 森林等の整備、保全等 

第42条 県、森林所有者（森林法（昭和26年法律第249号）第２条第２項に規定する森林所有者をいう。）及び民
間団体等は、連携し、及び協働して、森林の適切な整備及び保全並びに県内産の木材その他の森林資源の利用
の推進に努めなければならない。 

２ 県及び民間団体等は、連携し、及び協働して、緑地の保全及び緑化の推進に努めなければならない。 
第７節 交通に関する地球温暖化対策 

（公共交通機関等の利用の推進等） 
第43条 事業者（専ら自動車又は原動機付自転車（以下「自動車等」という。）を使用して事業を行う者を除

く。）及び県民は、可能な限り自動車等の使用を控え、温室効果ガスの排出の量がより少ない公共交通機関若
しくは自転車（以下この条において「公共交通機関等」という。）の利用又は徒歩による移動に努めなければ
ならない。 

２ 県は、市町村及び公共交通事業者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法
律第91号）第２条第５号に規定する公共交通事業者等をいう。）と連携し、及び協働して、公共交通機関等を
利用しやすい環境の整備に努めるものとする。 

３ 多数の者の利用に供する施設を管理する者又は多数の者の参加が見込まれる行事を主催する者は、当該施設
を利用する者又は当該行事に参加する者の公共交通機関等の利用又は徒歩による来場の促進を図るために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（エコドライブの推進） 
第44条 自動車等を運転する者は、温室効果ガスの排出の量がより少ない運転の方法（以下この条において「エ

コドライブ」という。）の実施及び自動車等の適正な整備に努めなければならない。 
２ 事業者は、その事業の用に供する自動車等を運転する者に対し、エコドライブの実施について指導を行う等

適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 
３ 自動車を製造する事業者は、エコドライブの実施を促す機能を有する機器の搭載に努めなければならない。 
（温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車等の使用の推進等） 
第45条 自動車等を製造し、販売し、又は有償で貸し渡す事業者は、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動

車等の開発、製造、販売又は貸し渡しを行うよう努めなければならない。 
２ 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車等を購入し、

又は使用するよう努めなければならない。 
３ 県及び自動車駐車場を設置し、又は管理する者その他の規則で定める者は、電気自動車（専ら電気を動力源

とする自動車をいう。）その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車等の普及及び当該自動車等を利
用しやすい環境の整備に努めなければならない。 

第８節 日常生活等における地球温暖化対策 
（製品の開発又は役務の提供に関する地球温暖化対策） 
第46条 製品（自動車等を除く。以下この条において同じ。）を製造する事業者は、温室効果ガスの排出の量が

より少ない製品又は温室効果ガスの排出の量の削減に寄与する製品の開発を行うよう努めなければならない。 
２ 製品又は役務を販売し、又は提供する事業者は、温室効果ガスの排出の量がより少ない方法により販売又は

提供を行うよう努めなければならない。 
３ 事業者及び県民は、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ない製品若しくは役務又は温室効果ガ

スの排出の量がより少ない方法により提供される製品若しくは役務の購入又は利用に努めなければならない。 
（生活様式等の転換の推進） 
第47条 県は、市町村、民間団体等及び法第37条第１項に規定する地球温暖化防止活動推進員と連携し、及び協

働して、事業活動及び日常生活における温室効果ガスの排出の量を削減するための取組を推進するものとする。 
２ 事業者及び県民は、その事業活動及び日常生活における照明器具、冷暖房機、給湯機その他の機械器具の使

用に当たっては、エネルギーの消費が過度にわたることがないよう、その見直しに努めなければならない。 
第９節 教育及び学習の振興 

第48条 県は、教育機関及び事業者その他の民間の団体と連携し、及び協働して、県民に対する地球温暖化対策
に関する教育及び学習の振興並びに指導者の育成に努めるものとする。 

２ 事業者は、その従業員に対して、地球温暖化対策に関する必要な教育を行うよう努めなければならない。 
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３ 県は、教育機関及び事業者その他の民間の団体と連携し、及び協働して、地球温暖化対策に関する専門的な
知識又は経験を有する人材の育成に努めるものとする。 

第10節 事業の登録 
（他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録） 
第49条 事業者は、他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業であって規則で定めるものに関し、

次に掲げる事項（以下「登録事項」という。）について、知事の登録を受けることができる。 
(1) 登録に係る事業の名称 
(2) 登録に係る事業の概要 
(3) その他規則で定める事項 

２ 前項の登録（以下「事業の登録」という。）を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、知事
に申請しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請があったときは、登録事項を規則で定める登録簿に登録するものとする。た
だし、当該申請に係る事項が虚偽である場合その他の規則で定める場合は、事業の登録を拒むことができる。 

４ 知事は、インターネットの利用その他の方法により、前項の登録簿その他規則で定めるものを公表するもの
とする。 

（変更の申請） 
第50条 事業の登録を受けた事業者（以下「登録事業者」という。）は、前条第１項第２号に掲げる登録事項を

変更しようとするときは、規則で定めるところにより、登録事項の変更を知事に申請しなければならない。 
２ 前条第３項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第３項中「前項」

とあるのは「第50条第１項」と、「登録事項を規則で定める登録簿に登録するものとする」とあるのは「当該
申請に係る登録事項の変更を行うものとする」と、「事業の登録」とあるのは「当該変更」と読み替えるもの
とする。 

（変更又は廃止の届出） 
第51条 登録事業者は、登録事項（第49条第１項第２号に掲げる登録事項を除く。）に変更があったとき、又は

事業の登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、当該変更に係る事項又は事業を廃止した旨を知事に届け
出なければならない。 

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、事業の登録を変更し、又は抹消するものとする。 
（事業の登録の抹消） 
第52条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の登録を抹消することができる。 
 (1) 事業の登録に係る事業を廃止したことが明らかになった場合で、前条第１項の規定による届出がないとき。 
 (2) 事業の登録に係る事業に関し法令又は条例に違反したとき。 
(3) 事業の登録の内容と異なる事業を行っていることが明らかになった場合で、事業の登録を抹消する必要があ

ると認めるとき。 
第11節 広域的な連携による地球温暖化対策の推進 

（国及び他の地方公共団体との連携） 
第53条 県は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら協力することにより、地球温暖化対策の効果的な推

進に努めるものとする。 
（国際協力の推進） 
第54条 県は、事業者その他の民間の団体と連携し、及び協働して、地球温暖化対策に関する技術協力その他の

国際協力の推進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
第３章 雑則 

（勧告） 
第55条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告するこ

とができる。 
(1) 第11条第１項、第14条、第15条、第19条第１項又は第34条第１項の規定による提出をせず、又は虚偽の提

出をした者 
(2) 第11条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。）、第20条第１項、第21条、第22条、第26条第

１項（同条第２項において準用する場合を含む。）、第27条第１項、第29条第２項（同条第３項において準
用する場合を含む。）又は第35条から第37条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

(3) 第11条第４項の規定による事業活動温暖化対策計画書又は第19条第３項の規定による建築物温暖化対策計
画書に虚偽の記載をして提出した者 

(4) 第25条第１項（同条第４項の規定によりその規定の例によることとされる場合を含む。）の規定による表
示をせず、若しくは表示基準に違反した表示若しくは虚偽の表示をし、若しくは同条第２項（同条第４項の
規定によりその規定の例によることとされる場合を含む。）の規定による表示をさせず、若しくは表示基準
に違反した表示若しくは虚偽の表示をさせた者又は第29条第１項（同条第３項において準用する場合を含
む。）の規定による表示に表示基準に違反した表示若しくは虚偽の表示をして掲示した者 

(5) 第30条の規定に違反して、表示基準に基づく表示又はこれと紛らわしい表示をした者 
（公表） 
第56条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受

けた者の氏名又は名称、当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。 
２ 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を

与えなければならない。 
（市町村の条例との関係） 
第57条 この条例の規定は、市町村が地域の自然的社会的条件に応じて、地球温暖化を防止するため、この条例

で定める事項以外の事項に関し、条例で必要な事項を定めることを妨げるものではない。 
２ 市町村が地球温暖化の防止のために制定する条例の内容が、この条例の趣旨に即したものであり、かつ、こ

の条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めて公示したときは、当該市町村の条例に規定する事項
に該当するものとして知事が指定する節又は条の規定は、当該市町村の区域には、適用しない。 

３ 前項の知事の認定及び指定は、神奈川県公報により行う。 
（神奈川県地球温暖化対策計画書審査会） 
第58条 知事は、第17条第２項又は第39条第２項の規定により改善を求めようとするときは、神奈川県地球温暖

化対策計画書審査会の意見を聴かなければならない。 
（顕彰） 
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第59条 県は、地球温暖化対策の推進に特に功績があったと認められるもの又は優良な事例の顕彰に努めるもの
とする。 

（委任） 
第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成21年10月１日から施行する。ただし、第11条から第17条まで、第19条から第23条まで、第

25条から第31条まで、第34条から第39条まで、第２章第10節、第55条及び第56条並びに附則第４項及び第５項
の規定は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。 
（附属機関の設置に関する条例の一部改正） 
３ 附属機関の設置に関する条例（昭和28年神奈川県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表知事の項神奈川県環境影響評価審査会の項の次に次のように加える。 
神奈川県地球温暖化対策計
画書審査会 

神奈川県地球温暖化対策推進条例（平成21年神奈川県条例
第57号）第17条第２項の規定による事業活動温暖化対策計
画書又は同条例第39条第２項の規定による特定開発事業温
暖化対策計画書の内容の改善の求めにつき知事の諮問に応
じて調査審議し、その結果を報告すること。 

10人以内 

（神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正） 
４ 神奈川県生活環境の保全等に関する条例（平成９年神奈川県条例第35号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４節 二酸化炭素の排出の抑制（第45条・第46条）」を「第４節 削除」に改める。 
第16条第１項中「、第46条」及び第５号を削り、第６号を第５号とする。 
第17条第１項中「、第46条」を削る。 
第５章第４節を次のように改める。 

     第４節 削除 
 第45条及び第46条 削除 
（検討） 
５ 知事は、附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施

行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
   附 則（平成24年３月30日条例第26号） 
（施行期日） 
１ この条例は、平成24年６月１日から施行する。ただし、第18条第１項の改正規定及び次項の規定は、同年10

月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 改正後の第18条第１項の規定は、平成24年10月１日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第６条第１項若

しくは第６条の２第１項の規定による確認の申請(以下「確認申請」という。)又は同法第18条第２項の規定に
よる計画の通知(以下「計画通知」という。)をする建築物について適用し、同日前に確認申請又は計画通知を
した建築物については、なお従前の例による。 

（委任） 
３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。 
   附 則（平成28年６月24日条例第54号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成28年10月21日条例第72号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
   附 則（令和３年１月26日条例第２号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
   附 則（令和３年12月24日条例第92号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 
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５ 神奈川県再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例 
 

我が国は、これまで、石油、石炭等のエネルギー資源を、海外からの輸入に依存してきたことから、その依存度
を低減するために、原子力及び再生可能エネルギーの導入並びにエネルギー利用の効率化を促進するための取組を
進めてきた。言うまでもなく、エネルギーは、経済及び国民生活を根幹から支えるものであり、その安定的な確保
は、必要不可欠である。 
しかしながら、東日本大震災に伴う原子力発電所事故が発生し、原子力の安全性についての国民の信頼が大きく

損なわれるとともに、経済及び国民生活に深刻な影響をもたらすという切実な危機が生じたことにより、改めて、
我が国は、エネルギー政策の見直しを求められている。 
このため、私たちは、原子力発電に過度に依存せず、将来にわたり安全で安心して利用することができるエネル

ギーを安定的に確保するために、再生可能エネルギーを積極的に導入するとともに、経済活動及び生活様式を見つ
め直し、エネルギーを大切に使用する社会を目指していく必要がある。同時に、地域において生産及び節約した
様々なエネルギーを融通し合うことも含め、エネルギーの需給調整に貢献できる仕組みの構築に向けて先進的に取
り組んでいくべきである。 
こうした認識の下、神奈川県のエネルギー施策の基本となる事項を定め、県経済の発展及び県民生活の安定を図

るため、この条例を制定する。 
（目的) 
第１条 この条例は、再生可能エネルギーの導入等の促進について、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとと

もに、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的かつ計画的
に推進することにより、地域における安全で安心して利用することができるエネルギーの需給の安定化を図り、
もって県経済の発展及び県民の生活の安定に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 再生可能エネルギー 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源（永続的に利用することができると認めら

れるエネルギー源をいう。）を利用したエネルギーをいう。 
(2) 再生可能エネルギーの導入等 次に掲げる事項をいう。 

ア 再生可能エネルギーを導入すること。 
イ 革新的なエネルギー高度利用技術（再生可能エネルギーの供給、エネルギー効率の飛躍的向上及びエネル

ギー源の多様化に資する新技術をいう。）を導入すること。 
ウ エネルギーの使用の節約及び効率化並びに電気の需要の平準化を図ること。 

（県の責務） 
第３条 県は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 
２ 県は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、国、他の地方公共団体、大学その他の研究機関、事業

者、県民並びに事業者及び県民の組織する民間の団体と緊密な連携を図るよう努めるものとする。 
３ 県は、その施設の建設及び維持管理その他事業の実施に当たっては、自ら率先して再生可能エネルギーの導入等

の推進に努めるものとする。 
（事業者の責務） 
第４条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自主性及び創造性を発揮し、再生可能エネルギーの導入等の

推進に努めるものとする。 
２ 事業者は、県が実施する再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
（県民の責務） 
第５条 県民は、その日常生活において、再生可能エネルギーの導入等の推進に積極的に努めるものとする。 
２ 県民は、県が実施する再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
（施策の基本方針） 
第６条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するものとする。 
(1) 地域においてエネルギーの需給調整を行うエネルギー体系の構築に向けて、再生可能エネルギーの導入等の

促進を図ること。 
(2) 地域の特性及び技術開発の動向に応じた再生可能エネルギーの導入等の促進を図ること。 
(3) 事業者の業態に応じた再生可能エネルギーの導入等の促進を図ること。 
(4) 県民の多様な生活様式に応じた再生可能エネルギーの導入等の促進を図ること。 
(5) 再生可能エネルギーの導入等の促進に関連する産業の振興及び人材の育成に努めること。 

（基本計画） 
第７条 知事は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再生可能

エネルギーの導入等の促進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならない。 
２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
(1) 再生可能エネルギーの導入等の促進に関する総合的かつ中長期的な目標及び基本的な施策 
(2) 前号に掲げるもののほか、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 
３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、事業者、県民及びこれらの者の組織する民間の団体の意見を反映す

ることができるように必要な措置を講ずるものとする。 
４ 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 
（関連産業の振興） 
第８条 県は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関連する産業の振興のため、関連する産業の事業者が行う再生

可能エネルギーの導入等の促進に資する事業活動に対して、必要な支援に努めるものとする。 
（研究開発の推進等） 
第９条 県は、再生可能エネルギーの導入等の促進に資する技術の向上を図るため、大学その他の研究機関と連携し、

研究開発の推進及びその成果の普及に努めるものとする。 
（事業者等の自発的な活動の促進） 
第10条 県は、事業者、県民及びこれらの者の組織する民間の団体が行う再生可能エネルギーの導入等の促進に関す
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る自発的な活動を促進するため、必要な支援に努めるものとする。 
（学習の推進及び知識の普及啓発） 
第11条 県は、事業者及び県民が再生可能エネルギーの導入等の必要性についての理解を深めるため、エネルギーに

関する学習の推進及び知識の普及啓発に努めるものとする。 
（顕彰） 
第12条 県は、再生可能エネルギーの導入等の促進に特に功績があったと認められるものの顕彰に努めるものとする。 
（実施状況の公表） 
第13条 知事は、毎年度、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の実施状況について、インターネットの

利用その他の方法により公表するものとする。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 第７条第１項の基本計画が策定されるまでの間は、この条例の施行の際現に策定されている再生可能エネルギー
の導入等の促進に関する県の基本的な構想であるかながわスマートエネルギー構想を同項の基本計画とみなす。 

（検討） 
３ 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、知事は、エネルギーをめぐる情勢に変化が生じた場合には、その変化の状況等を踏ま
え、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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６ 神奈川県地球温暖化対策計画の改定経緯 

(1) 素案への県民意見等の反映 

   ア 県民意見募集 

(ｱ) 募集期間    令和５年10月11日（水）～11月９日（木） 

(ｲ) 意見提出方法  フォームメール、郵送、ファクシミリ 

(ｳ) 案の公表方法  県ホームページ、印刷物による縦覧（県政情報センター、 

各地域県政情報コーナー、脱炭素戦略本部室 等） 

(ｴ) 意見募集の周知 県政記者クラブへの参考資料送付、ＳＮＳでの情報発信、

かながわ脱炭素推進会議構成団体等への情報提供、地球温

暖化に関係する会議や出前講座での周知 

  イ 市町村への意見照会 

   令和５年10月５日（木）～10月19日（木） 

   ウ 実施結果 

   (ｱ) 寄せられた意見の件数 873件 (県民858件、市町村15件) 

   (ｲ) 意見の内訳 

内 容 県民 市町村 合計 

計画全般について 131 件 8 件 139 件 

施策事業について 691 件 1 件 692 件 

その他 36 件 6 件 42 件 

合計 858 件 15 件 873 件 

(ｳ) 意見の反映状況 

区 分 県民 市町村 合計 

計画に反映した意見（一部反映を含む。） 38件 7件 45件 

意見の趣旨が既に計画に反映されている意見 81件 0件 81件 

今後の取組の参考とする意見 467件 1件 468件 

計画に反映できない意見 236件 1件 237件 

その他 36件 6件 42件 

合 計 858件 15件 873件 
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(2) 会議等による検討 

    令和５年３～４月  神奈川県環境審議会環境基本計画部会及び 

かながわスマートエネルギー計画検討会へ意見照会 

５月  神奈川県環境審議会に諮問し、骨子案を審議 

６月  議会環境農政常任委員会に骨子案を報告 

８月  神奈川県環境審議会環境基本計画部会及びかながわスマー

トエネルギー計画検討会で素案を審議・検討 

 神奈川県環境審議会で素案を審議 

９月  議会環境農政常任委員会へ素案を報告 

10月  県民意見募集、市町村意見照会 

12月  神奈川県環境審議会で改定案を審議 

令和６年  １月  神奈川県環境審議会から改定案について答申 

２月  議会環境農政常任委員会へ改定案を報告 

３月  計画改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境農政局 脱炭素戦略本部室 企画グループ 
横浜市中区日本大通１ 〒231-8588  
電 話(045)210-1111(代表) 内線4076～4079、4081 
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